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●インタビュー

「島の医療のやりがい，
   島の生活の楽しさを感じて」
　 亀﨑 真 小笠原村診療所 管理者

「島での４年間の経験を
   これからも活かしていきたい」
 山下 匠 前 母島診療所 管理者

【特 集】

学校とともに
地域の子どもたちを支える
[企 画] 野村 悠 川崎市立多摩病院救急災害医療センター 医長   
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ౡの医療の
やりがい，ౡの生׆のָしさを
じてײ

山田隆司（聞き手）　今日は父島にある小笠原村診療
所を訪ねました．いつになく海が荒れていまし
たが，長時間の航海を経て，なんとか無事に着
きました．

　　　地域医療振興協会と小笠原地域とは以前から
さまざまな形で関係を持たせていただいていま
したが，一昨年，亀﨑先生からお申し越しをい
ただいて，小笠原村診療所と台東病院，そして
急性期を預かる広尾病院との間で，入院患者さん
の帰島に向けての調整のお話がありました．先
生とはそれ以来，お付き合いさせていただいて
います．

　　　今回小笠原村を訪ねる機会があり，先生にイン
タビューさせていただくことにしました．先生
がここで仕事をされるようになったきっかけ，
今後に向けた島の医療の展望などを伺えたらと
思います．まずは先生の経歴を紹介していただ
けますか．

亀﨑 真　私は九州の熊本県出身で，熊本大学を平成
９年に卒業後，熊本大学の外科の医局に入局し

ました．外科の研修で熊大の外科の関連病院な
どを回っている最中に，先輩から，同門の中だ
けで勉強するより，例えば東京のほうに行って
勉強することも考えたらどうかとアドバイスを
もらって，都立駒込病院の外科の後期研修に行
きました．医師４年目です．そこで３年間，外
科の後期研修をしました．そのときに都立病院
の関連の縁で，都立墨東病院の救命センターに
研修の一環でまわっていた時期があり，シニア
レジデントが終わったタイミングで，都立墨東
病院の救命センターに就職しました．

　　　墨東病院の救命センターは都内でも規模が大
きい方で，完全独立型の救命センターという全
国でも特殊な形でした．後方病棟も持っていて，
救命センターの中で初期対応から根本治療まで
完結するというタイプで，仕事も面白かったの
と，私は一応外科医というサブスペシャルで仕
事をさせてもらうことができたので，外科の救
急領域や外傷外科など，ほかではできないよう
な仕事をさせてもらって，結局12年間，墨東病

ౡとのग़会い

小笠原村診療所 管理者

亀﨑 真先生

INTERVIEW

聞き手：山田隆司 地域医療研究所長
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

院の救命センターにいました．
　　　そのままそこにいる選択肢もあったのですが，

一つは，都心の救急をやっている中で，医療の
中で地域医療というのがとても重要だと思った
こと．例えばがんの末期の状態で救急を受診し
てしまう患者さんがいたり，いろいろな社会的
背景の中で救急を受診してお困りになっている
患者さんも多かったりしたので，それが地域医
療によってカバーできる部分もあるということ
を実感しました．それを感じていつか救急から
地域医療のほうにシフトしていくのではないか
と，自分の中でイメージがありました．

　　　それからもう一つ，この小笠原とのご縁は，
私の妻が元看護師で，墨東病院のERで看護師を
していたのですが，結婚してすぐのころ「へき地
医療をやってみたい」と言って，ここに単身で看
護師として働くことになったのです．

山田　先生ではなく奥様が先に単身でですか？すご
いなぁ．

亀﨑　やりたいと思ったらやってしまうタイプなの

ですね．ちょうどここが国保施設として新設し
て新たに募集をしているタイミングでした．最
初は１年だけならということで彼女がここで働
き始めて，結局１年半いました．

　　　その１年半の間に，私は代診で１回，あとは
夏休みを利用して，３回小笠原に来ました．そ
れまで小笠原がどういうところかほとんど知ら
なかったのですが，妻が働いたこととその３回
の訪問でよく知るようになりました．彼女は１
年半ここで働いた後はまた墨田区に戻って，私
も墨東病院の救命センターで勤務を続けていた
わけですが，その後，時々小笠原村の医療課の
係長から連絡があり，「ドクターの欠員が出るの
だけど，先生，どう？」というような話を頂きま
した．私自身，いつか地域医療にシフトしよう
かと考えていましたし，地域医療の一つとして
へき地医療は重要なことではないかと考え，平
成27年から勤務しています．

山田　なるほど，そういう縁だったのですね．

山田　先生は志もあってここに来られたわけですが，
着任されてどうでしたか．

亀﨑　ある程度ここの特殊性は認識していたのです
が，やはり心配だったのは，全科を診なければ
いけない，そして簡単には他に紹介できないと
いうことで，来て一番苦労したのはやはりその
部分でした．

山田　全科を診ることと，適切に紹介をすること．
亀﨑　そうですね．救急で働いていたとはいえ，眼

科や耳鼻科，皮膚科のようなマイナー科の患者
さんを診る機会は少なかったので，自分の知識
不足，経験不足を痛感しました．

山田　先生が着任されたときは上に所長の先生がい
らっしゃったのですね．

亀﨑　はい．田中靖士先生がいらっしゃいました．
山田　田中先生は主に内科系だったのですか．
亀﨑　いえ，実は田中先生も外科だったのです．な

ので，広尾病院にコンサルトしたり，自分の知っ
ている専門の先生に相談したり，つてを利用し
ながら，患者さんもここが特殊だということは
ご存じなので，「すぐに分からないので専門の先
生に確認してお返事します」とストレートにお話
ししてやっていました．

山田　こういった中規模離島では，先生のような救

ౡの医療のしさ
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命センターでやってこられた経歴の人が一番心
強いという気がしていたのですが．

亀﨑　私もその点では，具合の悪い方が受診される
場合は心配なかったのですが，圧倒的にコモン
ディジーズの患者さんが多く，日々苦労したと
ころですね．

山田 　	なるほど，軽症で，コモンな問題のほうが，
実際の頻度は多いわけですからね．

亀﨑 　はい．ですから医師として19年目くらいでこ
こに来て，改めて勉強したことはすごくたくさん
ありました．

山田　それから先生にとってストレスだったのは，
簡単に紹介できないということでしたが，ここ
では紹介のハードルは高いのでしょうね．

亀﨑　高いですね．「内地の先生に診てもらいましょ
う」というひと言は簡単には言えない．船もすぐ
にないですし，24時間かけて行くことになるし，
また戻ってくるのに時間がかかる．交通費も高
ければ，滞在費もかかるし，患者さんはその間
仕事を休まなければいけないので，よほどの状
況でないと「行きましょう」とは言えないですね．

山田　その判断は悩ましいですね．紹介のタイミン
グが遅れることで重篤な疾患の対応が手遅れに
なるということもあり得るし，逆に大事をとっ
て行ってみて「なんでもなかった」ということも
あるというわけですね．

亀﨑　はい．
山田　先生のように救急で経験を積まれた医師でも

悩むことがあるのに，自治医大卒業生が若くし
て赴任すると，よけいストレスではないかと思
います．

亀﨑　もちろんストレスは多いと思いますが，これ
まで自治医大卒業の先生たちと一緒に仕事をす
る機会はそう多くはありませんでしたが，やは
り大学時代からの時間の過ごし方が，ほかの大
学卒業の先生たちとは違う．将来自分に課せら
れている使命，役割というのを分かっていて，
それに備えてということで，やはり裏打ちされ
ているものがあると実感しました．

山田　ありがとうございます．

山田　小笠原のような離島医療というのは，自分の
守備範囲を超える，あるいは守備範囲外のこと
に対応せざるを得ないということが現実に起こ
るわけで，「自分の対応が十分でなかったために
患者さんが不利益を被ったのではないか」といっ
た思いも起こりがちだと思うのですが，先生は

実際にこの５年間医療をされて，そういった思
いには捉われなかったですか．

亀﨑　島の人口は多くはないのですが，やることが
けっこう多いのですね．若い世代も多いですし，
子どもさんも多いので，日々バタバタ仕事をし
ている感じになってしまって，ケアが十分では

ౡの医療・ౡの生׆

聞き手：地域医療研究所長・「月刊地域医学」編集長　山田隆司
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

なかった，カバーが十分ではなかったと感じて
悔やんだことはたくさんあります．

山田　そこが離島医療の厳しさではないかと思いま
すが，一方でここでのやりがい，医師としての
生活の充実感，達成感といったものはいかがで
すか．

亀﨑　ここに来て，いろいろ勉強させてもらったこ
とは先ほどお話ししましたが，本当に全てを診
ますし，簡単に内地に行って診てもらうわけに
いかないので，本気で取り組まなければなりま
せん．そうやって勉強する中で，診られる疾患
や領域が圧倒的に幅広くなってきている実感が
あります．そういう意味では，高度医療を担当
しているとイメージされている以前働いていた
救命センターの４年よりも，ここでの４年間の
方が，密度は濃いのではないかと感じています．
その点でやりがいがあると感じています．

山田　島という限られた環境，限られた人たちの中
で，４年，５年やっていると閉塞感のようなも
のはありませんか．

亀﨑　狭いコミュニティならではのやりづらさはあ
ります．患者さんといっても，普段の日常生活
でも付き合いのある人たちが多いので距離感を
どんなふうに保つかとか，考えることもありま
すが，今のところは呑み込んでいけてるぐらい

の感じではありますね．
　　　家庭の話になりますが，うちは子どもたちが

まだ小さいので，自然の中で過ごしているのを
間近で見られることなど，プライベートでは非
常によい部分もとても多いと思っています．

山田　トータルな生活，人生ということからすると，
先生にとって島の生活も悪くないということで
すね．ストレスが多いながらも，仕事面でこう
いった地域ならではの楽しいことはどんなこと
ですか．

亀﨑　やはり患者さんの結果がよかったり，あるい
は患者さんのニーズに応えられたりすると，本
当に感謝していただけるのが，身近に，実感と
してあります．業務の内容やQOLということで
は，救命センター時代は時間が不規則で，昼も
夜もよく分からないような仕事をしていました
が，今は，急患対応も夜中に及ぶのは多くはな
いので夜中の仕事はごく少しです．それからこ
の島は，みんなお昼休みに家に帰るという文化
なので，私も昼食は家に帰って食べますし，夜
も仕事が残っていても，いったん夕食を食べに
家に帰り子どもたちと一緒に食べて，それから
また自分の残業をやったりと，フレキシブルに
できますので，そういう部分もいいかなと思っ
ています．

山田　一方で，こういう島の医療に携わろうという
のは若い人たちにとってかなりハードルが高い
と思うのですが，そういう人たちに先生から伝
えられる価値は，いかがでしょうか．

亀﨑　簡潔にまとめるのは難しいのですが……．実
はここに来年度から新しい先生が赴任されるの
ですね．後期研修を終えたばかりの若い先生で

す．その先生は，お父さんが都内で開業されて
いて本当に昔ながらの町医者という感じで，地
域の方が最初に受診する診療所だということで
す．その先生としては，自分も何でも診られる，
対応できる地域の医者としてやっていきたいと
いうことで，総合診療の研修をされたし，自分
の経験の１つとして，島の医療をやってみよう

ౡだからこそ学べること
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と考えたということです．
山田　それは素晴らしいですね．私は今，総合診療

の研修制度にも関わっているのですが，自分の
持論として，総合診療をトレーニングするため
の絶好の場所はへき地・離島だとずっと言い続け
ているのですね．先生のお話にあったように，
何でも診なければいけない，あるいは安易に紹
介できない環境で自分がある程度判断せざるを
えない．そういう総合診療医，あるいは臨床医
のプロフェッショナリズムという根幹の部分は，
こういった環境がトレーニングするのに一番い
いと私は思っています．

　　　とはいえ，厳しい環境でもあり，うまく継続
できないケースもあると思うのですが，ここは
そういう意味では，重症例に対応できる先生の
ような指導医がいらっしゃるので，トレーニン
グにはとてもいい環境だと思います．

亀﨑　そうですね．小笠原は，これまでは自分たち
がどうやっていくか，医師をどうやって確保す
るかということに精一杯だったところがありま
すが，今後は広尾病院が，総合診療専門医のコー
スの協力病院になりましたので，再来年くらい
から専攻医の先生が半年ぐらいのスパンでここ
に来ることになると思います．そういう先生た
ちにとって，いい研修ができるように，本腰を
入れて考えていかなければいけないと思ってい
ます．

山田　それは有難いお話ですね．若い人たちが真剣
に仕事ができ，研修でき，さらには豊かな生活
ができるということを伝えていけるようにした
いですね．われわれも側面からサポートしたい
と思います

亀﨑　協会と連携できて，いろいろ支援していただ
いて本当に心強いです．

山田　先生ご自身の今後の展望はいかがですか．
亀﨑　私としてはここでの仕事はやりがいがあるの

で，ある程度長く続けていくのもいいのではな
いかと思っています．子どもたちがここで小学
生，中学生と大きくなっていくのもいいなと思っ
たりもします．そうはいっても親の健康問題も
ありますし，見えない要素もあるのですが．で
すからライフプランは，あまり厳密に決めてい
ないという感じですね．

山田　先生がここに赴任されたのも縁あってという
感じでしたし，またここを離れることになった
としてもチームの一員として付き合っていただ
けるのではないでしょうか．

　　　安心して老いていける仕組みを小笠原に作っ
ていくのは，一筋縄ではないと実感しています

が，でも現地の人だけでなく，関係者みんなで
考えれば徐々にいい方向にいくのではないかと
思っています．

亀﨑　よろしくお願いします．
山田　最後に，今，地域で頑張っている若い人たち

に向けて，メッセージをお願いします．
亀﨑　若い先生方に，私が思うメッセージは「原点に

立ち返るのが大事なのではないか」ということで
す．地域でやっていらっしゃる先生は，いつも
患者さんのそばにいて，患者さんの生活を実感
しながら診療に携わっていると思うのですが，
患者さんが笑顔になることが一番大事だと思い
ます．先生方が今の道を志された最初のところ
にそれがあると思うのです．いろいろ大変なこ
ともあると思うし，いろいろなストレスを日々

点に立ちฦろうݪ
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

感じて辛くなることもあると思いますが，最初
のところのモチベーションを忘れずに，そして
患者さんに喜んでいただいたことをまた力に変
えて，自身も楽しんで，そしてスキルアップして，

頑張ってほしいと思います．私も頑張りますの
で，皆さんも頑張ってください．

山田　亀﨑先生，ありがとうございました．
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ౡでの̐ؒの
かしていきたい׆をこれからもݧܦ

山田隆司（聞き手）　母島診療所の山下先生のお話を伺
います．この診療所はおそらく義務年限内で赴
任する場所で東京から最も時間のかかるところ
ではないかと思いますが，先生が義務の中で得
た経験を今後どのようにつなげていこうと考え
ていらっしゃるか，お話を伺えたらと思います．

　　　私も15年くらい前にここに代診に来たことが
２度ほどありますが，私にとっては後輩の支援
に行った中でも特に思い出深く，環境の素晴ら
しい夢のような島という印象があります．

　　　それでは，先生の自己紹介をかねて，ここに
至るまでのお話を伺えますか．

山下 匠　私は東京都の34期で，卒業が2011年３月で
す．米国に卒業旅行に行っていて，向こうで東
日本大震災の状況を耳にしたというタイミング
でした．

　　　２年間の初期研修は東京都立広尾病院でしま

した．広尾病院は東京都の島嶼地区の緊急搬送
の第一次選択病院ということもあり，ヘリコプ
ターや小笠原では飛行艇で，緊急搬送の添乗の
機会が他の病院の初期研修医よりも多く，また
島から受診する患者さんとお会いする機会も
あったので，そういった交流も，今，ここで働
いていることにつなげられたかなと思っていま
す．東京都は３年目も研修なので，そのまま広
尾病院で内視鏡を１ヵ月と透析を２ヵ月，その
後９ヵ月間は都立墨東病院の小児科でお世話に
なりました．４年目からへき地の派遣で，４年
目が新島村の国保式根島診療所で１年間働きま
した．式根島は島民500人強の島です．翌年は島
民300人前後の利島村の国保診療所へ行きまし
た．その後１年は墨東病院の小児科・新生児科で
後期研修をした後，2017年度から今の母島診療
所に来て，間もなく丸２年になります．

౦ژのଔ業生として

前母島診療所 管理者 

山下 匠先生

INTERVIEW

聞き手：山田隆司 地域医療研究所長
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

山田　ここは島民400人くらいですか？
山下　現在460人くらいです．人口は増えているので

すが，土地がない関係で500人を超えるのが難し
く，大体450～500人の間で行き来しているよう
です．

山田　自治医大の卒業生が派遣されるへき地・離島は
人口がどんどん減っているところが多く，そう
いう中では珍しいですよね．

山下　そうですね．小笠原は出生も増える方向で，
母島も増えてはいませんが維持しているという
意味では特殊なのだと思います．移住してくる
方がほかの離島に比べて多いですね．最近は好ん
で移住してパートナーを見つけて，お子さんが
生まれて，永住してというパターンが，30～40
歳より若い世代の方々でより顕著な印象があり
ます．

山田　先生は小児科の研修をされて，ここでも小児
を診る機会はあったのですか．

山下　はい．式根島は高齢化率44％くらいですが，
母島は高齢化率が20％を切るので，小児科医と
してのスキルでお子さんに対応することができま
した．診療だけでなく，乳幼児健診もそうですし，
小児科から離れますが妊婦健診の機会も多
かったのでよい機会ではあったかなと思います．

山田　父島は近くにあるものの，絶海の孤島のよう
なこの島に赴任されて，先生が卒業後，まだ８
年目，９年目という段階で厳しいと感じたのは
どういうところですか．

山下　今先生がおっしゃられた通り，「絶海の」という
ところがキーワードになってくると思います．
新島と式根島も２島１村で，父島と母島も２島
１村です．でも式根島と新島の距離は４kmで１
日３便の船の往復があります．ここは父島と50
㎞離れていて，１日１便というか，結果的に0.5
便という感じなので，いわゆる日常診療ではコ

メディカルの方との連携が難しかったり，保健・
福祉の面では例えば保健師さんに訪問をお願い
したい高齢の方や精神疾患の方がいても，なか
なかお願いしにくいのが現状です．村としても
考慮はしてくれていて，本来母島に保健師さん
一人は常駐配置なのですが，今は欠員で，自分
自身が訪問に行かざるを得ない状況です．保健
師さんがまた配置になれば連携を取りながらで
きることもあるとは思っているのですが．

山田　福祉関係の介護サービス事業者はあるのですか．
山下　民間業者がデイサービスをやっていてショー

トステイも一応受け入れることにはなっている
のですが，人員の関係でなかなか受け入れが難
しい状況ですね．

山田　リソースが少ない中で「自分はこれが専門で
す」と言っていても始まらないので，医師も訪問
をしたりリハビリの指導をしたり，場合によっ
ては栄養指導をする場面が当然ありますよね．

山下　そうですね．自分も例えば栄養学や理学療法
をしっかり勉強したわけではないのですが，聞
きかじりやインターネットで調べたりしながら，
２年間しのいできたという部分はあります．

山田　インターネットやいろいろなリソースを頼り
にして，地域に役立つことを勉強しようという
態度が，こういうところでは養われるように思
います．

山下　そうですね．自分自身のスキルアップという
意味で，医者としての仕事だけではなくて，看
護職の仕事，例えばエンゼルケアを手伝ったり，
あるいは調剤もしますし，リハビリや栄養指導
もそれぞれの職種の方のアドバイスを聞いて実
践してみたり，お互いの連携をより実感しなが
らできたというところは，今後，大きな病院で
働くことになったとしても活かせるかなと思っ
ていると，研修に来てくれた後輩の先生には話

খ笠ݪଜの医療
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します．
山田　そういうことは，たぶんこういう小規模離島

のようなところでこそ学べるというか，大きな
病院ではなかなか学びにくいことだと思います．

山下　良い面も悪い面も，医療の結果が全て自分に
返ってくるわけです．そういう意味では，勉強
になる反面結構つらい経験もありました．自分
自身の中で「これはちょっと危ない」と思ったこ
ともありました．結果的にはいろいろな人に相
談しながら乗り切れましたが．

山田　１人でへき地に赴任している卒業生はみんな
同じような経験があると思います．隔絶された
離島ではなおさらだと思います．ですから定期
的なテレビ会議や，定期的な研修のための出張，
あるいは指導医がサイトビジットで訪れると
いったさまざまな面でのサポートが大事なので
はないかと思います．これから母島を担当する
卒業生，あるいは10年先に母島を担当する先生
たちのために，こんなサポート体制が必要では
ないかということがあればぜひ教えてもらえま
せんか．

山下　月１回，東京都と各島をつないだWeb会議は，
今までも行っていました．主に緊急搬送の症例
の振り返りなどをするのですが，終わったあと
に島に赴任している自治医大卒業生だけで勉強
会をしたり，相談事などを話す場になっていま
した．それはとてもよかったと思います．また，
島はコミュニティが狭く，それは非常によいの
ですが，会う人会う人，みんなが知っている人
なので，一方で立場上，なかなか自分のことは
話しづらいこともあり，こうやってどなたかが
来てくださる機会があるといいですね．今回先

生とお話しできてとても有難かったです．だか
ら，今後は自分も何かの機会があれば，島に行っ
て話を聞いて，「今どうなの？」と話せるようにし
たいと思います．

山田　自治医大卒業生は等しくそんな経験をするわ
けだから，屋根瓦的に後輩医師に対して代診や
サイトビジットで訪問する仕組みができるとい
いかも知れませんね．Web会議でも顔は見えま
すが，やはり微妙な感覚は伝わりにくい．やは
り直に会っててコミュニケーションを取れるよ
うにするというのは大事だと，今お話を聞いて
いて思いました．

　　　離島やへき地はコミュニティが狭いので大変
なことも多いですが，一方で一生懸命やること
でみんなが信頼してくれる．誠意をもって患者
にアプローチすることがいかに大事かというこ
とが身にしみて分かる環境だと思います．患者
さんや地域が医師に期待する責任性やプロ
フェッショナリズムは自らの誠意や頑張りで乗
り越えられる，体得できると思うのですね．こ
れは必ずしもへき地の医師や総合医だけでなく
すべての臨床医にとって必要なことなので，学

れているౡだからこそඞཁなサポート

聞き手：地域医療研究所長・「月刊地域医学」編集長　山田隆司
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

生や若い先生には，こういった地域を一度は経
験してほしいですね．

山下　いろいろな場所を経験するのはプラスにはな

るでしょうし，家庭医のプログラムだけでなく，
一人診療所を１ヵ月でも経験するのは，絶対マ
イナスにはならないと思います．

山田　先生は４月には島を出られるのですね．これ
で義務年限の９年が終わるということですか．
先生は小児科に進まれるのですよね．

山下　今年８年目が終わります．来年が９年目で東
京は後期研修が合計３年なので，最後の１年は
後期研修で墨東病院に勤務させていただきます．
来年１年の後期研修の後，もう１年墨東病院に
残してもらえるので，その時に小児科専門医の
受験ができると思います．

山田　離島にいた４年間は遠回りだったとは思いま
すが，それでも先生は義務年限の次の10年目に
小児科の専門医が取れるということですね．

　　　しかし今回の総合診療専門医でさえなかなか
義務年限内で取るといった形にはなりにくいの
ですね．個人的には，少し乱暴な言い方かもし
れませんが，総合診療についてはこういう地域
での勤務を一定期間経験したら修了証をあげて
もいいと思うくらいです．こういうへき地・離島
での勤務がいかに臨床医にとって大切かという
のを，もっと伝えなくてはいけないと私は思っ
ています．

　　　先生はなんとかいろいろなことを乗り越えな
がら，いわゆる義務年限の中でへき地勤務をこ
れで終えられるわけですが，ここを終えて，あ
るいは墨東病院での研修を経て，将来どんなこ
とをしたいと考えていますか．

山下　小児科の領域に進むと，では「サブスペシャリ
ティをどうするの？」というのが常套句として誰
からも出てきます．やはり小児の消化器，小児

神経，小児アレルギー等々ある中で，島にいると，
発達障害のお子さんもいて小児神経領域は非常
に興味深く思っていたのですが，その領域だけ
に進むということにも疑問があります．また私
の妻が福島の浪江町の出身で，日本小児科学会
の震災後支援で公立相馬総合病院の先生にお会
いする機会もあって，その辺の地域でも小児科
医の需要はあるだろうというお話を聞きました．
ご縁があればそちらのほうで総合診療医的に働
ける場があれば，というのも１つの選択肢かな
と思っています．

山田　それは素晴らしい．
山下　やはり小笠原の島の４年間を無駄にするのが

もったいないということもありますので．
山田　専門分化的なサブスペシャリティも大事なこと

だと思いますが，地域小児診療とか，総合小児
診療といった，何かそういう総合的なサブスペ
シャリティを先生に確立してほしいと思います．

山下　どういう形でそれが実現できるかを模索して
みるのが，この４，５年ぐらいの課題かと思って
います．

山田　先生が小児科を志向されながら，お子さんだ
けではなく家族を含めて診ようという志向こそ
が，本来の総合医だと思うのですね．さらには
へき地や離島，被災地のような地域の抱える問
題まで視野を広げて，そういったところを支え
てほしいと思います．

山下　そうですね．たぶん自分と同学年の小児科を
専門に研修している先生たちの中には，すでに

のలޙࠓ
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小児科専門医を取って新生児診療をしたり，小
児アレルギーを診たり，専門領域で大学病院に
行ったりしていますが，自分はその先生たちほ
ど小児科のスキルはまだありませんが，逆に，
例えば乳幼児健診や予防接種，あるいはちょっ
としたお母さんの相談に乗るスキルは長けた部
分があると思います．

山田　絶対ありますよ！
　　　地域で困難を乗り越えてやってきた経験は卒

業生の財産だと思います．自治医大卒業生，あ
るいはわれわれ地域医療振興協会は，全国の困っ

ている地域の医療を担っているので，みんなで
力を合わせたらもっとよくできるのではないか．
そういう話を卒業生同士でできるような時代に
なってきたと思います．自治医大の卒業生やわ
れわれ協会がそういった財産を積み上げて，こ
れからやらなければいけない仕事がまだまだあ
ると思うのですね．先生にもこの小規模離島で
得た経験を小児科診療の中でぜひ活かしてさら
に大きく飛躍してほしいと思います．

山下　ありがとうございます．
山田　山下先生，今日はありがとうございました．
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INTERVIEW／東京都の離島 小笠原の父島・母島を訪問して

 小笠原村診療所   母島診療所

16年前の代診時の
思い出が……

  「漁徳」のご夫婦と

INTERVIEW

訪 問 後 記

東京都の離島�小笠原の父島・母島を訪問して
　16年ぶりの再訪でした．先に訪れた母島では，夜の会食を「漁徳」という
民宿でお願いしたのですが，そこのお母さんが私を見るなり「あー山田先
生！」と言ってくれました．16年前の代診時のことが一気に蘇ってきました．
離島医療ならではの温かいふれあいが，長い時間を経ても変わりなかった
ことに私自身報われた気持ちになりました．医師にとってはとても厳しい
離島医療ですが，一方で島の人たちに見守られ，救われてもいるのだと実
感した訪問でした．

小笠原の風景
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〒102-0093　
東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館15階
公益社団法人地域医療振興協会　｢月刊地域医学｣編集委員会事務局
TEL　03-5212-9152　　FAX　03-5211-0515
chiiki-igaku@jadecom.or.jp

͋て先

「月刊地域医学」では原著論文（研究），症例，活動報告等の
投稿論文を募集しています．

掲載されました論文の中から年間３編を選考し，
研究奨励賞として10万円を授与しています．

投稿論文募集

ૹํ๏は「ߘཁྖ」のϖʔδを͝ࢀরくͩさいɽ
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特 集

　

●エディトリアル

総論
●学校医・園医とは
●学校医の押さえておくべき健診
●学校保健委員会を通して子どもの健康を守る

各論：地域での取り組み
●永源寺地域での取り組み�－医師として，地域住民の一人として－
●奇跡がくれた宝物�－いのちの授業－
●学校医・園医から見えた地域の子どもたちのメンタルヘルス
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●「性」を通して生きる力を育むために
●喫煙防止教育�－地域保健の礎となる学校教育の視点で－

学校とともに
地域の子どもたちを支える

企画：川崎市立多摩病院救急災害医療センター 医長　野村 悠
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　医療機関が少ない地域の診療所では，小児科医かどうかにかかわらず地域で生活する
子どもたちと接する場面は必ずあり，地元の学校医や園医を務めることもその一つであ
る．しかし，われわれは診療所勤務前の初期研修や後期研修で学校医・園医の役割を学
ぶことがあっただろうか？記憶の限りでは，学校医・園医と言えば『学生時代の地域実
習での見学』もしくは『子どもの時に受けた健診の経験』，つまり医師になる前の体験に
よるイメージしか残っていないように思う．
　診療所長としてどのように学校保健に関わるべきか認識できないまま，養護教諭や学
校長，生徒の保護者など大人たちに接していた記憶を今では少し苦々しく感じている．
　今回の特集では，非小児科医が診療所で学校医・園医を務める際に，どのような役割
を期待され何をすればよいのかイメージできるような内容にした．
　まずは総論として，学校医・園医の役割を俯瞰していただき，代表的な業務である健
診についての解説および学校保健委員会について一般論を述べていただいた．続いて各
論では，学校医・園医として必須の仕事ではないが，地域に携わる医師の視点から生ま
れる，『地元の子どもたちの成長を見守り支援する取り組み』について実践者から体験談
やメッセージをいただいた．
　総論の中では土肥直樹先生に学校医・園医の役割を法的な位置づけなどから俯瞰的に
論じていただき，今野友貴先生からは健診内容の法的変遷および現在の健診項目とその
対応について詳述いただいた．渡邉	幸先生には学校保健委員会の位置づけを分かりやす
くご説明いただくとともに，久米島での取り組みをご紹介いただいた．
　各論は各医師の人柄が伺え興味深い．花戸貴司先生は「医師として」と「人として」の両
軸から地域の子どもたちの成長過程を見守っておられる．小沢	浩先生は『いのちの授
業』に取り組まれ，子どもたちがいのちに向き合うきっかけを作っておられる．澤田由
紀子先生には子どもたちのメンタルヘルスについてプライマリ・ケア医にも介入の余
地があることを教えていただいた．岩室紳也先生は性教育を通してその根底にある問
題に目を向ける必要性を訴えられた．土井たかし先生からは京都府下における体験参
加型喫煙防止教育について詳細にご紹介いただいた．
　総論では学校医・園医の役割を俯瞰的かつ具体的に示されており，特にこれから学校
保健に関わり始める先生方にはとても分かりやすい入門書のような内容になった．初め
の一歩としてぜひご参照いただきたい．
　各論からは，取り組みの切り口が別々であるにもかかわらず『子どもたちを育む』『周
囲の大人たちを成長させる』『社会問題に目を向ける』という共通の思いが感じられ，各々
の取り組みは全て地域づくりなのだと実感させられる．
　診療所時代に『子どもは社会の宝である』と実感した．読者が社会の一員として子ども
たちを支え育み，その結果大人も成長し，地域の課題にも目を向け，全世代みんなで地
域を作っていく，その一助となれば幸いである．

エディトリアル

川崎市立多摩病院救急災害医療センター 医長　野村 悠
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はじめに

　学校医は1898年の勅令「公立学校に学校医を
置くこと」に始まる日本独自の制度であり，そ
の後1958年に制定，公布された学校保健法（2009
年４月１日より学校保健安全法）の中で学校医
の学校教育現場における保健教育，保健管理，
安全管理上の役割が規定されている．健診業務
は保健管理の一部であり，ほかにも学校保健関
係者と連携しての健康相談，環境管理，保健指
導，保健学習，保健組織活動などの業務がある．
学校における児童生徒等および職員の保健管理
ならびに安全管理を定めた法としては，学校保
健安全法のほかに，学校教育法，健康増進法，
感染症の予防および感染症の患者に対する医療

に関する法律などの関係法令がある．
　園医はゼロ歳児から就学前の子どもたちの発
育と発達を医学的見地からサポートし，児の健
やかな園生活を見守る役割がある．主な職務は
健診（入園時，定期，臨時，乳児は随時），疾病
予防と早期発見，健康教育，事故予防と救急処
置の対策，園児の就園停止・解除・休園の勧告
などで，保育士，園，家庭との連携が必須とな
る．園医の職務については東京都医師会乳幼児
保健委員会による「園医のためのリファレンス」

（2019年５月更新）https://www.tokyo.med.or.jp/
download/2017/2701eni.reference.a4.pdf 2）が簡
潔明瞭にまとまっており，一読をお勧めしたい．
　本稿では，養護教諭，保育士など現場の多専
門職との関わり，学校，園と診療所との関わり，

総　論
学校医・園医とは

相模原市国民健康保険内郷診療所 所長　土肥直樹

①  学校医・園医は子どもたちのアドボケーター（代弁者）として学校現場，家庭，
地域社会を結びつける社会的役割を期待されている1）

②  養護教諭，保育士，学校歯科医，学校薬剤師など多専門職種との連携が大切
である

③  学校医・園医は積極的に学校と園に出かけよう

④  どんな相談にも応じる姿勢と，子どもたちを全人的にみるための生涯学習が
必須である

⑤  学校や園の教職員の健康管理，健康相談にも関わろう

POINT
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学校，教育委員会，保護者などで運営される学
校保健委員会における役割を中心に，学校医・
園医の役割を概説する．

養護教諭・保育士など多専門職との
関わり
　
　看護師や薬剤師など多専門職との連携がなけ
れば医療が成り立たないように，学校や保育園，
幼稚園においても多専門職との連携は重要であ
る．多専門職との連携がなければ，子どもたち
を全人的にみることはできない．
　学校では，学校教育法が規定する養護教諭，
栄養教諭，学校給食法が規定する学校栄養職
員，学校教育法施行規則が規定するスクールカ
ウンセラー，スクールソーシャルワーカー，学校保
健安全法が規定する学校医，学校歯科医，学
校薬剤師など，たくさんの専門職が配置され，機
能している．生活習慣や性に関する問題，喫煙，
飲酒，薬物の問題，いじめや不登校など心の問
題など，子どもたちを取り巻く問題に取り組むため
には，多専門職が連携してアプローチすることが
大切であり，多専門職から学ぶことは多い．
　多専門職との連携で大切なことは，どんな
相談にも応じる姿勢と多職種を尊重すること，
子どもたちを全人的にみるための生涯学習に
医師自らが取り組むことである．学校保健に
関する最新のデータベースは公益財団法人日
本学校保健会のポータルサイトhttps://www.
gakkohoken.jp/ 3）が充実しており，ぜひ活用さ
れたい．

学校・園と診療所との関わり
　
　学校医・園医は，診療所においては子どもた
ちと保護者，学校関係者のかかりつけ医とし
て機能しているケースが多い．常日頃からの信
頼関係や専門医療機関とのネットワークが学校
医・園医の職務に役立つことは多い．学校医・
園医としての経験が診療所の診療に役立つこと
もある．
　筆者は以前，人生の最終段階における医療の

あり方や意思決定支援，アドバンス・ケア・プ
ランニング，命の尊厳について悩みを深めてい
た時期があった．学校医を務めていた学校の定
期健診の際に養護教諭に悩みを打ち明けたとこ
ろ，養護教諭もまた子どもたちとの関わりの中
で命の尊厳を伝える難しさに悩みを持っておら
れることが分かり，生命倫理をテーマにした勉
強会を毎月診療所で開催することになった．養
護教諭やスクールカウンセラーなど地域の多専
門職が毎回５～６人集まり，副読本を用いた毎
月の勉強会は５年あまり続いた．この勉強会は
とても貴重な経験で，ここで学んだことは日常
診療に大いに役立ち，何よりも学校現場への理
解を深めることができた．当時の人脈は今も役
立っている．

学校保健委員会における役割
　
　学校保健委員会とは，子どもたちが生涯を通
して健康で安全な生活を送ることができる力を
身につけるため，学校における児童生徒の健康
の問題を協議し，健康づくりを推進する組織で
ある．学校保健委員会は学校と家庭，地域社会
を結ぶものとしても重要である．
　学校医は子どもたちのアドボケーター（代弁
者）として学校と家庭，地域社会を結びつけ，
コーディネートする社会的役割を期待されてお
り1），学校保健委員会においても果たすべき役
割は大きい．医学的な見地に立ちながら多専門
職の連携を図り，家庭，地域社会とのつながり
を深めるのも学校医の役割である．（詳しくは，
本誌621～626頁参照）

おわりに
　
　学校とともに地域の子どもたちを支えるため
には，学校医・園医は多専門職種と連携して子
どもと保護者を見守ることが大切である．学校
はひとつの社会であり，居心地の良い子どもも
いれば，そうでない子どももいる．だからこそ，
アドボケーター（代弁者）の役割は重要である．
同じ子どもでも，患者として来院するとき，学
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校にいるとき，家庭にいるとき，様子や表情が
全く違うことがある．しかし，どれもその子ど
もの真の姿であり，子どもと保護者に寄り添い，
自立支援，意思決定支援につなげていく必要が
ある．
　筆者の地域では民生委員との連携を重視して
いる．毎年春と秋に民生委員とのお茶会を開催
して地域の諸問題を共有するようにしている．
民生委員は児童委員であり，地域の子どもたち
や家庭が抱える問題をよく知っている．
　学校医・園医であれば，積極的に学校・園に
出かけることが必要であろう．年に２回の定期

健診だけでは，子どもたちの学校での様子は見
えてこないし，多専門職との連携も深まらない
であろう．また学校医・園医は，学校・園の教
職員の健康管理，健康相談にも関わることがで
きれば理想的と思われる．

文献・参考Webサイト

1）		岩田祥吾，谷村聡，岡空輝夫，ほか：学校医は学校へ行こう！	
医歯薬出版，2006．

2）		園医のためのリファレンス　https://www.tokyo.med.or.jp/
download/2017/2701eni.reference.a4.pdf

3）		公益財団法人日本学校保健会のポータルサイト　https://www.
gakkohoken.jp/	
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はじめに　　　　
　
　現在の学校健康診断（以下，学校健診）は平成
21年より施行された学校保健安全法に基づき行
われているが，その歴史は古く，明治11年に健
康保持を目的として導入された西洋体操の効果
判定のための「活力検査」が基となっている．昭
和33年に学校保健法が制定され，児童生徒と職
員各人の健康状態の評価を主目的とした学校健
診に移行すると，感染症対策やう歯対策など，
その内容は時代に合わせて変遷してきた．
　最近では，平成26年４月30日に「学校保健安
全法施行規則の一部を改正する省令」が公布さ
れ，平成28年４月１日より施行された．この改
正のポイントは，①座高・寄生虫卵の有無の検
査が必須項目から削除されたこと，②新たに四

肢の状態が必須項目として追加されたこと，③
保健調査の実施時期を「小学校入学時および必
要と認めるとき」から「小学校，中学校，高等学
校および高等専門学校においては全学年におい
て，幼稚園および大学においては必要と認める
とき」に変更されたこと，④就学時健康診断に
おいて予防接種の欄にHib感染症および肺炎球
菌感染症が追加されたこと，等である．さらに，
平成27年１月21日の改正では，学校において予
防すべき感染症に，中東呼吸器症候群と特定鳥
インフルエンザが追加され，就学時健康診断の
予防接種の欄に水痘が追加された．

総　論
学校医の押さえておくべき健診

女川町地域医療センター 小児科　今野友貴

①  学校健診の内容は時代により変遷している

②  学校健診の主な目的は専門的診断ではなく，学校生活を送るにあたり支障が
ある疾病をスクリーニングし健康状態を把握することと，学校における健康
課題を明らかにし健康教育に役立てることである

③  学校医は健診診察を行うだけでなく，適切な管理指導や学校や専門機関との
密な連携を通して児童生徒の安全で充実した学校生活への支援を行う役割を
担っている

POINT
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学校健診の役割　　　　
　
　平成24年度～25年度に文部科学省において設
置された「今後の健康診断の在り方等に関する
検討会」の中で取りまとめられた意見書による
と，学校健診の役割は大きく２つある．第一に，
家庭における健康観察を踏まえ，学校生活を送
るにあたり支障がある疾病をスクリーニングし
健康状態を把握すること，第二に，学校におけ
る健康課題を明らかにし健康教育に役立てるこ
とである．つまり，学校健診では細かい専門的
診断は求められず，異常の有無や医療の必要性
の判断を行うものと捉えることが適当であると
されている1）．この点を踏まえ，以下に学校健
診の項目とその対応について述べる．

学校健診の項目とその対応　　　　
　
１．保健調査
　保健調査は，学校健診が効率的かつ的確に行
われることをねらいとしているが，同時に，情報
提供を通して保護者の健康意識を高めることに
もつながる．学校では日常の健康観察だけでなく
保健調査票や学校生活管理指導表で子どもの健
康状態を把握し，疾病や課題があれば事前に学校
医等と相談するなどの準備が重要である2）．学校
医は，学校健診の補助資料として保健調査票を
活用し，結核についての問診事項や耳鼻科・眼
科・運動器疾患の自覚症状についても見逃さな
いように留意する．

２．身長，体重，栄養状態
　身長，体重は，学校健診の中で最も基本的な
項目であるが，一度の測定値だけでなく継時的
な変化を考慮して判定することが重要である．
思春期の急激な身長発育は男児では平均10歳過
ぎから，女児は８歳過ぎから始まり，これにや
や遅れて体重の急激な増加が起こるが，いずれ
も個人差が大きい．成長曲線の活用により適正
な成長の確認を行うだけでなく，成人になった
ときに極端な低身長になる可能性がある児童生
徒や，病気が原因の高身長や肥満，やせの早期

発見に努める．また，小児の成長は遺伝的素因
と環境因子（栄養，身体活動，疾病など）の影響
を受け，さらに環境因子は社会情勢や家族との
関係，経済状況などによっても変化するため，
児童生徒の成長や栄養状態を評価することは，
その置かれている環境が適切であるか否かの指
標にもなる3）．
　栄養状態の判定は，肥満度，貧血の有無，皮
膚の状態，四肢の発育状態に着目して行う．肥満
度は｛（実測体重−標準体重）/標準体重}×100で
算出され，５歳以上18歳未満で−20％超から＋
20％未満が正常，＋20％以上＋30％未満を軽度肥
満，＋30％以上＋50％未満を中等度肥満，＋50％
以上を高度肥満，−20％以下をやせ，−30％以下
を高度のやせ，と判定する．肥満度が増加傾向に
もかかわらず身長成長曲線が下向きの場合や，極
端な低身長を伴う肥満では医療機関の受診を勧
める4）．また，顔色不良や眼瞼結膜が白い，爪の
腓薄化などより貧血が疑われる場合，虐待を疑わ
せるような皮膚所見（たばこによる熱傷痕，新旧
混在した外傷痕など）がある場合も医療機関受診
が必要である．

３．運動器検診
　従来，運動器については「脊柱の疾病・異常」

「胸郭の異常」「骨・関節の異常，四肢の状態」の
３項目が明記されていたが，脊柱側彎症や胸郭
変形以外の運動器疾患については十分なチェッ
クがされてこなかった．平成28年度より導入さ
れた運動器検診では，まず家庭での観察で側彎
の有無，腰の曲げ伸ばしによる痛みの有無，上
肢・下肢の動作時の痛みや可動域制限の有無，
片足立ちやしゃがみこみ動作に関して事前調査
を行い，これをもとに学校医が診察し，学業を
行うのに支障があるような疾病や異常が疑われ
る場合は整形外科医による二次検診の対象とす
る．具体的には，①歩行障害の訴えがある場合，
あるいは歩行障害を認めた場合，②動作時痛が
ある場合，③可動域に左右差がある場合，④圧
痛がある場合，⑤１週間，運動やストレッチを
指導しても改善しない場合，等である．運動器
問診票の項目と関連する疾病については表に示
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した．
　運動器検診を行う目的は主に，運動器疾患の
早期発見，過剰な運動負荷による障害の早期発
見，そしていわゆる身体の硬い子の早期発見と
指導である．外遊びをせずパソコンやゲーム時
間が多い，姿勢の悪い児童生徒も増加しており，
こうした子どもたちにストレッチを指導し，け
がや骨折を予防し，将来のロコモティブシンド
ローム予防を行うことが運動器検診の重要な意
義の１つである5）．

４．視力，目の疾病および異常
　学校で視力検査を実施し，その結果と保健調
査票を活用し眼科学校医が診察を行う．視力の
測定は「教室での見え方」が基準で1.0が見えれば
A，0.7が見えればB，0.3が見えればC，0.3が見
えなければDと判定し，A以外は受診勧奨とす
る．視力障害のほかにも，眼位の異常，外眼部
疾患（感染症，アレルギー性結膜炎，コンタク
トレンズ眼障害），色覚異常にも注意を要する6）．
色覚検査に関しては平成15年度より必須項目か
ら削除されていたが，平成26年４月30日，学校
保健安全法施行規則の一部改正に伴う局長通知

（26文科ス第96号）が出され，児童生徒等が色覚
異常を知らずに学校生活や進学・就職時に不利
益を被ることの無いよう保護者等に周知し，希
望者には検査を行うことが求められている．

５．聴力，耳鼻咽頭疾患
　耳鼻咽喉科健診は，疾患の発見だけでなく，

知識や技術の習得を促すために必要な諸感覚の
発達の程度をチェックするという意味で重要で
あり，特に言語発達や精神発達，ひいては社会
性，社会習慣なども考慮に入れながら健診を進
めることが重要である．聴力検査は，オージオ
メータを用い1,000Hz	30dB，ついで4,000Hz	
25dBの音を聞かせ，両方あるいは片方いずれで
も聴取できない者を選び出す．検査の結果，難
聴が疑われた場合は耳鼻咽喉科学校医の指示の
下に再検査を行う．難聴以外の耳鼻咽頭疾患と
しては滲出性中耳炎，慢性中耳炎，慢性鼻炎（ア
レルギー性鼻炎の疑いのあるものは保健調査票
と合わせて判断），鼻中隔弯曲症，副鼻腔炎，
アデノイドの疑い（保健調査票によるいびき，
口呼吸等の訴え等も合わせて判断），扁桃肥大

（Ⅲ度またはそれに近い大きさで，構音や呼吸
および嚥下に障害のあるもの），音声異常や言
語異常〔言語発達遅延，構音障害，リズム障害（吃
音）など〕が挙げられる7）．

６．結核
　結核の集団感染を予防し学校教育を円滑に実
施するため，結核の児童生徒への感染防止と，
感染者および発病者の早期発見・早期治療が重
要である．学校健診においては，問診票等を用
いて①本人の結核罹患歴，②本人の予防投薬歴，
③家族等の結核罹患歴，④高まん延国での居住
歴，⑤自覚症状，健康状態（特に２週間以上の
長引く咳や痰），⑥BCG接種歴，について確認
する．本人の結核罹患歴がある場合，治療終了

運動器問診票 予想される主な疾病

背骨が曲がっている 脊柱側弯症

腰を曲げたりそらしたりすると痛みがある 脊椎分離症

腕や脚を動かすと痛みがある
腕や脚に動きが悪いところがある

（上肢）野球肘，野球肩
（下肢）オスグッド病

片脚立ちが５秒以上できない
しゃがみこみができない ペルテス病，大腿骨頭すべり症，先天性股関節脱臼

表 運動器問診票と予想される疾病

（文献 より作成）

表　運動器問診票と予想される疾病

〔文献4）より作成〕
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後約２年間の経過観察中は保健所の管理下にあ
るため，学校での結核検診における精密検査の
対象とする必要性はないが，何らかの理由で管
理から外れている場合は，保健所に連絡を取る
ように指導する．また，咳・痰などの再発を疑
う症状が出現した場合には，早期に医療機関を
受診するよう指導する．本人の予防投薬歴があ
る場合，また家族等の結核罹患歴がある場合も
上記同様の対応とする．６ヵ月以上の高まん延
国での居住歴のある児童生徒等は入学時または
転入時の１回，精密検査の対象とする．２週間
以上長引く咳や痰の症状があって，その原因と
して結核が否定できない場合には，なるべく速
やかに医療機関を受診するよう指導する．平成
24年度以降に就学する児童は，BCGの直接接種
が導入された後に出生している者であるため，
未接種児であっても精密検査の対象とする必要
はないが，学校内で感染性の患者が発生した時
に迅速な対応を必要とする場合があり，事前に
情報を得ておく必要がある8）．

７．心臓
　学校心臓検診の目的は，心疾患の発見や早期
診断，心臓突然死の予防だけでなく，心疾患を
持つ児童生徒に日常生活の適切な指導を行い，
生涯を通じてできるだけ健康な生活を送ること
ができるように援助することである9）．ただし
一次検診はあくまでスクリーニングであり，心
疾患を可能な限りもれなく発見することと，心
疾患のある児童生徒が適正に管理されているか
確認することが目的となる．一次検診では心臓
検診調査票，学校医診察，安静時心電図（小中
高各１年生全員対象）が行われ，その結果，精
密検査が必要となった児童生徒に２次以降の精
密検査が実施される．現在では，先天性心疾患
のほとんどが小学校入学前に発見され治療・管
理されるようになってきた．その一方で，不整
脈など心疾患術後の問題を抱える児童生徒も増
加傾向にあり，心臓検診調査票を用いて先天性
心疾患や川崎病既往のある児童生徒の正確で詳
細な病歴把握をしておくことが，日常生活管理
の上で重要である．その際は，循環器疾患に関

連の深い自覚症状や，近親者の若年期突然死の
有無についての情報も非常に重要である．学校
医による診察は胸郭変形や手術創の有無，気に
なる心雑音や心音などを中心に総合的に行う．
心房中隔欠損などの先天性心疾患が検診で発見
されることもあり，無害性心雑音と有意な心雑
音との鑑別，トータルケアとしての児童生徒の
健康状態を把握することに努める．心疾患があ
るにもかかわらず転居などでフォローアップが
行われていない場合も要精密検査とし医療機関
への受診を勧める．安静時心電図検査は地域差
があるが，致死性不整脈や心筋疾患の正しいス
クリーニングのため12誘導心電図が望ましく，
また小学校４年生でも行うことが望ましい10）．
心電図所見の判定は，小児の心電図読影に慣れ
た医師が行い，自動解析の場合でもQT延長や
WPW症候群の見逃しを防ぐため医師による再
読影が必要である．

８．尿
　学校検尿の目的は，腎疾患の早期発見・早期
治療である．学校検尿で発見され，治療を必要
とする疾患の多くは慢性腎炎で，中でもIgA腎症
の頻度が多い．海外に比して日本では慢性腎炎
による腎不全患者が少ないことは，学校検尿に
よる早期発見・早期治療の成果と考えられる11）．
一次検尿では尿蛋白１+	以上かつ／または尿潜
血１+	以上を異常とし，二次検尿でも同様の所
見である場合，精密検診へ進む．年長児では体
位性蛋白尿が多いため，必ず早朝尿を取るように
させ，女子では月経血が混じらないように日程を
考慮する．なお，一次・二次検尿ともに，尿蛋白
３+	の場合は緊急受診の対象となる．精密検診は
慢性腎不全に進行する可能性のある腎炎患者の
抽出と，軽微な尿所見のみの子どもの適切な管理
基準の決定を目的とし，暫定診断のもと管理指導
表が作成されフォローアップされる．
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おわりに　　　　
　
　健康診断結果による受療勧奨や事後措置が法
律で義務化されているのは学校健診のみであ
る．学校健診の事後措置は，必要に応じて専門
的検査や予防処置，経過観察等を指示すること
に留まらず，学校生活管理指導表などに基づい
た生活規正，環境衛生などの保健管理，集団・
個別の保健指導など，多岐にわたる12）．学校医は，
学校健診を通して児童生徒の健康状態を把握
し，その安全で充実した学校生活の実現のため
に保護者，学校，各関連機関と連携して支援す
ることが求められている．
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学校保健委員会とは　　　　
　
　学校保健委員会は，昭和33年に学校保健法の
施行に伴い文部省より各学校に設置が指示され
ました．その後しばらくはあまり普及せず，平
成20年に「子どもの心身の健康を守り，安全・
安心を確保するために学校全体としての取組を
進めるための方策」として，学校保健委員会の
設置の促進，運営の強化が提言され，設置率は
上昇してきました．
　平成29年度の学校保健委員会設置率をみる
と，全国47都道府県のうち41都道府県で小中高
における学校保健委員会の設置率が95％以上と
なっています．一方で高知県では６割（小学：
53.4％，中学：61.3％，高校：58.1％），山梨県で
７割（小学：72.5％，中学：47.6％，高校：92.3％），
と設置率が極端に低い県もあります．
　国は地域格差の是正を図るため，先進的な取
り組みを進めている地域の実践事例を記載した

啓発資料を作成したり，研修会を実施するなど
の方策を行い，設置の推進と質の向上に取り
組んでいます．

学校保健委員会の位置付け　　　　
　
　近年子どもの健康課題は，肥満・生活習慣病，
アレルギーからいじめ・不登校などのメンタル
ヘルス，運動習慣の二極化，スマホ・ゲーム依
存など多岐に渡ります．個人や家庭では解決で
きない場合が多く，「子どもの心身の健康増進」
のために家庭・地域と学校，医療が連携して取
り組むことは大変重要です．
　図１は日本医師会学校保健委員会による「児
童生徒等の健康支援の仕組み」の概略図です1）．
図の中では，大きく医療と教育の２本の柱（縦
方向）を，都道府県から家庭レベルまでの連携
システム（横方向）により，情報を共有したり問
題を提起できる構図となっています．その中で

総　論
学校保健委員会を通して

子どもの健康を守る

公立久米島病院 小児科　渡邉　幸

①  学校保健委員会は学校・医療・地域の重要な結び目

②  学校医は積極的に学校に出向いて，日頃から学校や地域の健康課題を共有し
よう

③  子どもの健康課題対策に地域の力を借りられるよう，地域学校保健委員会を
活用しよう

POINT
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学校保健委員会は，教育と医療をつなぐだけで
なく，問題を地域・市町村に提起したり，計画
実行を促したりと，縦にも横にも重要な役割を
担っているといえます．

学校保健委員会の持ち方　　　　
　
　学校保健委員会は，「学校保健計画に位置付
け，当面の健康課題解決のために，見通しを持っ
て年間計画を立てる」ということになっていま
すが，実態調査の結果3）を見ると学校によって
かなり差がある現状が見えてきます．

１．開催回数
　学校保健委員会マニュアル2）では毎学期１～
２回，つまり年５～６回の開催が推奨されてい
ます．児童生徒の心身の問題が深刻化していく
なか，それらの問題解決をしていくためにはこ
のくらいの回数は必要だと思われますが，多忙
を極める学校業務の中で学校保健委員会にここ
までのエネルギーをさける学校は多くないよう
です．平成28年度のアンケート調査3）を見ると，
小中高全体で「年３回以上」開催している学校は
１～２割です．そして半分以上の学校が「年１
回」の開催となっており，学校保健委員会が学

1 33-8 特集 渡邊先⽣ 
 
図１ 児童生徒等の健康支援の仕組み 

 

 
図１　 児童生徒等の健康支援の仕組み
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校や地域ごとに大きく差があることがここにも
見て取れます．

２．組織構成
　学校保健委員会の構成員は校長，関係教職員
を始め保護者や学校医などの専門職，児童生徒
など地域の実情に応じて決められています（図
２）．しかし固定的，画一的に捉えるのではなく，
学校が直面している健康課題の解決のために役
立つ機能的な組織となるよう，その年度の方針
に即して弾力的なものにすることが大切とされ
ています4）．
　積極的に健康づくりの主体である児童生徒や
保護者を構成メンバーに加えることが進められ
ていますが，児童生徒を構成員としている学校
は３割程度で，保護者が構成員となっている学
校も７割にとどまっています．

３．会の形式
　会議室や図書室等で会議形式にて行う場合が
多いですが，講演会や体験型の勉強会形式にし
たり，児童生徒を入れてグループワーク形式で
行ったりすると会が活性化するという結果が出
ています．先の調査では５割の学校が「課題や
進め方がマンネリ化している」という課題を挙
げており，このような会の形式にも工夫が必要
であると思われます．

４．開催時間
　開催時間の設定は重要で，会の目的に沿って

より多くの構成員が参加できるように工夫がさ
れなければいけません．それがないと必要な構
成員が参加できず，会の意義が乏しくなる要因
となります．多くは「午後の授業時間」または「放
課後」に開催されるようですが，学校医がなか
なか参加できないという場合には，学校医が参
加できる日程や時間帯で調整してもらえるよ
う，養護教諭と事前に相談しておくことも有効
でしょう．

学校保健委員会と学校医の役割　　
　
１．健康課題を見つける
　学校保健委員会で議題となる健康課題には主
に以下のようなものが挙げられます．
・生活リズム・生活習慣病
・歯と口の健康
・流行性疾患の予防・対応
・メンタルヘルス
・アレルギー関連
・体力向上
・性について
⑴ 事前に課題を取り上げて提示する
　学校医が日頃から養護教諭等と連携を取り，
その学校における健康課題について話題にした
り問題を共有できている場合には，議題をより
具体的かつ専門的な観点から取り上げることが
できます．
⑵ 学校保健委員会の中で課題を抽出する
　複数回学校保健委員会が開催されている場

2 33-8 特集 渡邊先⽣ 
 
図２ 学校保健委員会 

 

 

 

図３ 地域学校保健委員会 

 

 

図２　学校保健委員会



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019

特 集

624（28）

合には，初回の時に健康課題を抽出することもで
きます．養護教諭等が内科健診の結果や児童生
徒の生活状況の実態等を提示し，教職や保護者，
専門職などそれぞれの立場から意見を出し合っ
て，学校で取り組んでいくべき課題を決定します．

２．健康課題解決に向けた取り組みへの支援
　健康課題解決のためのさまざまな方法があり
ますが，学校医は専門的な立場からその支援を
行うことができます．例えば，喫煙の害に関す
る保護者への講演会や，生活習慣病予防につい
ての児童生徒に対する健康授業，アレルギーに
関する職員への勉強会などが挙げられます．近
年では多様化する子供の健康問題に対して，専
門医を派遣する事業も展開されており，精神科
や産婦人科の医師による健康相談や啓発活動が
行われている自治体もあります1）．

３．取り組みの結果と評価
　学校保健委員会が複数回行われている場合に
は，後半の会の中で取り組みの結果や次年度に
残る課題などについての話し合いがなされるこ
とと思います．また実際には課題は複数年にわ
たって取り組んでいくことになるため，行った
ことの評価を反映させ，年々取り組みの質を向
上させていくことが大切です．学校医はそのよ
うな視点を持って，委員会の中で積極的に意見
を述べることが求められます．

地域学校保健委員会　　　　
　
　地域学校保健委員会というものをご存知で
しょうか．これは一定地域内（主に中学校区を
想定）の幼稚園，小・中・高校，特殊教育学校
の各学校保健委員会が連携して，地域の子ども
たちの健康問題の解決や健康づくりの推進に関

して協議を行うために設置されるものです．
　その地域の学校保健に関する情報や問題を収
集して分析したり，関係機関との連携強化を行
うことを目的としています．また，各学校の学
校保健委員会の活動を知ることで互いに活性化
したり，多くの関係機関との連携が拡大するこ
となどが期待されます．
　参加するのは，各学校の学校保健委員会の構
成員に加えて，教育委員会の担当者，保健所の
担当者，町内会長，婦人会・青年会・老人会，
商工会や地域内の関係団体の代表者など多岐に
わたります（図３4））．
　活動内容としては，各学校で情報を共有して
地域の子どもたちの健康問題を把握するととも
に，講演会や研修により会員の資質向上や地域
の啓発活動を行い，活動の様子を広報してさら
に地域に発信していきます．さらに，行政機関
も参加するため地域活動への援助や，地域保健
活動の推進を図ることができます．
　学校医はこの中で専門的立場からのアドバイ
スを行ったり，研修や講演会の講師を担ったり
します．地域の子どもたちの健康課題について，
地域の中心的役割を担う人々に直接伝えること
ができ，地域の方々に子どもの心身の健康を守
るためのさまざまな取り組みに協力してもらう
ことができる，非常に貴重な機会になります．
　しかし，残念ながらこの地域学校保健委員会
はまだまだ普及されておらず，平成26年度に地
域学校保健委員会を開催していた小中学校は全
国でわずか12％でした3）	．開催しない理由は「学
校保健委員会を行っているので必要性がなかっ
た」「小規模校なので必要なかった」などが多く，
本来の地域学校保健委員会の目的や効果が理解
されていないため，もっと学校医からも地域学
校保健委員会について発信していく必要がある
かもしれません．
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活動例：学校保健委員会を通して
地域の健康づくりを進める　　　　
　
　最後に，久米島町で学校保健委員会を通して
小児肥満対策に取り組んだ例を紹介させていた
だきます．
　久米島町は人口約7,500人の沖縄県で５番目に
大きな島です．豊かな自然と綺麗な海に囲まれ
た島ですが，成人の肥満・生活習慣病者が多く，
小児肥満傾向児が全国の2.5倍と高いことなどが
問題となっています．
　平成21年より役場福祉課の取り組みで小学５
年生から高校生までのほぼ全児童生徒に毎年子
ども健診（身体測定，体組成，腹囲・血圧，血
液検査）が始まり，平成24年より学校・福祉・
医療で連携して子どもの健康づくりに取り組む
ための「久米島こども健康プロジェクト」が立ち
上がりました．健診結果と並行して生活アン
ケート調査を行い，健康授業，健康講話，健康
相談も積極的に行いました．
　久米島には小学校が６校，中学校が２校，高
校が１校ありますが，全ての学校で学校保健委
員会は年２～３回，地域学校保健委員会も適時
開催されていたため，活動を進めるにあたり非
常に大きな役割を果たしました．
　学校保健委員会では，各学校における肥満傾
向児の出現率や，検査異常者，小児メタボリッ
クシンドロームの割合を県や他の地域のデータ
と並べて視覚的に示すとともに，小児肥満・生
活習慣病についての講話も適時行い，まずは学
校職員や保護者に問題意識を持ってもらうよう
にしました．また学校ごとに課題と対策案を具
体化し，運動習慣／生活リズム／朝食などのう
ち，どの点からアプローチを進めるかなどにつ
いても話し合いました．具体的には，「徒歩登校
を推進する」「朝の縄跳びタイムの推進」「給食お
かわりのルール決め」「食育を重点的に進める」
などが取り組み案となっていました．
　第２回目の学校保健委員会は健康授業を保護
者も一緒に受けてもらったり，保護者向けの健
康講話にしたりと保護者に直接問題意識を持っ
てもらう，参加型の機会を作るよう工夫しまし

た．そして第３回学校保健委員会では，年間を
通した取り組みの評価や問題点，次年度に向け
て課題提示などを行いました．
　また，数年ごとに活動の経過をまとめて各地
区の地域学校保健委員会で報告しました．子ど
もの肥満・生活習慣病リスク・生活リズムの現
状等について伝え，子どもの肥満の問題点など
についての講話も行いました．久米島では祖父
母や地域の高齢者の方々が子育てに協力してく
れる良い雰囲気が残っているものの，高齢者ほ
ど子どもに対して「沢山食べ」させ，「子どもは少
しくらい太っている方がいい」と考える傾向が
あり，外来でもこの点が大きな要因となってい
る子どもをよく見かけます．地域学校保健委員
会を行った後，「孫にいつもお菓子あげてたけ
ど，いかんかったね」「子どもが太ってるのはだ
めなんだ」などの感想があり，自分たちの地区
の子どもたちの健康状態を示されることで，よ
り自分事として問題意識を持ってもらえるよう
に思いました．
　今後の課題としては，徒歩登校推進のための
スクールゾーンの整備や，放課後子ども教室の
充実など行政や地域の協力を得て子どもたちの
健康を推進できる環境整備を進めていくことで
す．また，久米島では学校保健委員会に児童や
生徒を参加させることが全くないため，開催時
間等を工夫して積極的に児童生徒を参加させ
て，自ら考えて取り組ませるような活動をもっ
と増やしていく必要があると感じています．
　小児肥満は地域差があり，大都市よりも地方
都市，さらにへき地にいくほど小児肥満の割合
が高いことが分かっています．肥満の背景には
車社会による絶対的な運動量不足，共働き家庭
が多く夜型生活になりやすい，少子化や遊びの
変化などがあり，個人の力のみで解決するのは
なかなか困難です．学校保健委員会は小児肥満
への地域の問題意識を高め，学校・家庭・医療
を中心とした地域全体での小児肥満対策づくり
の良いきっかけになるでしょう．
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まとめ　　　　
　
　学校保健委員会は，地域の子どもの健康課題
に包括的にアプローチしていく土台となるとて
も貴重な場です．近年のさまざまな子どもの心
身の問題は個人の力だけで解決できないことが
多く，学校保健委員会や地域学校保健委員会を
有効活用し，学校や地域全体で課題解決に取り
組んでいくことが求められています．
　学校医の先生方の中には，多忙な中時間を調
整して参加したのに会の中身が「薄かった」「毎
回同じ」などがっかりされた経験がある方もい
るかもしれません．前述のとおり，学校や地域
ごとに学校保健委員会の持ち方や質に差が生じ
ている現状があり，ぜひそのような場合は担当

の養護教諭または保健主事とコミュニケー
ションを図り，活性化につなげてもらえたらと
思います．
　学校保健委員会・地域学校保健委員会を通し
て地域の子どもたちを取り囲む生活環境がより
良いものになっていくことを願います．

参考資料

1）		平成28年３月「学校保健委員会答申」日本医師会学校保健委員会
作成．

2）		平成12年２月「学校保健委員会マニュアル」公益財団法人日本学
校保健会．

3）		平成27年度「学校保健委員会に関する調査」報告書．公益財団法
人日本学校保健会．

4）	平成22年３月「保健主事のための実務ハンドブック」文部科学省．
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はじめに　　　　
　
　私が平成12年に当診療所に赴任して今年で20
年目になる．以前，私が診察をした子らが自分
の子を予防接種などに連れてくると，「大人に
なったなぁ」と笑って声をかけながら診察が始
まる．そんな関係性が今でも続いていることが
とても嬉しい．
　私自身，小児科医として充実感を感じるとき
は，大きく二つあると思っている．一つは，病
気になった児が，病を克服し元気になった時．
そしてもう一つは，かかりつけなどで普段診て
いる児の診療所以外での様子を知った時であ
る．特に，児が成長していく様子を保護者の方
や学校の先生と共有することは嬉しく，また微
笑ましくも感じる．
　今回，「学校とともに地域の子どもたちを支え
る」が本特集のテーマであるが，地域の中で子
どもが育つとはどのようなことだろうか？	市井

の子育てや発達の書籍には，身体，運動あるい
は言語の各発達段階でのチェックポイントなら
びに保護者をはじめとする大人の対応を記して
あるものが多い．しかし，そのほとんどが乳幼
児期から小学校入学までの段階のことであり，
学童期の発達に関することは多くはない．とい
うのも，学童期は一人一人の「発達」というより
も性格の個人差が大きく現れてくる時期である
と同時に，周囲の環境によって大きく変化する
ため，一律にまとめることが困難である．しか
し，子どもに関わる上で，この時期の子の発達
を理解することが，重要であることは間違いな
い．学童期は，生活面での発達，特に社会性が
大きく変化するとともに，自我が形成される時
期である．この時期に大切なことは，自ら学ん
だ知識や子ども同士の交流などで積み上げた体
験をもとに，「手本となる大人」のようにふるま
う感性を培う，あるいは「周囲の大人」を参考に
しながら善悪の判断をするといった態度を育成

各論：地域での取り組み
永源寺地域での取り組み

－医師として，地域住民の一人として－

東近江市永源寺診療所 所長　花戸貴司

①  学童期の発達には，社会性の獲得，自我の形成があることを理解する

②  学校医として子どもたちと関わるためには，学校長や養護教諭との連絡・調
整が必要である

③ あなたも職業人として以外にも，一人の大人としてできることがある

POINT
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させること，そして，そのような心の発達を礎
にして自己と他者の関係性の中で自身の立場，
役割，居場所を見出すようになることである．
つまり，乳幼児期のように月齢を重ねるだけで
自然に獲得していく発達と違い，学童期は，周
囲との関係性の中で成長する方向性を自らが見
出す時期なのである．また，それは両親や兄弟
といった家族だけを参考にするのではなく，地
域社会の中にいる身近な大人や高齢者，障がい
を抱えた人たちといった家族以外の人々との共
生体験，あるいは「人のために行動する」「任さ
れた役割を果たす」といった経済的指標のみで
はない多様な価値観を心の拠りどころとする行
動を経験し学ぶことである．言わずもがなであ
るが，決して実体験のないネットだけでの交流
や情報だけで身につくようなものではない．
　つまり，地域での子育ては手本となる大人の
姿を子どもに見せることそのものであると私は
考えている．それは職業人としての姿であるか
もしれないし，地域住民である一個人としての
姿であるかもしれない．今回，私が述べる「永
源寺地域での取り組み	−医師として，地域住民
の一人として−」というタイトルにはこのよう
な思いが込められていることを念頭に読んでい
ただければ幸いである．

永源寺地域での活動　　　　
　
　私が学校医をしている東近江市立山上小学校
では，通常の内科健診以外に各学年１時間ずつ
授業の時間をいただいている．これは「いのち
の授業」と題して，内科健診が行われる時期に
花戸が各学年に応じた内容を話すものである．
１，２年生の低学年には聴診器を10本ほど持参
し，お互いの胸の音を聴いてもらう．すると

「おー，ドクドクいってる」「聞こえた！」などと
言いながら，子どもたちは楽しそうに聴診器を
触り続ける．そして私からは「君たちの心臓は，
君たちが生まれた時から……ではなく，君たち
が生まれる前，お母さんのお腹の中にいる時か
ら今まで一度も止まったことのない心臓なん
だ．もし，止まってしまうと，二度ととりかえ

すことのできない一人に一つしかない大切な心
臓なんだ．」などという話をして，命の存在，大
切さというものを感じてもらっている（写真
１）．
　３，４年生には，タバコの話，スマホなどメ
ディアとの接触，睡眠の話など，生活習慣の話
を行っている．特にタバコの話は，家庭でタバ
コを吸っている大人たちに禁煙を勧めるよう子
どもたちに話をしている（写真２）．
　高学年には，AEDを使った心肺蘇生法の話を
している．ここでは正しいBLS（Basic	Life	
Support）についての指導というよりは，AEDの
存在を知ってもらうこと，そして胸骨圧迫の方
法を指導することを通して，君たちにも救える
命があるということを話している．そして，

「困っている人を見かけたら，知らないふりを
せずに近くにいる大人と一緒に自分たちにもで
きることがあることを考えよう」といったメッ
セージを届けている（写真３）．
　これ以外にも，６年生にはがん教育，医師と
いう職業を伝えるキャリア教育の授業の時間も
いただいている．このような私が行う授業の時

写真１　互いの心臓の音を聴く低学年の児童

写真２　中学生の児童には生活習慣の話
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間は，年度当初から学校の年間計画に組み込ん
でもらっている．多くの学校の年間計画は前年
度の１月ごろまでに決定されることが多いの
で，それまでに学校長，養護教諭らと話し合っ
て日程調整をしておくことが必要である．
　また，医師の立場としてではなく地域住民の
立場として，週１回，小学校の朝読書の時間に
絵本の読みかたりボランティアにも参加してい
る．毎週この日だけは朝の診療開始時間を30分
遅くしているが，特に困ったことはない（写真
４）．
　これ以外にも少年野球チーム「永源寺リトル
スターズ」のチームドクターも（写真５）．
　また，当地域は積雪量の多い地域であるが，
冬は診療所の駐車場だけではなく，子どもたち
のためにと思い，通学路も除雪する．しかし，
子どもは雪があるところにはすぐ入りたくなる
もので，せっかく除雪をしてあっても，雪遊び
に夢中である（写真６）．
　これ以外にも，子ども会，子育てボランティ
ア活動など，学校のみならず地域の中で子ども
たちと関わる機会を積極的に増やすように心が

けている．このように，現場に出て子どもたち
と関われることを，自分自身が楽しんでいるよ
うに思う．

支援が必要だった女性のこと　　　
　
　一人の女性を紹介する．
　症例：23歳，女性（Sさん）
　主訴：微熱が続く．
　小学生の頃からコミュニケーションが難しく
発達支援を受けていたが，高校，短期大学を卒
業した．しかし，卒業後も就職はできず，近く
のコンビニでアルバイトをすることになった．
就職活動も継続しているが，自分にあったとこ
ろがなかなか見当たらず，焦りもある様子．コン
ビニは機械的な作業が多く，人と対話をする必

写真３　AEDを使った心肺蘇生の授業 写真５　 チームドクターをしている少年野球
チーム

写真４　絵本のよみかたり（撮影：國森康弘氏）

写真６　 除雪をしても子どもたちは雪遊びを
しながら登校
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要がないので自分に合っていると思う一方，勤
務を頼まれると断りづらいこともあり，ついつ
い長時間勤務となっているとのこと．
　最近，不眠や肩こりが辛く，そして微熱も続
くため診療所を受診した．診察室で話を聞いて
いると，「夜も寝られない」「やる気が起こらな
い」「仕事の能率が悪く，自己嫌悪となり死にた
いと思ったこともある（でも，今はない）」……．
しばし外来でSさんの話をじっくり聴くことに
した．その後，幼い頃からSさんに関わってい
る発達支援センターに連絡を取ると，社会人と
なった今も関わっているとのこと．今は市役所
とともに就労支援にも関わっているが，Sさん
自身が就労の目標設定を能力以上のことを希望
しているため，世の中で「働くこと」がとても難
しいと感じられる様子も伺った．私は，Sさん
が学校を卒業してから一時関わりが薄れていた
が，再び以前と同じように支援する人がつなが
ることができた．診察後，Sさんに病状を伝え「心
療内科などに行くか，私のところに通うか，ど
うする？」と尋ねると，「ここの外来に通います」
と．結果，小学校時代と同じように発達支援セン
ターとともにSさんに関わることになった．
　その後は，コンビニのアルバイトを制限する
などアドバイスし，Sさんの症状は落ち着くよ
うになった．そして１年後，ふとしたことから
Sさんは当診療所で働くことになった．専門職
でもなく，人と接するのが苦手な性格なので，
主に裏方での仕事を任せている．診療所で働く
ことが決まった時，近所のおばちゃんがとても
喜んでくれ，「挨拶だけはちゃんとするのよ」っ
て教えてもらったと，嬉しそうに話してくれた．

働き始めてからも看護師から「Sさん，お願いし
ま～す」って声をかけられると，はにかみなが
ら小走りに動いてくれている．誰の目にも働く
ことがとても楽しそうだ．
　実は就職時の履歴書に自分の特性のこともき
ちんと書いてくれていたので，診療所のスタフ
とも共有している（写真７）．

おわりに　　　　
　
　人が育つ過程の中で
・	自らの個性や適性を知り，自分にあった役割・

居場所を見つける．
・	ストレスに直面した時，相談できる人が近く

にいる．
　といったことが必要となる場面がある．Sさん
の場合，上記のようなことが他の人よりも獲得
が少し遅かったかもしれないが，地域の多くの
人のおかげで着実に成長しているように感じた．
　私は，人が自立するということは，より多く
の依存先を見つけていくことだと思っている．
それは子どもが大人になる過程だけではなく，
我々大人が高齢になり介護が必要になる時にも
必要な作業かもしれない．我々大人が，地域の
子どもたちと関わりその成長を見届けること．
それは，子どもが健やかに成長するのと同様に，
我々大人も豊かに老いていくことにほかならな
いことだと思う．そのような積み重ねが人そし
て地域コミュニティの財産となり，将来，我々
が年を取っても安心して暮らし続けられる地域
になるのだろうと信じている．
　読者の皆さんにも，いろいろな立場で地域で
できることがあるはずである．本稿で紹介した
ことの中に，なにか一つでも参考になることが
あれば幸いである．

参考文献

1）		ご飯が食べられなくなったらどうしますか　永源寺の地域まる
ごとケア．文	花戸貴司，写真	國森康弘，農山漁村文化協会，
2015．

2）		國森康弘：いのちつぐ「みとりびと」	第１集（全４巻），第２集（全
４巻）．農山漁村文化協会．

3）	花戸貴司：最期も笑顔で．朝日新聞出版，2018．

写真７　 自分の特性，苦手なところも履歴書に書いて
くれた
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プロローグ　　　　
　
　「いのち」ってどこにある？
　あたまかな？	しんぞうかな？	からだかな？

　「いのち」ってだれのもの？
　ぼくのもの？	わたしのもの？

はじめに　　　　
　　
　新聞やテレビでは連日，いじめや自殺のこと
が報道されている．虐待は増加の一途をたどっ
ている．なぜ，人はこんなに安易に「いのち」を
傷つけてしまうのだろう．子どもたちは，「いの
ち」に向き合ったことがあるのだろうか．
　私は，子どもたちと「いのち」について語り合
いたいと思った．そのため，「いのちの授業」を
行っている．その取り組みを紹介したい1）．

いのちの授業の方法　　　　
　
　「いのちの授業」をどのように進めたらいいの
か．私は，以前から「いのちの授業」を行い「い
のち」の大切さを伝える活動をしている当時東
北大学小児科（現	あおぞら診療所ほっこり仙台
院長）の田中総一郎先生に相談し，「いのちの授
業」の方法を次のようにした．
１．	自分が生まれたときのことを家族１名から

インタビューする．
２．インタビューの内容を作文にまとめる．
３．	「いのちの授業」で作文を紹介する．
４．	障害児の紹介および体験をして障害につい

て考える．
５．授業の感想を書く．
６．授業終了後，作文を家族に渡す．

各論：地域での取り組み
奇跡がくれた宝物

－いのちの授業－

島田療育センターはちおうじ 所長　小沢　浩

①  いじめ，自殺，虐待が止まらない

② 自分が生まれたときのことを調べてもらい，「いのち」に向き合ってみた

③ 「障害」という個性を知り，「いのち」に向き合ってみた

④ 「幸せのかたち」はすべての人が作れる

⑤ 「いのちの授業」を行い，地域の子どもたちを支えよう

POINT
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作文の紹介　　　　
　
　初めての「いのちの授業」は，私の母校である，
伊豆市天城中学校で行った．
　子どもたちは，インタビューしたことにより，
自分が知らなかった一面を知ることができ，驚
きを隠せなかったことが作文から見てとれた．
　その作文を紹介する．
●上の姉が「妹がほしい」とのお願い事で兄とは
14歳，姉とは11歳離れて，無事女の子として生
まれてきました．夏休み中だったのでずっと私
から離れずに，私の様子を育児日記として記録
に残してくれました．何時に起きて何時にどの
くらいの量のミルクを飲んだのか，何時に寝た
とか細かく書いてありました．
　母から聞いた話の中で笑ってしまったことが
ありました．母が私のおしめを変えているとき
に，私は母の手の中にうんちをしてしまったら
しいのですが，兄がそれを見ていて，「おしめを
取って開放されて気持ち良かったんだよな～．
うんちはきたなくないから大丈夫だよ」とあわ
てている母を横目に，私の顔をなでてくれてい
たそうです．私が笑えばみんなが笑う，私が泣
けばみんなが抱っこしてくれる．そんな楽しく
幸せな毎日だったそうです．（１年女子）
●出産は，すごい痛いものでしたが，ぼくが産
まれてきた時には喜びに変わり本当に嬉しくて
涙が出たそうです．そんなふうに思われて生ま
れてきてぼくは，本当に幸せだなと思いました．
そう思われて生まれてきたぼくは，何事にもく
じけずに心をつよくして勉強をがんばってしゅ
うしょくし親に恩がえししたいです．親をほこ
りに思い生きていきたいです．（１年男子）
●・	お母さんは感動して分娩台の上で大泣きし

てしまった．
　・	お父さんは「お母さんは入院するから家に

帰ってお待ちください」と看護師さんに言わ
れたので家に帰り，ねむれないのでコーヒー
をのみながらわたしの名前を考えてくれた．

　（２年女子）
●お母さんにその話を聞いていた時に涙をうか
べていたのを見て，とてもぼくを大切にしてく

れたんだなと思いました．
　お母さんはよく怒るから苦手なんだけど，
そんなお母さんが大好きです．（１年男子）
●お母さんはぼくについてのことをたくさん話
してくれました．長男できょうだいの中で一番
最初に産まれたから，よっぽどうれしかったと
いっていました．
　ひごろぼくは，そんなお母さんの経験を何に
も知らず「ババア」とか「早くしろよ」とかたく
さんの悪口を毎日いっているから，たまにはお
母さんに対しての言葉づかいやたいどなどを
しっかりして，少しでも産んでくれたお母さん
のためにも何かやってあげたいなと思いまし
た．（２年男子）
●私が生まれてすぐ，父はへその緒を切る時に

「これ切ったら痛くない？大丈夫？」ととても心
配しながら切ったそうです．わたしが顔を真っ
赤にして産まれてきた時も，父は「なんで赤い
の？	大丈夫？	これって血なの？	タオルもって
こようか？」と大丈夫と言っているのにずっと
オドオドしてたみたいです．
　とてもういういしいなあと思いました．（３年
女子）
●２人目の赤ちゃんを望んでいたお母さんは病
気でお医者さんに無理だと言われていました．
東京の病院に通いやっと授かった赤ちゃんが紗
矢香です．出産までもトラブルの連続でした．
妊娠10ヵ月の時に腎炎になり，高熱で入院，お
腹の子は大丈夫か不安で，どうかお腹の子は助
けて下さいと祈り続けました．出産のときには，
破水してしまい，無事に生まれるか本当に心配
しました．いろいろなことを乗り越えての出産
だったので，本当に無事に生まれてくれてあり
がとうと心の底から感謝しました．
　産婦人科の先生が，妊娠して無事出産するの
があたり前のように思われがちだが，無事に生
まれてくるというのは，それは奇跡なんだと話
してくださいました．だから，あなたたちが生
きているということは，たくさんの奇跡が与え
てくれたかけがえのない宝物なのです．その尊
い命を大切にしてください．（３年女子）
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授業で伝えたメッセージ　　　　
　
　インタビューを紹介した後，私は次のメッ
セージを生徒に紹介した．

・	発展途上国では妊娠や出産が原因で毎日1,000
人以上の母親の命が失われている．

・	アメリカでは，10代の少女の６人に１人が妊
娠している．（2012年１月７日「世界一受けた
い授業」より）

・	「産まれてくれてありがとう」ここにいるみん
なの家族の思いである．

・	「生んでくれて，育ててくれてありがとう」こ
こにいるみんなの思いである．

・命は自分だけのものではない．
・みんな，愛される存在である．

障害とは？　　　　
　
　作文を読むと，「元気でよかった」「五体満足で
よかった」という感想が多かった．
　そこで，私は，あるエピソードを紹介した．

６本のろうそく
　A君は，脳性麻痺の男の子．生まれたときに，
新生児仮死で脳に酸素が十分送られなかったこ
とによって寝たきりの状態になった．でも，よ
くまわりのことを分かっていて絵本が好きで物
語や人の笑い声でよく笑ってくれる．
　A君のお父さんは救急隊員．私が小児病院で
当直をしていたときに，よく救急車で子どもた
ちを連れてきてくれた．救急隊として仕事で来
たときは，いつも「先生，夜中まで大変だね！」

「そっちこそ，ご苦労さま」などとよく話してい
た，子どもたちを守るいわば仲間であった．
　ある日のことであった，「なんか，俺，やる気
が出ない，変なんだ！！」と言い出した．心配
なのでお母さんは病院に連れて行った．そこで
診察した医者は，「うつ病ですね」と一言．納得
いかないまま，自宅に帰った．
　しかし，その夜，痙攣発作を起こし，救急車
で集中治療室に運ばれた．そして，そのまま人

工呼吸器管理になった．診断はウイルス感染に
よる急性脳症であった．そんな状態であること
を，A君の友人のママたちが教えてくれた．
　しばらくしてA君のお母さんが「先生，話があ
るの」と私のところにやってきた．うつむいて
憔悴しきった表情であった．
　私は一番奥の診察室にお母さんとA君を連れ
て行った．「なんで私ばっかりこんな不幸な目に
合わなきゃなんないのよ！」バタンとドアが閉
まると同時に，お母さんはそう叫んで泣き崩れ
た．泣き声だけが部屋に響く．かけてあげる言
葉が私には何も浮かばない．時間だけが過ぎて
いく．
　その時であった．ふとみるとA君が笑ってい
た．私はその笑顔に救われた．
　「A君が笑っているね」その一言だけ私は発し
た．
　「そうね，Aが笑っている．Aに笑われている．
私が頑張らなきゃ．」そう言ってお母さんは涙を
ふいた．以来お母さんは泣かなかった．涙を見
せなかった．
　１年の月日が過ぎ，お父さんは亡くなった．
葬式のときA君は島田療育センターに緊急一時
入所をした．葬儀が終わるとお母さんはすぐに
A君を迎えに来た．病棟のスタッフは「大変だか
らまだ預かるわよ」と言ったが，お母さんは「い
や，大丈夫です」と言って，すぐに連れて帰った．
私はそのやりとりを病棟で何も言わずに聞いて
いた．私にはお母さんの気持ちが分かる気がし
た．お母さんにとって，あの時はA君が必要だっ
たのである．
　私がその話を伝えたいと外来でお願いしたと
きに，その時だけお母さんは泣いた．「いきなり
何を言ってるのよ，先生」って．
　それから泣きながら教えてくれた．

「実は私，Aが生まれた時，一緒に死のうと思っ
たの．そしたらお父さんが，『俺がお前たちを幸
せにする．一生守ってやるから，絶対におまえ
たちを死なせない』って言ってくれた．だから
生きていこうと思った．そのお父さんは死ん
じゃったけど，まさかAに助けられるとはね．
Aは一家の大黒柱よ」
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　子どもたちには力がある．素晴らしい力があ
る．癒やしてくれる力がある．包み込んでくれ
る力がある．それをどう伝えたらいいのか．私
は考え続けている．
　後日，お母さんは写真を送ってきてくれた．
６歳の誕生日のものであった．ケーキの上の６
本のろうそく．その一つ一つが今までのことを
物語る．そのすべてを包みこむようにA君は笑っ
ていた．

「幸せのかたち」とは？　　　　
　
　「この子は私である」
　「あの子も私である」
　島田療育園初代園長	小林提樹の言葉である．

　障害という個性をもっている人たちと私たち
と何が違うのだろうか．何も違わない．分け隔
てているのは，私たち自身である．そのことを
この言葉は教えてくれている．
　「幸せ」とは何だろう．勉強ができて，いい大
学に入って，いい会社に入り，高学歴と言われ
るようになれば「幸せ」なのだろうか．そんなこ
とはない．仕事につまずいて引きこもってし
まったり自ら大切ないのちを絶ってしまったり
する人もいる．
　では，金持ちが「幸せ」だろうか．そんなこと
はない．生活に必要なお金はないと困るが，お
金がありすぎるとかえってそのお金が原因で不
幸になる人はいっぱいいる．
　私の外来には「障害」といわれる個性をもった
子どもたちとその家族が多くやってくる．子ど
もを中心として本当にうらやましいと思う，ほ
のぼのとした家族もいっぱいいる．
　そこで改めて「幸せ」について考える．
　「人はみな平等」多くの人はそう言う．でも，
私がどんなに頑張っても，陸上の100m走でオ
リンピック選手になることはできないだろう．
才能や環境はそれぞれである．だから人は平等
ではない．でも，自分のおかれた環境の中で，
感謝の気持ちを持ち，「ありがとう」を伝え，そ
の中から「幸せのかたち」を築いていくことはで

きる．
　学歴やお金は，「幸せのかたち」を築くための
道具として必要なのである．いい道具を得るこ
とが「幸せ」ではない．どう使いこなすかが大切
なのである．そして，すべての人が「幸せのか
たち」を作ることはできる．だから，「人はみな
平等」なのだと思う．
　私たちはその「幸せ」の形を作っていくお手伝
いをさせていただき，そこから私たちも幸せを
分けてもらっているのだと思う．

授業の感想文　　　　
　
　授業の一部を紹介した．その後，生徒に授業
の感想文を書いてもらった．その感想文を紹介
する．

●本当は，最初めんどうくさいと思う気持ちで
行きました．でも，話を聞いたら，めんどうく
さがっていてはいられないと言うことが分かり
ました．なぜ，そういう気持ちになったかと言
うと，障害をもった赤ちゃんの動画を見たから
です．世の中には，こんなに苦労している子が
いるんだなと改めて思いました．
●「いのちの授業」をしてくださり，ありがとう
ございました．お母さんに自分が生まれたとき
の話を聞いたとき，わたしは生まれてきて良
かったと思いました．
　「もしかしたら生まれてきていなかったかも
しれない，生まれてきてくれてありがとう」と
言われたときは，涙が出そうでした．
　今は，反抗してばっかりだけど，いつか「生ん
でくれて，育ててくれてありがとう」って言い
たいと思っています．
●今回の授業を受けて，障害を持つ人も，私た
ちとあまり変わらないということがよく分かり
ました．同じ人なんだから，同じように接して
いけばいいんだということが改めてよく分かり
ました．私の妹は，軽いけど障害をもっていて，
ふつうの子より少し遅れているため，他の中学
校に行っています．昔何度か妹が少し遅れてい
ることで他の人にからかわれたことがあって，
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私はとても悔しかったです．なので，今回の授
業を受けて，改めて障害があってもなくてもあ
まり変わらないということを知ることができ
て，うれしかったです．
　授業の中で，他の人たちが生まれたときの話
を聞いて，生まれてくるために，お母さんが本
当に頑張ってくれたおかげで，生まれてこれ
たんだなぁと思いました．生んでくれたお母
さんのためにも一生懸命生きなきゃいけないん
だと思いました．

終わりに　　　　
　
　言語聴覚士と看護師を目指す新１年生に質問
したところ，脳性麻痺，重症心身障害児，てん
かん，超重症児，医療的ケアの５つの用語につ
いて，「聞いたことがない」と回答した人は脳性
麻痺43.24％，重症心身障害児72.97％，てんかん
27.03％，超重症児93.24％，医療的ケア68.92％
であった2）．
　自分が生まれたときのことを知ること．「障
害」という個性を理解してもらうこと．この２
つの事柄を通して，「いのち」に向き合ってみた．
　今，さまざまな「いのちの授業」の取り組みが
行われてきている．学校とともに地域の子ども

たちを支えるためには，医療スタッフなどが，
授業などを通して，地域に出ていくことが必要
である．人とのつながりに，本来は壁などない．
見えない壁を作っているのは，我々自身である．
　壁を取り去ろう．
　そしてつながろう．
　子どもたちのために．

エピローグ　　　　
　
　「いのち」ってどこにある？
　すべてにある．ぼくにも，わたしにも，とり
にも，むしにも，はなにも……．

　「いのち」ってだれのもの？
　みんなのもの．
　おかあさん，おとうさん，おじいちゃん，お
ばあちゃん，ともだち，せんせい，ぼくをそだ
ててくれたみんなのもの．

引用文献

1）		小沢浩：奇跡がくれた宝物−いのちの授業−．クリエイツかもが
わ，京都，2014．

2）		杉浦信子，小沢浩：看護師・言語聴覚士をめざす学生の発達・療
育に関する理解度調査．日本小児科学会雑誌	2018；122（2）：476．
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はじめに　　　　　　　　
　
　今回の執筆にあたり，はじめに私の背景につ
いて述べたい．
　子どものころから人間の心に興味があり，進
路を決めた．心理に進むのか医師になるのか，
悩んだ中で医師という職業を選んだ．
　自治医科大学在学中に乳幼児精神保健と出会
い，講演に何度も足を運んだ．５年生の時に東
京乳幼児精神保健学会地域大会があり，終了後
地元高知に当時の乳幼児精神保健分野での第一
人者元ジュネーブ大学教授	Bertrand	Cramer先
生が来られ，通訳としてお手伝いをした．心に
向き合っているCramer先生はすぐに私の心に
入ってきて，翌年の卒業旅行はスイスのCramer
先生のご自宅に泊りに行った．言葉の壁があっ
ても，一度しか会っていない先生のお家は居心
地の良さがあった．後にこれが間主観性の世界
だと知った．

　間主観性とは「心の響きあい」と言われてい
る．人間と人間が向き合うとその間には心が動
く．動いた心がpositiveであればいい関係が生
まれるが，negativeな感情となると人間関係は
うまくいかない．私たち医療従事者と患者との
間に起こる関係も間主観性と捉えることができ
る．患者と医師の間にいい心の響きあいがあれ
ば信頼を得ることができるということになる．
　心の面白さを知った私は，医師になって２年
目，研修医の身でありながら１週間休みをも
らって，世界乳幼児精神保健学会に参加するた
めフィンランドに行った．これが乳幼児精神保
健の分野にどっぷり足を踏み込む大きな一歩と
なった．その後，日本乳幼児精神保健学会
FOUR	WINDSの立ち上げに関わり，現在幹事
として関わっている．
　平成15年に今の地域に赴任し，学校医・園医
として子どもたちを見守っている．すでに母親
になった子どももいる．小さな地域で学校医・

各論：地域での取り組み
学校医・園医から見えた地域の
子どもたちのメンタルヘルス

－乳幼児精神保健の視点で－

四万十町役場健康福祉課 医監　澤田由紀子

①  子どもの心を理解するためには心を探る

② 間主観性的な関わりを心がけて

③  心のすれ違いが起こっている親子がいい関係を取り戻すには，子どもが赤
ちゃんに戻ることが大切，そのためには「甘え」が必要

POINT

636（40）
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園医でいるということは子どもの成長を見るこ
とができ楽しみである．地域に出る前は，地域
の子どもたちは元気いっぱいで悩みもなく天真
爛漫に生きていると考えていたが，実は子ども
たちは閉鎖的で変化のない社会の中で生きてお
り，そこに住んでいる大人はまだまだ古い日本
の考えの中で生きていることが分かり，さまざ
まな親子に関わってきた．

関係性障害とは　　　　
　
　学校医・園医をしていると気になる子どもの
相談を受けることも多い．そういう場合は「関
係性障害」の概念をどこか頭の片隅に置いてお
かなくてはいけない．「関係性障害」とは，「心と
心のすれ違い」のことだ．赤ちゃんが生まれて
成長するのと並行して，親は親として成長して
いく．同時に親と子の関係性も育っていく．こ
の関係性の育ちがうまくいかなかった場合を関
係性障害という．そして，子どもの問題行動や
発達障害様症状の中に多くの関係性障害が含ま
れていると考えられている．相談を受けた時に
は，まずは親子の心のすれ違いがないのかどう
かを考えてみることが大切になる．すれ違いが
分かると親は子どもの行動の意味が分かり，子
どもを受け入れることができるようになる．す
れ違いが大きいほど治療には時間はかかるが，
この治療に私たちは日本の子育て文化である

「甘え子育て」を使っている．関係性を作り直す
ためには甘え直しが大切になる．甘えとは「抱っ
こ・おんぶ・一緒に入浴・一緒に寝る・一緒に
遊ぶなど」昔から日本にある子育て文化である．
　早期の関係性障害は，周囲の気づきによって
把握され，難しくない介入で改善されるが，子
どもの言動に対する親の考えがnegativeになっ
てしまい，周囲の介入によっても改善されず，
最終的には「子どもをかわいいと思えない」と話
したり，子どもの自然な行動が親を脅かす行動

（例えば，子どもが泣くと母親を責めている気
がする）に変わってくる．このような場合は間
主観的な関わりのできる専門医療機関での治療
が必要となってくる．これらの関わりが将来の

虐待予防となると考えられている．
　現在４園，４小学校，３中学校，１高校の学
校医・園医をしている中で，どこにでもありそ
うで，一般医でも治療可能である症例を示す．
　　

症例１　小学４年生女児A

　学校の先生から，不登校傾向にある子どもの
ことで相談があった．今まで何の心配もないA．
ここ１週間学校に行けていない．小学１年生の
弟がいる．成育歴や家族の中の問題を探るが見
当たらない．
　Aと話をした時に出た言葉が「頑張らんとい
かんと思うけど，頑張れんがよ」ゆっくり話を
聞いているうちに「弟は宿題をしただけで褒め
られていいこと」と．
　弟は手のかかる子，家で宿題をしただけで褒
められていたが，Aはしっかりしており宿題も
自主的に終わらせていたためそれが当たり前に
なっていた．学校のさまざまな活動も積極的に
でき，リーダー的存在であった．大人から見る
と問題のないいい子であったA，しかしAは，「大
人は自分に何も声をかけてくれない，自分の頑
張りが足りないのだ」と捉え，頑張って頑張っ
て疲れてしまったのだ．親と教師に説明し，た
くさん認めてあげること，またAには「疲れたら
ちょっと休憩していいよ」と話をした．
　数日後Aは元気に学校に行けるようになった．

　Aは頑張り屋さんのいい子．大好きな母親に
褒められたくて認められたくて頑張っていたの
だが，親も教師も「当たり前」と捉えていたとこ
ろに小さな心のすれ違いが起こっていた．親と
教師もすれ違いを理解し，関わり方を変えるこ
とができ，Aも元の自分の姿に戻ることができた．
　　

症例２　４歳女児B

　両親，１歳の弟の４人家族．弟の外来診察後
母親が「最近Bの食事の量がすごく減っており心
配」と相談してきた．保育園の先生に相談した
ところ医療機関で相談するようにと言われたと



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019

特 集

638（42）

のこと．成育歴，家族の中にも問題は見当たら
ない．
　おしゃべりなBに「どうしてご飯食べない
の？」と聞くと「だってみんなが私のことを重た
いっていうの．いっぱい抱っこしてもらいたい
から体重が増えないようにご飯を食べないよう
にしたの」その言葉に母親が「もう４歳と思っ
て，つい重たいと言ってしまっていました．ま
だまだ甘えたい４歳なんですよね」と答えた．
その後Bはみんなにいっぱい抱っこしてもらい
食事の量も戻った．

　Bはお母さんが大好き，お母さんに抱っこし
てもらえないことは大変なこと．抱っこしても
らうためにどうしたらいいのか？	４歳の女の子
が考えた結果が「食べない」ということだった．
小さな心のすれ違いが起こってしまったのだ．
そばで聞いていた看護師が「母親の抱っこは食
べることよりも大切と思う子どもの心を知って
涙が出ます」と話してくれた．
　　

症例３　５歳男児C

　関係性障害の講演を保育園で行った後，母親
から相談があった．
　「４歳の時に離婚後実家に帰ってきた．児が
１歳半健診時，落ち着きがないとのことで療育
センターを紹介され，その後『精神発達遅滞，
１歳半の遅れ』と診断をされていた．毎月療育
センターでの診察やリハビリに通っていたが，
母親は子どもに遅れがあるとは思えない，診断
が間違っているのではないか，今日の話を聞い
て関係性障害ではないか」ということだった．
　母親はCが１歳半ごろ離婚の話があり，精神
的にも不安定だった．その時にCに発達の遅れ
があると言われてショックで落ち込んでいた．
その後離婚の話も進み実家に戻ってきた．月１
回の療育センターへの通院は続けていたが，さ
まざまなテストを行うが，家庭でできているこ
とも全くできないために帰宅の車の中で毎回泣
いていた．家に帰って同じことをするとできる
Cに対して腹が立ち叩いてしまうこともあった．

療育センターの医師からは「小学校は特別支援
学級となるでしょうから診断書は書きます」と
はっきり言われていたとのこと．
　母親はCが療育センターに通院していること
を話したくなかったため，保育所に話していな
かった．母親と一緒に園長に話をした．園での
様子は全く気になることはないとのことであっ
た．「園で全く気にならない子どもが特別支援学
級に進級することはない」「子どもはお母さんの
心を映す鏡のようなもの．お母さんが泣きたく
なるところに一緒に行った子どもが落ち着いて
集中して課題に取り組めるはずはない」と説明
をし，通院をやめるように勧めた．
　その後通院をやめており，Cも家庭でも保育
園でも問題なく過ごしていた．Cが年長になっ
た時に療育センターから「Cが小学校に進学する
時に診断書が必要でしょうから一度来てくださ
い．」と電話があり，母親も心配になり来院．検
査の結果，医師から「自然治癒した」と言われ信
じられなかった．現在Cは中学３年生となって
おり，母親も再婚し妹弟ができ，学校生活も全
く問題なく生活をしている．

　１歳半健診時母親は離婚問題で精神的に不安
定であった．その不安定な心をCは感じ取って
落ち着きのない行動をとっていたのだろう．そ
の後離婚に至り母親は落ち着き，Cも安定した
母親の心に触れ，行動も落ち着いてきたと考え
られる．しかし，医師から毎回「遅れがある」と
言われ泣きながら通っている母親の姿を見ると
療育センター通院時には毎回混乱した母親の心
に触れ，Cの心も混乱させられたと考えられる．
母親にとって目の前にいるかわいいはずのCが
自分を苦しめる存在になっていたのだ．子ども
は「大好きなお母さんが見る自分はお母さんを
苦しめる存在になっているのだ」と感じていた
のだろう．通院をやめることでお母さんの心は
落ち着き，目の前のCがかわいく思え心のすれ
違いが改善され，Cは元気いっぱいの子に戻れ
たのだと考える．
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症例４　小学３年生男児D

　両親，D，妹（５歳），弟（２歳）の５人家族．
　父親は警察官のため，転勤が多く近くに子育
てを助けてくれる身内はいなかった．Dは元気
いっぱいの男の子だった．東日本大震災後，父
親は被災地に１週間派遣され，母親は余震や放
射能のことが心配で毎日不安の中で生活をして
いた．一日中テレビを見ており，「余震があった」
と聞くと「お父さんは大丈夫だろうか？」と口に
していた．
　数日後Dがお寺のお守りを盗んで見つかりお
寺から連絡があった．またお店から小さな髪飾
りを盗んで見つかり連絡があった．母親は父親
が不在の中どうしたらいいのか分からず担任に
相談をし，学校医への相談を勧められた．

　Dは親思いの優しい子．父親が不在の中，父
親の心配をして暗い顔になっている母親を何と
か元気にさせようと父親にあげるためにお守り
を盗んでしまった．小学３年生の男の子がお守
りが本当に欲しいと思うはずはなく，すべては
大好きなお母さんのためだった．髪飾りもお母
さんの笑顔を見たかったから盗んだとのこと．
しかし，その行動は父親不在で不安になってい
る母親を苦しめる行動にしか母親には考えられ
なかった．お母さん思いの心優しいDの行動で
あることを母親に説明すると，母親もDの心に
気が付き，Dを泣きながら抱きしめ「ありがとう」
と言った．盗むことはよくないこととはきちん
と説明した．すぐに父親も帰ってきたため，母
親にも笑顔が戻りDはいつもの元気いっぱいの
やさしい子に戻ることができた．
　　

症例５　中学２年生女子E

　母親が学校カウンセラーに勧められて外来受
診，Eの行動が気になるとのこと．少し前から
寝る前に布団の上で飛んだり跳ねたり電気を消
したりつけたり30分くらいしている，気に入ら
ないことがあると壁を叩いたり，戸を蹴ったり
する，シャンプーの詰め替え用ボトルを１本全

部，またトイレットペーパーを１巻全部１回で
使う等々異常な行動が続いており，心配だとの
こと．母親は診察室に入った瞬間に大粒の涙を
流した．話を聞いていると心の問題ではなく精
神科への紹介が必要だと考えていた．翌日Eと
話をした．話をするとEはかわいい普通の女の
子だと分かり，親子の関係性の問題と考えて母
親から幼少期からの話を聞いた．Eは幼少期か
らのんびり屋さんで何をするにも時間がかかっ
た．「このままでは特別支援学級になりますよ」
保育園の先生がそう言ったとは思えないが，母
親の記憶の中ではそう言われたと話した．母親
は「甘えさせずに厳しく育てよう」と決め子育て
をしてきたとのこと．ここに親子の心のすれ違
いがあることが分かり，「甘え直し」を提案した．
　徐々にEは甘えを母親に出してきた．一緒に
寝る，一緒にお風呂に入り身体を洗ってもらう，
宿題をする時には母親に横に座ってもらう，中
学２年生とは思えないような甘えの行動に母親
は戸惑いながらも受け入れてくれた．その後前
述の異常行動は徐々に減り，甘えも自然になく
なった．
　その後Eは専門学校に進学，就職，結婚，現
在は４児の母として育児に奮闘している．結婚
式にはなぜか親族席に座らせてもらい素敵な花
嫁姿を見ることができた．

　Eはのんびり屋さんの甘えん坊．保育園の時
の保育士の言葉で母親はのんびり屋さんのEが

「ダメな子」と言われたと感じ，甘えたいEの気
持ちを一切受け入れずに育ててきた．ここに心
のすれ違いが生じていたことになる．甘え直し
が必要と考え提案したところ，Eは見事に甘え
たかった幼児に戻り満たされていなかった心を
埋めていった．心が満たされると甘えの行動は
自然に消え，元気な元の姿に戻ることができた．
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おわりに　　　　
　
　「子どもの行動には意味がある，子どもの心を
探るのは推理小説のよう」乳幼児精神保健の分野
に足を踏み入れた時に教えられた言葉である．
子どもが何か気になる行動を見せた時，その行
動だけを見るのではなく，子どもと養育者，特
に母親との関係がどうであるかを詳細に観察す
る必要がある．そしてどうして子どもがこうい
う行動をとるのか推理していくことが大切だ．
そのためには子どもの日常に常に接している保
育士や教師から見た親子の関係性の情報が大切
になってくる．また困っている親子を支援する
ためには話しやすい関係づくりも大切である．
　「甘え子育て」は昔から日本にある子育て文化
だが，時代の流れとともに忘れられてきている．

私たちは素敵な文化をもう一度取り戻さなくて
はいけないと考えている．
　「心の響きあう関係」つまり話しやすい関係作
りも大切である．また親が安心して，安定した
心で子どもの「甘え」を受け止められるよう，治
療者が支えることが必要となる．

参考文献

1）		Cramer	B（小此木啓吾，福崎裕子	訳）：ママと赤ちゃんの心理療
法．朝日新聞社，1994．

2）		Stern	DN（馬場禮子，他	訳）：親−乳幼児心理療法．岩崎学術出
版社，2000．

3）	丸田俊彦：間主観的感性．岩崎学術出版社，2002．
4）		渡辺久子：乳幼児精神医学から乳幼児精神保健へ．乳幼児：ダイ

ナミックな世界と発達．安田生命社会事業団，1995，p1-22．
5）	澤田敬：あまえ子育てのすすめ．童話館出版，2012．
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臨床医と公衆衛生医の視点の違い　
　
　筆者が30年以上前に泌尿器科医の経験をもと
に性教育を始めた頃は正しい知識を伝えていれ
ばそれなりに学校で受け入れられ，年間100校
ほどで講演するまでになりました．しかし，気
が付けば初期の頃に話していた内容と，現在話
している内容は大きく変わっていました．
　よく「性教育で何を伝えるべきか」と聞かれる
のですが，こう質問してくる方は，性感染症，
二次性徴，コンドームといった具体的なテーマ
に関する答えを求め，生徒たちがトラブルを回
避するためにどのような情報を伝えるべきかを
知りたがります．しかし，公衆衛生に長く関わっ
ていて，そもそもコンドームが使える人と使え
ない人の違いを含め，思春期の若者が抱えてい
るもっと本質的なところに焦点を当てる必要が
あることに気づかされていました．

健康教育で大事なIEC　　　　
　
　性教育の前に，健康教育で大事な視点を再確
認してください．IEC，すなわちInformation（情
報）をどれほど正確にEducation（教育）しても，
増えるのは知識だけです．その知識を活かすに
は，Communicationを通した課題の実感，感動
や経験の共有，さらには仲間からのプレッ
シャーがなければLife	Skill（生きる力）は発揮で
きません．筆者は現在ほぼ標準体重を保ってい
ますが，14年前は現在より12キロ太っていたメ
タボ状態でした．もちろんやせる努力をしてい
なかったわけではありませんが，現実には右肩
上がりで体重が増え続けていました．その状況
を一変してくれたのが久しぶりに会った保健師
さんとの会話でした．
　「先生，なんだか顔，変わりました？」と暗に
醜くなったと言わんばかりでした．もちろんカ

各論：地域での取り組み
「性」を通して生きる力を育むために

ヘルスプロモーション推進センター 代表・厚木市立病院泌尿器科　岩室紳也

①  Information・Education・Communicationのセットが重要

② 子どもたちが直面している生きづらさの根源

③ 表面的なトラブルの根底にあるものに着目

④ 昔の思春期と今の思春期は全く異なる

⑤ 性教育を子どもたちと，子どもたちがつながる手段に

POINT
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チンときた私はそれから半年で12キロ減量する
ことに成功したのですが， ここで改めて
Communicationの必要性を感じました．もち
ろん家内も注意もしてくれ，食事にも気を付け
てくれていましたが，自分のこころを動かすに
は至らなかったのも事実です．

ポピュレーションアプローチの誤解
　
　公衆衛生をしっかり学ぶまで筆者は，ハイリ
スクアプローチは高いリスクを背負った人への
アプローチで，ポピュレーションアプローチは
集団全体への啓発活動だと誤解していました．
ジェフリー・ローズはポピュレーションアプ
ローチを集団，社会全体に蔓延するリスクへの
アプローチと定義しています．学校での性教育
もポピュレーションアプローチの手法の一つで
はありますが，どのようなリスクに焦点を当て
たアプローチ（性教育）が求められているのかを
きちんと整理しておかなければ，結果的にピン
ト外れの啓発活動になりかねません．
　学校は望まない妊娠や性感染症といった性の
トラブルに巻き込まれる生徒さんに対してどの
ようにアプローチをすればいいか悩んでいま
す．保健室では養護教諭が個別に相談や指導に
当たり，知識不足，家庭問題といった背景に思
いを寄せ，できる範囲でのアドバイスを行って
います．近年，進学校では卒業生たちが性犯罪
の加害者になるといった現実を受け，「なぜ，あ
のようないい子が犯罪者に」と理解に苦しみつ
つ，何とかしなければという思いで講演依頼が
舞い込んでいます．ぜひその時は，同じような
リスクにさらされていても，同じような境遇に
あってもトラブルを回避できている子たちと回
避できない子たちの違いを学校の先生たちと一
緒に考えてください（図１）．

教科書が求める「自己実現」と「self-
actualization」の違い　　　　
　
　学校との連携を考えている方は，最新の教科
書を入手し，その内容を把握しておいてくださ

い．高校の保健体育の教科書に書かれている内
容です（表１）．マズローの「欲求の５段階説」は
あまりにも有名ですが，英語表記は「Maslow's	
hierarchy	of	needs」です．心理学の分野での

諸問題の根底にあるリスク
根本原因・社会に蔓延するリスク

性のトラブル トラブル回避

克服あり

課題の原因

解決したい課題

課題に
つながる
根本原因・
リスクは何？

ネット 知識不足悪仲間 家庭問題

図 トラブルを回避できる人、できない人

図1　トラブルを回避できる人，できない人

表１　自己実現は，心の健康につながる1）

　「〜になりたい」「〜してみたい」など，自分なり
の目標をかかげてそれに近づこうとすることや，
それを達成することを自己実現と言います．人間
には，自分自身を高め，持っている力を最大限に
発揮したいという高次な欲求があり，それが自己
実現の原動力となっています．

考えてみよう：自分の目標は何だろう．いま，それ
を目指して何をしているだろうか．また，どの段
階にいるのだろうか．

表２　Characteristics of self-actualizers2）の筆者訳

１．正確に現実を知覚し，未知や曖昧さを好む
２．自然・環境・他人を受け入れる受容性がある
３．行動が自発的かつ自然体で気取りや作為がない
４．普遍的かつ社会的な課題が興味の中心にある
５．孤独を好みプライバシーへの欲求が強い
６．物理的・社会的に外部の環境から独立している
７．認識が絶えず新鮮でさまざまなことに感動する
８．神秘的な体験に価値を感じる
９．人類全体に対して役に立ちたいと考えている
10．少数の人間との深い結びつきを重視する
11．民主的な性格で他者への偏見が薄い
12．手段と目的が明確に区別でき，目的を重視する
13．哲学的で悪意のないユーモアセンスを持つ
14．健康的な子供に近い創造性と独創性を持つ
15．特定の文化に組み込まれることに抵抗する
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needsの解釈はともかく，教科書に記載された
内容を読むと，人間には相当高次な欲求がある
かのようなプレッシャーを感じざるを得ま
せん．一方でCharacteristics	of	self-actualizers，
す な わ ち 自 己 実 現 と 訳 さ れ て い る s e l f -
actualizationを果たした人たちに共通する15の
特徴（表２）を読むと，教科書に書かれている自
己実現とは異なる印象を持ってしまいます．
　改めてマズローの欲求の５段階説の５つの階
層とその要素を示します（図２）．生理的なこと
や安全上のことは必要とも欲求とも理解できま
すが，所属や承認は欲求というより必要とする
ことと思われます．また，self-actualizationの要
素からも，「自己実現」というより「（その人の才能
や潜在能力に応じて）できることを具現化するこ
と」と理解した方が分かりやすいと思われます．
また，このself-actualizationも欲求というより必
要とすることではないでしょうか．このように
考えるに至ったのは，若者たちの現実に接し，
あまりにも大人たちの常識や理解を超えた状況
があることを目の当たりにしたからです．

若者の性の状況と知識の実際　　　
　
　大人たちは中学生，高校生を相手にする際に，
自分自身の経験をベースにこの年齢ならこれぐ

らいは知っているだろうという前提で，「正しい
知識が大事」「自分を大切にしよう」「生きる力を
育もう」ときれいなスローガンを並べます．
　一方で若者たちの性体験率が低下している要
因として，男たちがアダルトビデオを含めた
バーチャルな情報が真実かのように誤解し，と
てもできないとセックスを拒否するようにな
り，学校現場での性のトラブルも実際に激減し
ています．そのため，学校現場は性に関する指
導は不要とさえ考えるようになっています．
　では中高生たちの実情，知識と行動の実際は
どのようになっているでしょうか（表３）．もち
ろん全員に当てはまるわけではありませんが，

呼吸、食料、水、セックス、睡眠、排泄

身体、雇用、資源、道徳・倫理、

健康、持ち物の安全

自尊心、自信、達成感、

他者の尊重、他者からの尊重

道徳心、

創造力、

自発性、

課題解決力、

偏見がない、現実の受容

友人、家族、組織、先祖、

近所づきあい、与える愛、受ける愛

生理的

安全

所属/愛情

承認（尊重）

（その人の才能
や潜在能力に応じて）

できることを具現化すること

SelfSelf-SelfSelfSelf actualization

Physiological

Safety

Belongingness/Love

Esteem

自己実現

図2　Maslow's hierarchy of needs

表３　若者の性の実態

１．友達と性の話をしない
２．包茎，マスターベーションを知らない
３． 床，ベッドにこすりつけるマスターベーション

をしている（男子）
４．妊娠すると月経が止まることを知らない（女子）
５． 高校生でもコンドームを知らない，見たこと

がない
６． アダルトビデオを大人がする普通のセックス

と思っている
７． アダルトビデオのようなセックスができない

から２次元でいいと考えている
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このような生徒が一定数いることを知った上
で，事前アンケートを行ったり，学校とどのよ
うな性教育が求められているのかを入念に調整
する必要があります．

若者の声に耳を傾けたい　　　　
　
　大学でこころと性に関する２時間の講義の後
に自由記載のレポートの提出を求めところ，次
のように自分の性体験を振り返ったり，日常の
中での生きづらさに関する記述（表４）が驚くほ
ど多く提出されました．

●私にとって，セックスをしたいと思うのは，
行為そのものに快楽などの魅力を見出している
ためというよりも，「自分が誰かに必要とされて
いる」という自分への需要を確かめ，承認欲求
を満たしたいがためのようです．

●私は付き合ってもいない人とセックスをした
ことがあります．それも一人や二人ではありま
せん．快楽を得たいがためと思っていましたが，
岩室さんの話を聞いて，居場所を求めていたの
だと初めて分かりました．女性としての存在価
値がそこにはあるような気がして，必要とされ
ていると感じてしまったりして，そうなってい
ました．今はそういうことはしていません．勉
強やバイトで忙しいからだと思っていました
が，自分の居場所を学校やバイトで見出だせた
からなのだと，今日分かりました．

さまざまな問題の根底にあること　
　
　思春期のみならず，近年問題になっている「こ
ころ」「性」「薬物」3）「インターネット」の各トラブ
ルは実は根底のところで課題を抱えている人た
ちに共通する社会に蔓延するリスクがあること
が分かります（図３）．
　多くの人は思春期に，自然な成り行きに任せ，
体や心の変化を通して，悩み，ストレスを抱え，
時にはトラブルに巻き込まれながら，他者とそ
れらのことを共有しつつ成長していきます．し
かし，現代社会では保護者は子どもたちがトラ
ブルに巻き込まれないように，それこそ他者と
の関係性を避ける方向で子どもたちを導いては
いないでしょうか．

自分に自信がない
自分が傷つくことが怖い
自分は愛されたいが，愛されていないと思う
人が自分を好きになるはずがないと思う
失敗を避ける
不安の塊
人と比べてしまう
自分が嫌い
人見知り，コミュ障と決めつける
どう見られているかが気になる
相手に，周囲に合わせる
人間関係が面倒
友達が少ないわけではない
SNSが居場所
家に，家族に依存
家にしか居場所がない
相談するのが苦手
無関心
必要とされたい
認められたい
嫌われたくない
相手の反応がすべて
答え，正解を探す
全か，無かの発想
聞く耳を持てない
すぐ，全否定と受け止める
自分の弱さを見せない，見せられない
寂しさより楽を取る
LINEでは盛り上がるが一緒だと話が弾まない
必要とされていることをセックスで確認

失恋するぐらいなら２次元で満足
気づかいばかりのSNS
目立たないようにする
考えることを放棄する

表４　若者たちの生きづらさ



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019

特集
学校とともに地域の子どもたちを支える

特 集

645（49）

求められている性教育とは　　　　
　
　筆者が行っている性教育の目的が何かを問わ
れた時は「性を共通の話題にした仲間づくり，
仲間とのコミュニケーションの輪を広げてもら
うこと」と伝えています．学校の教師も生徒の
コミュニケーション能力の低下に気づいてお
り，学校医，外部講師が同じ問題意識を持つこ
とで協働の意識が育つと思われます．
　アダルトビデオだけではなく，性情報が氾濫
しているインターネット，今やNHKのドラマで
も取り上げられるボーイズラブ（男同士の恋愛）
を取り上げた漫画等々，若者たちが接しようと
すればさまざまな性情報に接することが可能と
なっています．その一方で，それらの情報に接
しないまま思春期を通り越し，社会人になって
から痴漢といった性犯罪に手を染める人が後を
絶ちません．「痴漢は依存症です」という帯で注
目を集めた「男が痴漢になる理由」4）の著者の斉
藤氏は，「痴漢の多くは良き家庭人である」とも
言っています．すなわち，家でも，学校でも，
職場でもいい子で通してきた結果，自分自身の
達成感が低いため，痴漢で成功体験を得ると逮
捕されるまでやめられなくなる依存症だとのこ
とです．
　アダルトビデオの痴漢シーンも，その後の被

害者と加害者（痴漢）との一見合意の上でのセッ
クス場面はつくりものだということ．小児性愛，
ロリコンの映像をネットに投稿することは犯罪
だということ．自分の裸の写真をパートナーに
送ると拡散されて回収不能になること．このよ
うなトラブルの実際について伝えることの必要
性を否定するつもりはありません．しかし，そ
もそも犯罪に手を染める人と染めない人，性の
トラブルに巻き込まれる人と巻き込まれない人
の違いが何かを考える必要があります．友人，
仲間とこのような話ができる人は，その仲間た
ちから情報を得るだけではなく，仲間たちから
そのことの善悪も学ぶことができます．ぜひ性
教育を，性という題材を通して人と人がつなが
り，悩み，そして高め合う関係性の再構築を目
指すための手段ととらえた性教育を展開してい
ただければ幸いです．
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はじめに　　　　
　
　喫煙防止教育については，教育指導要綱にお
いてもその必要性がうたわれ，全国各地でさま
ざまな工夫で，多くの教育職，医療職が行い，
授業前後での効果的な取り組みが実施・検証さ
れてきた．短期的な授業の効果が示される一方
で，長期的な視点として，喫煙可能である年代
に成長した際に，「学校教育により」喫煙を選択
しないことを高めたという報告はない．教育職・
医療職のたゆまぬ努力が有りながら，このよう
な現状があるのは，決して，個々の取り組みが
劣っている訳ではなく，日本でのタバコ問題に
関する行政の仕組み，法的位置づけを基にした
社会的容認などのために，身近に喫煙する成人

がいる生徒たちに伝える難しさが一番に上げら
れる．また，生活指導という枠にとらわれ，望
ましい教育効果について教育職と医療職が共有
できなかったことも一因かもしれない．
　NPO京都禁煙推進研究会と京都府立医科大学
地域保健医療疫学が共同して，2001年（平成13
年）からタバコフリーキャラバンと称し，小学
校・中学校・高等学校で体験参加型の喫煙防止
授業に取り組んできた1）．これまでの報告2）,	3）に
加え，授業を受講した生徒たちの感想の分析や
学校関係者との振り返りからの考察も交えて紹
介する．

各論：地域での取り組み
喫煙防止教育

－地域保健の礎となる学校教育の視点で－

NPO京都禁煙推進研究会・医療法人久仁会 どいクリニック 院長　土井たかし

①  喫煙防止教育は，ヘルスリテラシーを育む教材として適している

② 知識を伝えるだけでなく，自分事として考える授業を提供することを目指す

③  地域に必ずある学校での健康教育は，生徒を通して地域に伝播していくこと
で，地域保健活動の礎となる

④ 思春期にありがちな反抗的な気分を持った生徒がいることも意識する

⑤  喫煙の害などの知識としての外的動機づけのみならず，自らが喫煙を選択し
ないという内的動機づけを促すことは，将来，喫煙開始を選択しない可能性
を高める

POINT
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喫煙防止教育の必要性　　　　
　
　「Smoking	is	a	pediatric	disease（喫煙は小児
科の病気である）」と言われ，喫煙習慣が未成年
世代から開始されることは広く知られている

（図１）4）．米国での30歳代の喫煙者の調査では，
18歳までに80％が喫煙を開始していた5）．また，
日本赤十字社和歌山医療センター，池上達義氏
の調査では，現在の喫煙者のうち18歳までに
50％，20歳までに90％，25歳までに98％の人が
喫煙開始していた．以上のことからは，喫煙習
慣を付けないためには，未成年の間に，吸わな
いことを意志決定し行動できることが重要だと
考えられる．また，中学生を対象とした調査6）

では，「タバコは20歳になってから」「タバコを吸
うと肺がんになります」と言われたら，「むしろ
吸いたくなる」と答えた中学生が各々5.7％，
1.8％，「何とも思わない」という30％，11.4％，そ
の他の64.3％，86.8％が「吸わないでおこうと思
う」という結果であった．思春期に見られがち
な「ダメ」と言われたら「やりたい」，「待て」と言
われたら「待てない」生徒は一定数いて，そのよ
うな彼らの試し喫煙などをきっかけに「何とも
思わない」層に拡がるのが現状であると考えら
れる．将来のさらなる喫煙率の低下のためには，
思春期特有の気質を持った生徒も含めて，吸わ
ない選択をするような授業が求められている．

喫煙防止教育に関するエビデンス　
　
　喫煙防止のための教育は重要であり，世界中
でさまざまな取り組みをされてきたものの，小中
高校での喫煙防止教育の成果を数年から10年
後に確認する難しさなどもあり，現在でも，エビ
デンスのある特定のプログラムは存在しない 7）．
教育の成果がいかなる形で発揮されるかの判断
が難しいことに加え，喫煙開始や継続には，マ
スメディアだけでなく，実生活においても社会
的環境の影響が大きいことが言われている8）．
地域の祭などの際に，地域のリーダーが未成年
者の飲酒や喫煙を容認するようなケースが以前
は見られており，日常生活の中で，家族，上級生，

地域の年配者など周辺の関係者の喫煙が，個人
の日常に与える影響は大きい．
　しかし，エビデンスがないとは言え，教育が
無用なわけではない．個々の教育プログラムの
有効性を見るだけでなく，地域全体を包括的に
見て評価することが求められている9）．世界保
健機関（WHO）が制定し日本も批准している国
際条約，タバコ規制枠組み条約（FCTC）10）の第
12条においても，受動喫煙の危険性を含めた喫
煙防止教育の必要性がうたわれている．つまり，
教育はただ単に，対象生徒が吸わないようにす
るという意義を越えて，メディアキャンペーン，
タバコの値上げ，パッケージの警告表示の強化

（写真など画像の描写）なども視野に入れた，包
括的対策の一部となっている7）,	8）．
　また，確実に有効なプログラムは明らかに
なっていないものの，効果がないプログラムの
特徴は明らかにされている．
　①		危機感に訴える（特に脅し教育や説教を伴

うもの）
　②	突発的で調整されていない
　③		学校教員の関わりがなく，外部の講演者や

資源に頼っている
　④	教員の訓練や支援の供給がない
以上の４つである7）．つまり，とにかくやれば
よいということで，医療関係者が学校に出向き
タバコの害（喫煙者は何倍肺がんになりやすい

図１ 若年期から始まる喫煙
（http://www.health‐net.or.jp/tobacco/sekaiginkou/Chapter1.html）

図１　若年期から始まる喫煙
（http://www.health-net.or.jp/tobacco/sekaiginkou/
Chapter1.html）
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など）を羅列した講義をして，その後にフォロー
をしない形であれば意味を持たない，というこ
とである．

体験参加型喫煙防止教育について　
　
１．授業提供の体制
　2001年に京都府下の保健所と大学，NPOの協
力によって実施された「クイズを解きながらタ
バコについて学ぼう」という中学校の授業が原
型である1）．その後，大学との共同により実施
校が増加し，京都府医師会の事業化，京都市教
育委員会の事業化に加え，近隣の府県からの依
頼もあり，2015年度には13,000人を超える生徒・
学生に授業を提供した．しかし，その後，学校
現場での喫煙生徒に関する指導件数の減少や授
業時間の確保の難しさから，授業件数は減少し
ている現状がある．スタッフは，NPO会員を中
心とした医師会や歯科医師会，薬剤師会，看護
協会に所属する専門職をはじめ，地域の保健所，
保健センターの職員のほか，実習やサークル活
動の一環として参加する大学生，地域の健康
リーダーなど複数で担当し，特に生徒の年齢に
近い大学生の参加は，ピア教育の視点からも効
果が高いと考えている．教材費や交通費などの
費用は，京都府，京都市教育委員会，京都府医
師会などが分け合い拠出されている．なお，授
業の予定はNPOのホームページ（http://www.
tobacco-free.jp/）のカレンダーにて公開してお
り，学校の許可が得られれば見学可能である．

２．講義の内容
　授業は基本的には２時限（90～110分）を使い，
スライドを用いた講義とプリントワークを含め
たワークショップを組み合わせた形態を取って
いる．講義の担当者は，特定の職種に偏らず，
学生も含めたメンバーでのリレートークの形を
取っている．話し手が変わることで，聴講する
学生たちの集中力を持続させる効果がある，と
事後アンケートでも評価を受けている．ボラン
ティアで参加する大学生に対しては，ボラン
ティア証明書や参加回数に応じた参加認定書を

発行するなど，学生活動としての意義を見出せ
る形を提供している．話し方としては，専門家
として上から目線での伝達になることなく，生
徒自身が内容を覚えるより，「自分はどうする?!」
ということを考える授業を目指している（表
１）．学校としては，基本教科や健康教育以外
にも，携帯電話使用，SNSの使い方や人権教育
など多くの課外教育が必要であり，タバコに関
する授業を２時限確保することは困難なケース
もあるが，喫煙問題に限らず，ヘルスリテラシー
教育の一端も担っており，継続する学校も少な
くない．
　レクチャーパートは概ね以下の８パートから
なっている．
　①		売り方を知る：若年層をターゲットにした

マーケティング
　②		世界と日本の違い：パッケージや販売方法，

法律について
　③		タバコに含まれているもの：食べることを

禁じられている物質が含まれる
　④		依存症の仕組み：なぜ大人は吸っているの

かを理解する
　⑤		身体への影響：今の息切れ肌荒れ，目に見

える口腔の変化を中心に
　⑥		受動喫煙：吸わない人にも関係ある問題で

ある
　⑦		卒煙のコツ：止めて欲しい人が身近にいる

からこそ吸わなくても知る必要あり
　⑧	社会的環境：なぜ売っているのか
　最近，使用者が増えている加熱式タバコにつ
いては，タバコであることには変わりないこと

表１　若年者の特徴を理解
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を含めて，最新の情報として伝える必要がある．
また，吸わないことが前提の生徒に対し，⑦を
伝えるのは，授業を受けたことで身近な喫煙者
へ禁煙を促す声をかける生徒が多い一方，伝え
方次第では，逆に大人から叱責されるケースが
散見され，止め方のコツも併せて伝えてもらう
ためである．

３．体験参加型ワークショップの内容
　体験参加型のワークショップは，レクチャー
パート⑦と⑧の間に行い，「タバコふしぎ発見ク
イズ」，「君はタバコマンになんていう？」（図２）
のワークシート２枚を持って，ＡからＤまでの
各コーナー（表２）を回る．クイズの広義の中で
伝えた内容に加え，コーナーに掲示されたポス
ターで回答が分かるようにし，クイズ用紙は手
元に残し，もう一方は提出する．クイズのみ回
収しないのは，最後に答え合わせをして，生徒
自身の振り返りの機会を作ることと，家庭に持
ち帰り，両親など大人との会話の話題提供にし
てもらうことを目的するためである．生徒たち
の発想は実に豊かで自由であり，授業を提供し
ている者にとっても楽しみな点であり，一部を
紹介する．

　「止める気にさせる言葉」では，「卒煙して長生
きして，私の子どもの面倒を見てほしいので，
卒煙を応援するよ」，「川柳」では「その一本　泥
沼への　第一歩」と切実な句があれば，「なぞか
け」では，「タバコとかけて陸上選手ととく　そ
のこころはびょうき（病気・秒	気）になります」
などウイットに富んだ作品にも頻繁に出会え
る．文字表現が苦手でもイラストで素晴らしい
作品を作成する生徒も少なくない．
　各コーナーに設置する教材，伝えたい内容，
スタッフを表２にまとめた．参加する生徒数や
開催場所などは，学校側と相談の上，臨機応変
に対応する．

４． 「なぜタバコを売っているか」に如何に答え
るか

　最終のレクチャーパートである「⑧	タバコの
社会的環境」を伝えることは，小学校高学年以
上では必須と考えている．この点を省くと授業
後の感想で「では，なぜ売っているの」「それな
ら売らなければいいのに」という記述が散見さ
れる．よって，この部分を省くことは，だめな
ことを表面的にしか伝えない建前論を伝えられ
たと受け取られ，大人の欺瞞と感じ，却って，

図4 ワークシートプリント
図２　ワークシートプリント
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教育効果を弱める可能性がある．「若い細胞ほど
タバコの影響が大きいから，20歳までは吸って
はいけない」という文言も同じような取られ方
をする可能性がある．
　そして，タバコ生産・販売に関わっている保
護者の方もあり，タバコ問題をそれらに携わる

「人」や「会社」の問題，という伝え方はしてはな
らない．つまり，タバコ販売の仕組みが明治時
代の専売制度に始まり，生産者や販売者がそれ
を生活の糧にする以上，「明日から売らないよう
にする」などの急激な変化は難しいことや，こ
のような経済的な課題がタバコ問題の解決を難
しくしていることも併せて伝える．また，世界
的に見てもその点が問題であり，FCTC第17条
では，タバコ産業に関わっている農家や小売業
者へ転作・転業支援を国が行うように記してい
る．しかし，この点が国会で議論に上がったり，
マスメディアが取り上げたりすることがないこ
とも，タバコの社会的環境として我が国の特徴
である．この点は授業で伝える必要はないが，
授業に携わる者としては知っておくべき内容で
ある．
　タバコの社会的認容の現状についても言及す
べきで，最近はタバコのみならず，アルコール，
携帯ゲームなども若年層をターゲットに，マス

メディアを通じた巧妙なマーケティングを展開
しており，そのような環境に自分たちがいるこ
とに気付いてもらうことで，リテラシー向上に
も役立ち，広く社会へ出ていく準備にもなり，
学校側の授業に対する肯定的な受け取りにな
り，授業の継続に寄与していると考えている．

５．授業の方向性や考え方
　喫煙防止教育の標的行動を，知識の強化や現
在の喫煙防止とせず，「生涯を通じて吸わない」
という「意思決定」とすることは，真の意味での

「生涯教育としての健康教育」と言える．「タバコ
が身体に悪い」と分かりながら「吸ってしまう」

「吸い続ける」ように，理性で理解しても，その
意図通りに行動しない理由を研究する「行動経
済学」の視点が注目されている．行動経済学で
は，人の意思決定の過程には２つの機能，「シス
テム１」（直感，感情に基づく早い思考）と，「シ
ステム２」（合理的，論理的思考に基づく遅い思
考）が関与するとされている11）．私たち医療者が
健康改善のために行う取り組みは，知識の伝達
など理性に訴えかけるシステム２で行ってき
た．例えば，肥満の改善のためには肥満のリス
クを訴えることが大切で，それによってさまざ
まな病気を引き起こすことを，患者が理解でき

表２　体験参加型コーナーの内容
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れば食事や運動の生活習慣が変わる，という前
提に立って，説明，指導，教育をしてきたとい
うことである．一方で，不適切な生活習慣に直
結する嗜好品を販売する民間企業の広告戦略
は，考えさせる間を与えず，直感的なシステム
１に基づいて設計・企画されており，医療関係
者が理性に働きかけるだけでは，生活習慣病の
改善を目指すのは難しい．
　喫煙防止教育においても，ただ単に，知識の
強化を目指すだけでなく，喫煙する家族や友人
を思う気持ちや健康を気遣う気持ちの大切さに
気づき，感情的，直感的に喫煙しないことの重
要性が認知されことは重要であり，加えて論理
的に知識が強化されることで，将来にわたって
の意思決定に影響を及ぼす可能性がある．
　因みに，当方のタバコフリーキャラバンでは，
授業での最後の動画で，オーストラリアの口唇
がん患者が訴える禁煙無料電話相談のCMを提
示している．口唇がん治療で，口唇周辺の皮膚
が変形してしまった人が，皆には私のように
なって欲しくないという優しい気持ちで「止め
るのは大変だけど止めないともっと大変になる
よ」と語りかけるのを見てもらい，見た目で判
断するのではなく，物事の本質に気付く大切さ
を実感してもらっている．

６．既に喫煙している生徒への対応
　最後に，既に喫煙している生徒への対応等に
ついて記す．喫煙防止授業である故に「吸って
いない生徒に吸わせない」教育をすることが前
提であるが，現実にはさまざまな理由から喫煙
する生徒がいて，授業を受けることで，最も悩
み，惑うのが彼らである．学校現場での卒煙支
援に理解のある学校で，NPO保健師が授業後も
積極的に関与し，喫煙生徒の卒煙を支援した
ケースがあった．禁煙補助薬は使用せず，一般
的なカウンセリング等のみで約３割の生徒が卒
煙に至っている．因みに，生活指導等により学
校には「喫煙生徒はいない」という建前があり，
学校での卒煙支援は「喫煙生徒がいる」ことを公
式に認めることになる，という理由から，学校
内で卒煙支援をすることに対して拒否的な反応

があることが多い．しかし，現実には卒煙でき
ないまま進学し，喫煙継続のみならず，他の薬
物に手を出しているケースもあり，学校の現場
での卒煙支援はこのような観点からも，今後と
も課題であると言える．
　授業を行った学校において，卒煙支援が成功
することで，生徒の進路や生活などが好転した
例もある．授業後，生徒２名（１人で喫煙して
いるケースは少なく，グループで対応する方が
功を奏するケースが多い）で卒煙に挑戦し，養
護教諭とNPO保健師の協力により卒煙に至り，
諦めていた勉学に取り組み，無事進学し，その
後看護学校を経て，看護職に就いた生徒がいる．
生徒が喫煙に至るのは，友人関係，家庭環境な
どさまざまな要因が関係しており，彼らに吸わ
せてしまう個人の環境や社会の存在にも視線を
向ける必要がある．卒煙支援で関わる場を設け
ることで彼らに居場所ができ，卒煙できたこと
が自信となり，将来への希望や挑戦に目を向け
ることは希ではない．生徒たちを社会へ送り出
すことも学校の役目だとすれば，「喫煙させられ
た」生徒たちへの卒煙支援は学校の役割とも言
えると考えている．

おわりに　　　　
　
　喫煙防止教育以外にも，最近は，がん，薬物
乱用防止，アルコール，性感染症など，多岐に
わたる健康教育が求められ，外部講師が関わる
べき内容が多くなっている．一方で，我が国に
おけるリスク要因別の関連死亡者数で最大の死
亡原因になっているものが喫煙である（図３）12）

ことを念頭に置けば，学校における健康教育と
して欠かざるべきものである．学校は，地域に
は必ずあり，学校を起点としてさまざまな情報
発信が可能であり，貴重な社会資源であるとも
言える．地域の医療に携わっている方々が，地
域全体を見据えた活動として，そして，地域の
子どもたちが自分らしい選択を行い，持続可能
な地域の構築，活気につながるような成長の一
端を担っていただければ，望外の極みである．
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JADECOM特設サイトのお知らせ

https://jadecom-special.jp

お問い合わせ

〒102-0093　東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 15F
公益社団法人　地域医療振興協会　研究所事務部

TEL：03-5212-9152　担当：須藤

jadecom 会員／ JADECOM 特設サイト

取材にご協力いただいた先生方／2018年 10月現在
髙久史麿先生／笹井平先生／望月崇紘先生／崎原永作先生／並木宏文先生／深谷幸雄先生／垣花一慶先生
吉野 淨先生／小池 宏明先生／関口 忠司先生／原田 昌範先生 ほか

地域医療振興協会ホームページに2017年の12月に開設した「JADECOM特設サイト」。
自治医大の卒業生を始めとした、地域医療に情熱をそそぐ医療者たちに取材を行い、ウェ
ブを通じて会員へ情報をお届けしています。
開設以来、月ごとにコンテンツの追加を行い、内容も充実してまいりました。ぜひ一度ご覧く
ださい。そして「義務明け後、地域医療から離れていたがもう一度地域医療をやってみたい」、
「地域医療への情熱を思い出した」という方はぜひ協会へご一報をお願いします。
地域医療振興協会はその気持ちを全力でサポートします。
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はじめに

　病理診断は，疾病の診断，治療方法の選択や
治療効果の判定など，臨床上重要な役割を果た
しており1），良質かつ適切な医療を提供するた
めのシステム整備が求められている．
　病理診断については，日本医療機能評価機構
の医療事故情報収集等事業（以下，本事業）にお
いて，「医療安全情報 No.71：病理診断報告書の確
認忘れ（2012年10月）」が公開され，病理検査を
行った際に検査結果の報告書を確認しなかった
ため，治療が遅れた事例が８件報告されている
ことが記載されている2）．本連載でも，第51回
に「『病理診断報告書の確認忘れ』に関連したア
クシデント」というテーマで事例の発生要因と
未然防止対策について検討している3）．
　本事業において，最近公開された「医療安全
情報 No.150：病理診断報告書の確認忘れ−上部
消化管内視鏡検査−（2019年５月）」では，前記の

「医療安全情報 No.71」で取り上げられた事例の
類似事例が，その後35件報告されていること，
および，そのうち26件が上部消化管内視鏡検査
の生検組織診断の事例であったことが記載さ
れ，病理診断報告書を確認しなかったことによ
り治療が遅れた事例が，再度報告されているこ
との注意喚起がなされている4）．
　タイムリーに病理診断の指示がなされ，病理
診断の実施により早期に異常に気づく機会が

あったにもかかわらず，確認忘れや確認不足に
よって，不可逆的な状況や患者に重大な影響が
発生する事態は，回避されるべき喫緊の課題で
ある．臨床現場で，“病理診断報告書の確認忘れ”
に関わるアクシデント事例が発生することで，
患者への重大な不可逆的な影響が発生する可能
性，および医療機関の信頼をも揺るがしかねな
いことなど，直接的，および二次的な影響の発
生を踏まえて，未然防止に取り組む必要がある．
“病理診断報告書の確認忘れ”に関わるインシ
デント・アクシデント事例の発生を未然防止す
るためには，自施設における病理診断に関わる
システム整備とその管理についての現状評価が
欠かせない．過去に“病理診断報告書の確認忘れ”
に関わるインシデント・アクシデント事例が発
生していない場合でも，今後，発生する可能性
を想定し，関与する医師，看護師，臨床検査技師，
事務職員などのさまざまな職種が連携して，リ
スクアセスメントを実施することが望まれる．
　そこで，本稿では，「なぜ，“病理診断報告書の
確認忘れ”に関わるインシデント・アクシデント
事例が防止できないのか？」という疑問に焦点
を当て，事例の発生要因から未然防止対策を検
討したい．
　本稿では，アクシデントを「患者に何らかの影
響が及んだ事例」，インシデントを「患者に影響
が及ばなかった事例，もしくはタイムリーな介入
により事故に至らなかった事例や状況」とする．
また，日本医療機能評価機構の資料を使用す

第70回
“病理診断報告書の確認忘れ”に関わる

アクシデントの未然防止！
－事例の発生要因から考える未然防止対策－

公益社団法人地域医療振興協会 地域医療安全推進センター長　石川雅彦

Let’s Try！
医療安全 具体的事例から考える医療安全！“未然防止の取り組み”
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る際には，アクシデントを「医療事故」，インシデン
トを「ヒヤリ・ハット」という言葉を用いる．

“病理診断報告書の確認忘れ”に
関わるアクシデント

　「病理に関連した医療事故」については，本事
業の第24回報告書で，個別のテーマの検討状況
として取り上げられており5），さらに，本事業
の第55回報告書（以下，本報告書）において，再
発・類似事例の分析として“病理診断報告書の確
認忘れ”が取り上げられ，「医療安全情報 No.71」
の集計期間後の2012年９月以降に報告された再
発・類似事例35件中，上部消化管内視鏡検査の
生検組織診断26件を分析対象としている6）．
　本報告書によると，事故の程度では，26件中，

「死亡：１件」「障害残存の可能性がある（高い）：
３件」「障害残存の可能性がある（低い）：９件」，
および，治療の程度としては，「濃厚な治療：13
件」「軽微な治療：３件」などが挙げられており，
患者にさまざまな影響が発生していることが伺
える．
　また，病理検査後，病理診断報告書を確認し
ていなかったことに気づいた時期では，「２年以
上：10件」「１年〜２年未満：８件」などで，最も早
い事例では「２ヵ月後」，最も遅い事例では５年
後に病理診断報告書を確認していなかったこと
に気づいていたとのことであった（表１）．
　さらに，病理診断報告書を確認していなかっ

たことに気づいた発見者は，「同職種者である医
師によって発見された事例：15件」であり，その
他は「当事者本人が発見した事例：８件」「他職種
者によって発見された事例：３件（診療情報管理
士２件，看護師１件）」とのことであった（表１）．
　病理診断報告書を確認していなかったことに
気づいたきっかけは，「患者に症状が出現し，精
査・治療を行う際に過去の検査結果を確認し
た：12件」が最も多く，次いで「上部消化管内視鏡
検査を行った際に過去の検査結果を確認した：
４件」「がん登録の際に病理診断報告書を見た：
３件」「院内で検査結果の追跡調査を行った：３
件」などが挙げられていた（表２）．
　具体的な事例の内容としては，「大腸癌の術前
検査のため消化器内科医師は上部消化管内視鏡
検査を施行し，生検を行った．外科に転科後に
病理診断報告書が作成され，消化器内科医師は
結果を確認しなかった．外科医師は，生検が行
われていたことを把握していなかった．両診療
科間では病理診断報告書の確認や患者への説明
について取り決めがなかった．大腸癌の手術か
ら４年後，貧血の精査のため上部消化管内視鏡
検査が行われた．その際，４年前の病理診断報
告書に胃癌と記載されていることに気づいた」4）

「腎代謝内科受診時に貧血を認め，上部消化管内
視鏡検査を実施した．生検を実施し，結果が報
告されていたが，担当医は気づかず，鉄欠乏性
貧血と胃潰瘍との診断で内服治療を行った．担
当医も，内視鏡検査を施行した消化器内科医師

表１　気付いた時期と発見者

（日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業，第55回報告書より）

（表１） 気付いた時期と発見者

気付いた時期 件数

６ヵ月未満 ４

６ヵ月未満～１年未満 ４

１年～２年未満 ８

２年以上 １０

合 計 ２６

発見者 件数

同職種者 １５

当事者本人 ８

他職種者 ３

合 計 ２６

（日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業、第55回報告書より）
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（表２） 気付いたきっかけ

気付いたきっかけ 件 数

患者に症状が出現し，精査・治療を行う際に過去の
検査結果を確認した

１２

上部消化管内視鏡検査を行った際に過去の検査
結果を確認した

４

がん登録の際に病理診断報告書を見た ３

院内で検査結果の追跡調査を行った ３

外来診察時に病理診断報告書を見た １

他科受診時に他科の医師が病理診断報告書を見た １

詳細不明 ２

合 計 ２６

（日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業、第55回報告書より）
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も，生検結果（病理組織診検査報告書）の確認を
怠った．生検の１ヵ月後に腎代謝内科担当医の
退職時，後任医師には胃潰瘍で申し継がれ，後
任医師も検査結果等の確認をしていなかった．
７ヵ月後に通過障害が出現し，上部消化管内視
鏡検査が実施され，胃癌疑いで入院となった．
この時，７ヵ月前の生検結果の存在を確認し，
治療開始が約７ヵ月遅れたことが判明した」6）「泌
尿器科医師（主治医）が術前スクリーニング目的
で消化器内科に対診依頼した．消化器内科医師

（検査医）が上部消化管内視鏡検査を施行し，生
検を行った．２週間後，患者が泌尿器科外来受
診時に，主治医が検査結果を確認したところ病
理検査結果の所見が出ていなかった．主治医は，
次回受診時に生検結果の有無の確認をすべきと
ころ，確認しなかった．検査医は，病理検査結
果が報告され次第，内視鏡結果報告書に記載す
べきところ記載を失念した．５ヵ月後，検査医
が検査結果（十二指腸癌）確認の失念に気づき，
主治医に連絡した」6）などが報告されている．

具体的事例から考える
事例の発生要因

　各医療機関でも，“病理診断報告書の確認忘れ”
に関わるインシデント・アクシデント事例の未
然防止対策は実施されていると思われるが，現
状では，“病理診断報告書の確認忘れ”に関わる
インシデント・アクシデントの事例発生が報告
されている．

　ここでは，本事業の事例検索7）に掲載されて
いる事例（以下，本事例）を基に，“病理診断報告
書の確認忘れ”に関わるアクシデント事例の発生
要因から事例発生を未然防止するシステム整備
について検討する．

事例「病理組織診断結果の確認忘れ」
【事故の内容】
・患者は重症筋無力症の鑑別診断目的で神経内科に入院

した．
・胸部CTで肝臓・膵臓精査の読影コメントあり，神経内

科の主治医Aは消化器内科に診察依頼した．
・消化器内科の診察医Bは腹部エコー実施後，上部消化管

内視鏡検査を予定した．
・検査医Cは上部消化管内視鏡検査を施行し，胃潰瘍の病

変部に生検を実施した．
・検査医Cは内視鏡検査報告書を作成し，胃潰瘍と記載し

た．
・診察医Bは内視鏡検査報告書を確認し，主治医Aに返書

を作成し，「病理結果も御参照ください」と入力した．
・主治医Aは診察医Bの返書を確認し，胃潰瘍に対して薬

剤を処方した．
・翌日，病理組織診断報告書が作成され，配付用報告書

が印刷され，翌々日に電子カルテに結果が登録され，
配付用報告書は，報告書に主治医登録された消化器内
科検査医C宛てに配付された．

・患者は重症筋無力症と胃潰瘍への投薬治療が継続され，
退院となった．

・病理組織診断結果は，診察医B，主治医Aのいずれから
も説明されなかった．

・患者は３ヵ月後に転倒して左肘を骨折し，筋力低下と
廃用性筋委縮を生じて神経内科に入院した．

・入院後，胃痛・胃もたれ（タール便１回あり）が継続し，
消化器内科で上部消化管内視鏡検査が実施された．

・この際，検査医Dが前回の内視鏡データと比較したとこ
ろ，前回の生検結果が低分化癌であった事が判明した．

・再度生検が行われ，転移精査で胃癌のステージ４と判
明した．

（日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 事例検索より
抽出，一部改変）

　本事例の背景要因としては，「実施された生検
の病理組織診断報告書の確認と結果説明を行う
に当たり，３者間（消化器内科診察医，消化器
内科検査医，神経内科主治医）のコミュニケー
ション不足」「チェック体制の不備」「病理結果の
患者説明の機会が作られていなかった」「電子カ
ルテで医師が確認したとする電子認証システム
が無かった」などが挙げられていた．本事例を，
インシデント・アクシデント事例分析法の一つ
であり，事例発生の原因を当事者のみの問題と
して終始せず，システムやプロセスに焦点を当

表２　気付いたきっかけ

（日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業，第55回報告書より）
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てて根本原因を明らかにするという特徴がある
根本原因分析法（Root Cause Analysis, 以下
RCA）の考え方で振り返り，未然防止対策を検
討する．
　本事例を，RCAの特徴であるシステムやプロ
セスに焦点を当てて検討すると，「なぜ，患者が
３ヵ月後に左肘骨折による入院をする前に，病
理組織診断結果の確認忘れに気づくことができ
なかったのか？」「なぜ，主治医A，診察医B，検
査医Cという複数の医師が関与したにもかかわ
らず，病理組織診断結果の確認忘れに気づくこ
とができなかったのか？」「なぜ，主治医Aは診
察医Bの返書を確認し，胃潰瘍に対して薬剤を
処方した際に，診察医Bの返書に記載されてい
た“病理結果も御参照ください”というコメント
に対応しなかったのか？」「なぜ，全ての診断結
果を確認したか，確認もれがないかをチェック
できなかったのか？」などの疑問が浮かぶ．
　ここでは，さらに「なぜ，翌日，病理組織診
断報告書が作成され，配付用報告書が印刷され，
翌々日に電子カルテに結果が登録され，配付用
報告書は，報告書に主治医登録された消化器内
科検査医C宛てに配付されたにもかかわらず，
患者には病理診断結果が説明されなかったの
か，複数のプロフェッショナルの関与で確認忘
れを退院前に発見できなかったのか」という疑
問に焦点を当てたい．
　本事例の背景要因に記載されている「実施さ
れた病理組織診断報告書の確認と結果説明を行
うに当たり，３者間（消化器内科診察医，消化
器内科検査医，神経内科主治医）のコミュニケー
ション不足」「チェック体制の不備」「病理結果の
患者説明の機会が作られていなかった」という
要因にも注目する必要がある．
　本事例のように，病理検査のオーダー，検査
実施，結果の説明，という一人の患者への一連
のプロセスを複数の診療科の複数の医師が担当
しているという状況は，医療機関の違いはあっ
ても想定される状況と思われる．例えば，「コ
ミュニケーション不足」であるが，異なる診療
科の複数の医師はもちろんのこと，関与する多
職種も含めた良好なコミュニケーションとし

て，具体的にどのような状況を求めているのだ
ろうか．
　「チェック体制の不備」についても，自施設に
おける現状のどのようなチェック体制の不備が
あるのか，整備されていない部分や内容の不足，
あるいは個々の理解の違いがあるのか，などに
ついて，さらに“なぜ”を深めることで，個人の
注意力のみに頼らない未然防止対策の検討が求
められる．
　本報告書において分析された，病理診断報告
書を確認しなかった背景・要因としては，「病理
診断報告書の確認に関するシステム」が挙げら
れ，病理診断報告書の確認に関する何らかのシ
ステムがあった場合でも，“病理診断報告書の確
認忘れ”が発生していることが挙げられている．
具体的には，「病理診断報告書が作成されたこと
が通知されるシステムがあったが，病理検査を
依頼した医師（内視鏡検査担当医）に通知され，
内視鏡検査を依頼した医師（主治医）には通知さ
れなかった」「報告書の文書配布担当者の変更に
よる引継ぎの不備や手作業での注意喚起実施の
忘れ」などが挙げられている．
　ほかに，本報告書における病理診断報告書を
確認しなかった背景・要因としては，「連携・情
報共有（診療科内，診療科間，職種間）」「患者の
疾病・病態」「カルテの記載」「報告書の作成時
期」「確認体制・仕組み」「患者」などが挙げられ
ている．前記の事例にもあるように，「連携・情
報共有（診療科内，診療科間，職種間）」につい
ては，さまざまな課題があると考えるが，病理
診断結果の確認や患者への説明について診療科
間で明確な取り決めがなかったことなどに注目
することが重要である．
　これらの発生要因も考慮して，“なぜ”を深めて
事例の発生要因を検討すると，“病理診断報告書
の確認忘れ”に関わるアクシデント事例の発生要
因としては，ヒューマンファクターとしての「確
認を怠る」「確認を忘れる」「思い込み」だけでな
く，システム要因・環境要因としての病理診断
報告書の確認に対する，１）診療科間・診療科
内・多職種間の確認ルールが未整備（内容が不
十分），２）確認ルール遵守状況の現状評価未実
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施（遵守できないのか・しないのか？），３）関
与する複数の医療者間の連携が不十分であるこ
とにより発生するリスクの共有が未実施，４）
確認もれの有無をチェックできる電子的なシス
テム整備だけに頼らない“チーム力”を発揮した
対策の未整備，５）診療科間・診療科内・多職
種間の連携と“チーム力”発揮による成功事例を
活用した職員教育の未実施，などが考えられる．

“病理診断報告書の確認忘れ”に
関わるアクシデントの未然防止対策

　“病理診断報告書の確認忘れ”に関わるアクシ
デント事例発生を未然防止するためには，明ら
かになった発生要因に対応して，１）診療科間・
診療科内・多職種間の確認ルールを整備（内容
の見直し，充実），２）確認ルール遵守状況の現
状評価の実施（遵守できないのか・しないのか
を明らかにする），３）関与する複数の医療者間
の連携が不十分であることにより発生するリス
クの共有を実施，４）確認もれの有無をチェッ
クできる電子的なシステム整備だけに頼らない
“チーム力”を発揮した対策の整備，５）診療科
間・診療科内・多職種間の連携と“チーム力”発
揮による成功事例を活用した職員教育の実施，
などの未然防止対策が考えられる．
　これらの防止対策実施により，ヒューマン
ファクターとしての「確認を怠る」「確認を忘れ
る」「思い込み」を防止，あるいは患者に不可逆
的な影響が発生する前にこれらのヒューマン
ファクターに気づくことで，事例発生を未然に
防止することや，影響を最小にすることが期待
される．
　１）の「診療科間・診療科内・多職種間の確認
ルールを整備（内容の見直し，充実）」について
は，２）の「確認ルール遵守状況の現状評価の実
施（遵守できないのか・しないのかを明らかに
する）」も併せて検討する．ここでは，病理診断
実施から結果確認（患者への説明）までのプロセ
スを“見える化”することで，自施設の現状を把
握し，確認ルールのどこに問題があるのかを明
確にすることが重要である．異なる診療科の複

数の医師や多職種の，「誰が」「どのタイミング
で」「何を」「どのように」確認をするのか，さらに
“確認忘れ”をどのようにチェックするのかまで
含めて具体的なルール整備が望まれる．
　病理診断実施から結果確認（患者への説明）ま
でのプロセスを“見える化”することについては，
病理診断報告書確認のシステム整備のポイント
として，「検査医は主治医に“何を”“どのように”伝
えるのか」「作成された病理診断報告書は，“誰に”
“どのように”通知されるのか」「病理診断報告書
の確認，および患者への説明は，“誰が”“どのタ
イミングで”“どのように”実施するのか」を明確
にすることが求められる（図）．個々の職員によ
る解釈の違いや思い込みが発生しないよう，自
施設の現状も踏まえた具体的なルールの検討が
望まれる．
　３）の「関与する複数の医療者間の連携が不十
分であることにより発生するリスクの共有を実
施」では，本稿でも紹介している他施設で発生
した事例を活用した情報提供や，多職種の参加
による具体的事例を用いたリスクアセスメント
トレーニングの実施も検討したい．
　４）の「確認もれの有無をチェックできる電子
的なシステム整備だけに頼らない“チーム力”を
発揮した対策の整備」としては，本報告書に改
善策として記載されている「未読を防止するシ
ステムの導入」の検討も望まれる．しかし，現
状では，電子的なシステムが整備されている状
況でも事例が発生していることから，関与する
職員のヒューマンエラーの可能性を考慮し，病
理診断報告書を印刷して配布することや，病理
診断報告書が確認されているかを定期的に
チェックするルール（誰が，いつ，どのように）
を整備することなど，“チーム力”を発揮した複数
の対策を併せて実施することも求められる．
　５）の「診療科間・診療科内・多職種間の連携
と“チーム力”発揮による成功事例を活用した職
員教育の実施」では，具体的な事例を活用した
トレーニングを検討したい．例えば，前記の本
報告書に記載されている，病理診断報告書を確
認していなかったことに気づいた発見者におけ
る，「他職種者によって発見された事例：３件」
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（表１）では，診療情報管理士が２件，看護師が
１件であったという情報を提供することで，
“チーム力”を発揮して成功事例（事例発生の未然
防止，インシデントでとどめる，など）へ導く
ヒントに気づくことが期待できる．
　さらに，前記の本報告書に記載されている，
病理診断報告書を確認していなかったことに気
づいたきっかけの「院内で検査結果の追跡調査
を行った：３件」（表２）などから，“病理診断報告
書の確認忘れ”に関わるアクシデント事例の防止
対策の可能性にも気づくことを期待したい．
　本事例の改善策には，「患者にも内視鏡検査報
告書を渡し，生検を実施した場合は結果の説明
日を設定しておく」「配付された病理組織診断報
告書を確認した際は，診療録に記載し，配付さ
れた報告書へ確認者のサインをする」「病理組織
診断報告書の結果が確認されているかの確認シ
ステムを検討」などが報告されていた．
　本報告書には，報告事例の改善策として，「病
理診断報告書の確実な確認」「重大な所見の通
知」「未読を防止するシステムの導入」「外来受診
日の設定」「患者への説明」「情報共有」「その他」
などが挙げられている．「重大な所見の通知」で
は，「特に重大な結果については，直接医師に連
絡する仕組みを検討する」「病理検査で悪性所見

があったものについては，全例，担当科の部長
へファイルを送り，主治医が適切な処置をして
いるかチェックする運用に変更した」などが報
告されている．“病理診断報告書の確認忘れ”に関
わるアクシデント事例の未然防止対策を自施設
で検討する際には，これらの検討例も参考にし
たい．

“病理診断報告書の確認忘れ”に
関わる事例の未然防止と今後の展望

　本稿では，“病理診断報告書の確認忘れ”に関
わるアクシデントをテーマとし，「なぜ，“病理診
断報告書の確認忘れ”に関わるインシデント・
アクシデント事例が防止できないのか？」とい
う疑問に焦点を当て，事例の発生要因から未然
防止対策を検討した．“病理診断報告書の確認忘
れ”に起因する患者への重大な影響の発生を防
止するためにも，現状評価を実施し，リスクを
回避するシステムを整備することは，喫緊の課
題である．
　“病理診断報告書の確認忘れ”と併せて検討し
たい内容として，「画像診断報告書の確認不足」
が挙げられる．画像診断については，本事業に
おいて「医療安全情報 No.63: 画像診断報告書の

（図）病理診断報告書確認のシステム整備のポイント
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図　病理診断報告書確認のシステム整備のポイント
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確認不足（2012年２月）」が公表され，さらに，「医
療安全情報 No.138：画像診断報告書の確認不足

（第２報）（2018年５月）」でも，繰り返しの注意喚
起がなされている8）．本連載でも，第32回に「“画
像診断報告書の確認不足”に関わるアクシデン
ト」というテーマで未然防止のシステム整備に
ついて検討している9）．双方の事例の発生要因，
および防止対策に共通する内容も少なくないと
思われるため，併せて検討することが望まれる．
“病理診断報告書の確認忘れ”に関わるインシ
デント・アクシデント事例の未然防止対策の検
討結果のうち，「画像診断報告書の確認不足」事
例にも共通するもの・異なるものを考慮して活
用することを検討したい．
　病理診断は，疾病の診断，治療方法の選択や
治療効果の判定など，臨床上重要な役割を果た
している1）ことを改めて想起すると，病理診断
報告書の確認は，その結果を活用して疾病の診
断，治療方法の選択や治療効果の判定など，患
者に良質かつ適切な医療を提供するための一つ
のプロセスである．病理診断報告書の確認の有
無に終始せず，本来の目的が達成されるシステ
ムが整備されているか否か，自施設の現状評価
が急がれる．
　“病理診断報告書の確認忘れ”に関わるアクシ
デント事例の発生要因の傾向を分析するには，
“見える化”したプロセス個々におけるリスクを
多職種で検討することが欠かせない．今後，病
理診断報告書の確認の結果を活用して疾病の診
断，治療方法の選択や治療効果の判定など，患
者に良質かつ適切な医療を提供するため，診療
科内・診療科間，多職種間など，関与するさま

ざまな職種でも，共通認識が可能な標準化され
た確認ルールの整備とその遵守状況の現状評
価，およびフィードバックを含めたシステム整
備が期待される．
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Ｘ線クイズ
練馬光が丘病院放射線科 科長　伊藤大輔

ちょっと画像でCoffee Break

XP1　来院時胸部単純X線立位正面像

?
70代男性．　
1ヵ月前より38℃の発熱．かかりつけ医にて抗生剤投与等されたが改
善なく来院．潰瘍性大腸炎の既往あり．胸部単純X線を示す．所見は？

662（66）
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ちょっと画像でCoffee Break
Ｘ線クイズ

　右肺優位に末梢優位に分布するすりガラス～
浸潤影あり

所見：右肺には末梢優位に分布するすりガラス～
浸潤影を多巣性に認める．よくみると左肺にも
同様の陰影が散見される．所見としては特発性
器質化肺炎（cryptogenic	organizing	pneumonia：
COP）のパターンである．背景肺には気腫性変化

があり，気管支拡張/壁肥厚も認めている．
　潰瘍性大腸炎に対するメサラジンの服用中で
あり，薬剤性肺障害が疑われた．
　薬剤の中断とステロイド治療により，症状は
改善した．また単純X線上陰影の消失も得られ
ている．

CT1

CT3

CT2

CT4

663（67）
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＜薬剤性肺障害＞
　薬剤性肺障害は“薬剤を投与中に起きた呼吸
器系の障害の中で，薬剤との関連があるもの”
と定義されている．全ての薬剤が原因となり得
る疾患である．
　発症時期は一般には薬剤投与開始から数週～
数ヵ月のことが多い．本症例では投与から約
10ヵ月の発症であった．
　一般に急性発症の場合，非心原性肺水腫や
急性間質性肺炎の臨床像を呈し，慢性発症で
は特発性器質化肺炎（cryptogenic	organizing	
pneumonia：COP）や非特異性間質性肺炎（non-
specific	 interstitial	pneumonia）の臨床像を呈す
ることが多い．
　薬剤性肺障害は肺胞，気道，血管，胸膜など，

どの部位にも起こりうるため，画像所見は傷害
された部位によって多彩である．また予後も臨
床像によって大きく異なる．
　本症例のようなCOPパターンを呈した薬剤性
肺障害は比較的予後良好であり，断薬のみでの
改善もありえる．ステロイド治療に対する反応
もよいとされる．COPパターンの場合は細菌性
肺炎が鑑別として重要になるため，臨床像から
の判断が必要である．

診断　メサラジンによる薬剤性肺障害

参考文献

胸部のCT第４版．村田喜代史ほか編，MEDSI．

抗生剤投与で改善しない末梢優位の多発陰影……薬剤性肺障害も鑑別にPOINT

XP2　陰影の消失を認める

664（68）
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.F�-FBSOJOH

椑俊

+ADECO.生֔ڭҭ F�-FBSOJOH 紹介

　渡辺英寿先生は自治医科大学脳神経外科の客員教
授をしつつ，厚生労働省で労災認定の仕事をしてお
られます．今回は手術用ナビゲーションシステムの
開発について解説していただきます．
　1980年代から世界に先ۦけて，渡辺先生は手術支援
用のナビゲーションシステムの開発に取り組みまし
た．CT画像をコンピュータ画面に表示することさえ
苦労した時代で，Basicでプログラムを書いていまし
た．６本の緾木を組み合わせ，関節部分の֯度を読
み込んで三֯関数で先端部の位置を計算し，実際の
頭部の三次元の位置を組み合わせて，CT画面上にプ
ローベがある位置をカーソルで示すというものでし
た．実用化するまでに15年ほどを要しました．
　現在使われているナビゲータはCT，MRIの画像上
にカーソルが出てきて，今どこにいるかを示してく
れるものです．手術をしながら術野から目をҳらせ
てナビゲータ画面を見て位置を確認し，画面と術野
を脳内ですり合わせてから術野に戻る必要がありま
す．また，センサーがカバーできる範囲が狭いので，
ナビゲータがずれるとトラッキングができなくなり
ます．
　その不便さを解決するために，手術画面の上にそ
のまま目的の三次元画像が映るようにしました．まず

患者のMRI画像を頭部のデジタルデータに置き換えま
す．部屋の天井に６つのカメラを取り付け，そのカメ
ラはタブレットの６つの光学マーカーを検出し，タブ
レットの位置を計測．プローベで患者の両耳と両目の
間の３点の位置を入力，コンピュータ上のデジタル
データと位置合わせして，全方位から三次元画像が
オーバーラップできるようになります．最近はスマー
トグラスが進歩し，画面を通して実際の画像が見える
ようになりました．これによって，フリーハンドで手
術を行うことができます．
　臨床現場では，腫瘍の位置のほか，血管や神経の
走行も表示できるので，傷つけてはいけない部分を
確認しながら手術を進めることができます（図１）．ま
た，あらかじめ腫瘍の位置を確認することで開頭デ
ザインができます．
　現在までに32例の症例で臨床的な検討を行いまし
た．マクロ下で27例，顕微鏡下では３例，定位生検
をする場合に２例使ってみました．いずれもよい成
績で，多くは腫瘍に対する手術であります．
　この技術は光学，物理化学の技術を手術の場へ持
ち込むということで実現しています（図２）．新しい
技術を観察することで，今後の発展に寄与するもの
と思います．

渡ลӳण先生の
「֦ு࣮ݱを༻いた৽しいφϏήʔタʢT7Nʣの։ൃ」

（６月１日浐৴）

ˎ渡辺英寿先生のレクチャーの詳細は，６月１日配信のJADECOM生涯教育e-Learningをぜひご覧ください．

conclusion

• AR技術を用いて直感的なナビゲーション支援が可能となった

•機能画像も含め様々な術前画像を統合表示することが可能

•表示装置もタブレットを基本とし、顕微鏡やスマートグラスな
どの試用も可能である。

椓１　血管をආけながらखज़を棿める 椓２　φビήータٕज़のまとめ



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019

Ӆذ域࿈合立Ӆذ島前病院内科

福田૱司

隠
岐
の
夏
，
祭
り
の
夏

　長田先生お疲れ様です．沖縄の夏は賑やかそうですね．隠岐も

夏は人が多くなりとてもにぎやかです．冬場の日本海は海が荒

れて船が欠航することが多くなるため，隠岐では夏に帰省して

くる人が多くいます．同窓会や成人式も夏に開かれます．また２

年に１回大きなお祭りが開かれるため，祭りの年はさらに人が

多くなります．今年はその大祭りの年なのできっと賑やかだろ

うなと思います．

　隠岐の祭りは独特です．いわゆるお祭りと言えば，神社や路肩

に出店がずらーっと並び，御神輿や神楽が出て賑やかに開かれ

るものと思います．隠岐では御神輿や神楽が出て，出店もほんの

少し有志の皆さんが出すこともありますが，お祭りのメインは

各家庭です．各家庭でとんでもない量の御馳走をそれぞれ準備

して，道行く人々を招き御馳走を振る舞います．各家庭はどんな

人が訪れたかということで祭りの成果を誇るというスタイルで

す．今でこそ慣れた風景ですが，初めてこのスタイルの祭りに参

加したときはとても戸惑いました．院長，町長，副町長などいわ

ゆる偉い人が来てくれることで「うちには誰が来た」と近所に誇

ることが出来るため，本当に腕によりを掛けたごちそうの準備

をしています．祭りの時期は各家庭の奥様たちが憂鬱な顔をし

ていることを見るときもあります．

　沖縄もそうでしょうが，夏は海の事故が多いのも離島の病院

で見られる特徴の１つではないでしょうか．釣り針が刺さった，

ウニを踏んづけた，溺れて水を飲んだ，船が座礁して倒れたなど．

軽い物から重たい物までさまざまな海の事故があります．釣り

針が刺さった時はどのように対処しますか？当院ではほぼ９割

はString-Yank techniqueを用いて抜き取ります．ウニを踏み

つけると細かい棘が足の裏にびっしりと刺さりこんでしまいま

す．どのようにして対処しますか？ 当院では脛骨神経にブロッ

ク注射をして足底の棘をゴシゴシと取り除きます．（詳しく知り

たい方は白石吉彦先生著の「離島発いますぐ使える！外来診療

小ワザ離れワザ」「離島発とって隠岐の外来超音波診療」を参照

ください．）
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FROM　隠岐郡西ノ島（島根県）

667（71）

　毎年の隠岐の夏の風物詩は「潜り」

です．町の人たちは７月半ばの潜りが

解禁される日を首を長くして待ちま

す．潜りとは素潜りをしてサザエやア

ワビを採ってくる，いわゆる海女です．

潜りの時期になるとサザエは本当に

比喩でも何でもなく，その辺りに掃い

て捨てるほどあふれかえっています．

当院のベテラン看護師も看護より海

女が本業ではないかというほどの名

人が居て，夜勤が終わったらそのまま

潜りに出て，箱いっぱい，およそ20kg

ものサザエやアワビを採っているす

ごい人がいます．皆漁業権をちゃんと

買っているので，密漁ではありません．

原稿を書いている今現在６月から猛

暑日が続き，今年は暑くなりそうです

が，夏はとても楽しみな季節の１つで

す．長田先生もお体に気をつけてお過

ごしください．

ܠりの෩ࡇ
２倴に１度，֤ 地で開かれます．

特別ཆ護人ϗーϜのຍགྷり
Ӎのために施設内で開࠵．

ΩンニϟϞニϟࡇりに参Ճした島前病院チーϜ
ຖ倴̔月に開࠵されます．



 特定ケア看護師の挑戦

市立奈良病院　特定ケア看護師　吉田奈津美

市立奈良病院の脳神経外科における
特定ケア看護師の働き方

病院紹介
私の勤める市立奈良病院は病床数350，29の

診療科を掲げ，救急を年間4,200件受け入れてい
る急性期病院としての側面と，奈良県下にある
複数の診療所と連携する地域密着型の側面を持
つ病院として存在しています．奈良市の中でも
奈良公園や世界遺産春日大社に近い観光地の中
に立地していることもあり，外国人観光客が多
く搬送されてくることも特徴の一つです．

所属体制
地域医療振興協会が特定行為にかかる看護師

の教育機関を設立し，その１期生として私は研
修を受けました．昨年４月に自施設での研修も
終えてからは看護部管理室に籍をおき，脳神経
外科の特定ケア看護師として脳神経センターで
活動を行っています．

日常の業務
業務内容は主に脳外科とそれ以外に分かれ

ます．
当院の脳神経外科は脳卒中ホットライン体制

をとっており，24時間365日脳卒中が疑われる
患者の救急受け入れを行っています．緊急手術
になることも少なくなく，日々医師は外来業務
と超急性期患者の対応に追われています．

私は病棟で急性期からリハビリ期の患者の内
科的管理を中心に患者に関わっています．

まずは毎朝医師と今日行うべきこと，方針の
打ち合わせを行ったあと，患者のもとへ訪室し，
発熱していたり，何か不調を訴える患者の診察

を行い，採血などの検査が必要と判断すれば，
医師へ報告しながら，検査依頼を出します．ま
た，所見とデータをもとに考えられることと介
入の提案をし，承認を得て対応します．他科へ
のコンサルテーションが必要な場合は依頼を出
します．

医師が手術などで朝から夜まで不在であって
も病棟患者の管理に関してリアルタイムで行え
ていると実感しています．

また，看護師をはじめリハビリスタッフ，栄
養士，薬剤師，入退院支援課など多職種とも連
携を図り，専門的意見を聞きながら医師の方針
を伝えたり確認したりするのも私の重要な仕事
と捉えています．患者の転帰について，スピー
ディに方向性を決めていけるだけでなく，お互
いが専門的知識をもって，ディスカッションす
ることで知識を高めあう機会にもなっています．

特定行為そのものを行う頻度は決して多くあ
りません．それよりも日々，患者にまつわる医
学的問題を臨床推論を用いてアセスメントし，
解決策を模索する活動の方が圧倒的に多く、業
務の大半を占めています．１年間の特定行為実
施件数総数は290件（院内認定の特定行為は除
く），１日あたり1.2件でした．その中で多数を
占めた特定行為は動脈採血や気管切開チューブ
の交換，抗菌薬の投与，電解質の補正，脱水の
補正などです．また，院内のいろいろな診療科
からPICC（末梢型中心静脈カテーテル）挿入依
頼を受け，習得した特定行為を実践する場面も
増えてきました．

ほか，脳外科以外の院内における業務とし
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て，当院ではRRS（院内急変対応システム）を
2018年より立ち上げており，そのメンバーと
して症例に対するフィードバックや啓発活動
を行っています．

活動の効果
脳外科に所属して１年，ようやく「当院の脳

外科における特定ケア看護師」のスタイルが私
自身にも周囲にも浸透してきたように感じてい
ます．

医師は常に多忙なため，スタッフも患者も医
師へのアクセスが困難になりがちですが，私は
その中継をすることができます．それによって
多くの人が，タイムロスを軽減できているので
はないかと思います．

また看護師としては自分の持っている知識や
技術を日々の関わりの中で伝えることもできる

し，医師には聞きにくいようなことも質問して
くれる後輩も増えました．

特定ケア看護師にしか味わえない視点
私は看護師として約10年ほど経験を積み，そ

の中で「この患者は呼吸器離脱できるのではな
いだろうか」「もっと離床を促していけそうだ
が，医師は手術中で聞けそうにもないな」など
日々考えることがありました．日中に医師とコ
ミュニケーションを図れないまま１日が終わっ
てしまい，患者に提供できるはずの医療やケア
が後手にまわることをよく経験しました．また，
後輩看護師からいろいろなことを相談されても
煮え切らない判断しかできないこと，それだけ
しか自分が患者の病態などを理解できていない
ことにも歯がゆさを感じていたこともあり，こ
の特定行為研修を受けて自分にできることが増
えれば患者への医療の提供が，少しでもタイム
リーに行えるのではないかと思い，この研修に
臨みました．あれから３年半経過し，なんとか（？）
独り立ちして気付いたことは，看護師の目線で
患者を看る時と，医師（ではないですが）の目線
で患者を診るとき，両方の視点を使い分けてい
る自分がいたことです．この視点の違いがある
から看護師と医師のコミュニケーションは上手
く伝わらなかったり，伝えられなかったりする
ことも納得できました．私にしか持てないこの
特殊な視点を強みに，もっとチーム医療の橋渡
しができるよう励んでいきたいです．

脳外科での朝のカンファレンス

 特定ケア看護師の挑戦
市立奈良病院の脳神経外科における特定ケア看護師の働き方
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「地域医療のススメ」専攻医２年目の濱近です．市立奈良病院に

勤務しています．昨年度は総合診療科で研修し，本年度４月，５月

は整形外科，６月は皮膚科，７月からは小児科をローテートして

います．

整形外科と皮膚科を回って感じたのは，どちらも基本的には専

門性が高い科でありながら，患者さんのADLに直結した症状を取

り除くことが日常診療のほとんどを占めているという点では，実

は総合診療と親和性が高いということでした（だからこそ選択科

の中に入っているわけですが）．外科的な主訴の中に内科的疾患

が潜んでいて，総合診療科に患者さんが回ることも多々あり，こ

れらの科で研修を積めたことは非常に大きな財産となりました．

さて，話は大きく変わりますが，僕はネコを飼っています．僕の

写真に一緒に写っているのが，昨年14歳で亡くなってしまいまし

たが，初めて我が家に来たチャー君（アメリカンショートヘアー・

オス）です．僕は以前違う仕事をしていましたが，その時の同僚が

会社に生まれたてのチャー君を連れてきて，あまりに可愛いので

もらってしまったのが，僕とネコとの生活の始まりでした．忙し

すぎて家に数日帰れない時には，会社に連れてきて一緒に働いた

り（？）もしていました．

次にうちに来たのが，今も健在なミュー助（雑種・オス・11歳）

です．この子は僕が医学部再受験のため家にこもって勉強してい

た時，地元の友達が保護したのを引き受けました．その後，３匹目

は５歳の若さで亡くしてしまったのですが，トロちゃん（雑種・メ

ス）もやってきて，医学部時代はネコ３匹に囲まれてとても楽し

い日々でした．

ネコを飼っていて１つ苦労するのはアパートを借りる時に極

端に物件が少ないことです．フランスでは大家は部屋の借主が

ペットを飼うのを禁じてはいけないことになっていると聞きま

地域医療型後期研修
研修医日記

プロフィール

2019.6.15

ネコからの贈り物

2016年3月　　岡山大学医学部卒業

2016年4月～ 2018年3月　

　　　　　　 公立相馬総合病院にて初期研修

2018年4月～　「地域医療のススメ」　専攻医

地域医療のススϝ ᖛ近ฏ
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す．これから独居高齢者が増える一方の日本も，孤独

なお年寄りの生活を健康的で安らかなものにするた

め，ペット飼育に寛容な世の中になってほしいと思

います．

ネコを飼うことと医学との間に直接的な関係は見出

せませんが，僕自身は，こちらの思い通りにならない動

物との生活が，他者を許容する心の持ちようを教えて

くれたと常々感じています．患者さんもこちらの思い通

りには動いてくれません．でもそれが当たり前だと思え

ば，医療者の常識と，市井の人々の自然な感覚との溝の

底が見えてきます．僕らは病気については患者さんより

詳しいのですが，患者さんのコンテクストの中での病気は，

全く異なる像を持っており，もちろん病

気についての認識を考え直してもらわね

ばならないことは多いのですが，まずは否

定せずに一旦受け止めて，お互いにとって

「病気，問題がどう見えているか」をすり合

わせていくことがよりよい治療の第一歩だ

と思います．

ネコは僕が疲れていたり，構ってやる余裕

がない時でも，すり寄ってきては僕からの愛

情とケアを求めます．

　それに対し，「俺は疲れているんだ！」と

叫んでもお互い不幸です．ネコにはネコの

事情と日常感覚があり，僕への期待がある．

診察室や病棟で患者さんに無茶ばかり言わ

れた時，自宅で僕を待っているミュー助を思

い出し，医療者からの愛情とケアを求めてい

るんだな，と思い直すことで落ち着けます．患

者さんとうちのネコを一緒の扱いにしている

わけではないのですが，僕はネコとの出会いが

今の専攻医生活に大きな贈り物をしてくれてい

ることに日々感謝しています．

研修医日記
ネコからの贈り物

ミュー助（雑種・オス・11歳）

医学部時代を楽しませてくれた３匹のネコ

トロちゃん（雑種・メス）
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理事会・評議員会が開催されました
　５月29日（水）に東京の都道府県会館において理事会および評議員会が開催されました．
　14時30分から開催された理事会では，寄附行為の定めるところにより大石利雄理事長が議長に就き，
理事長の挨拶ならびに永井良三学長，佐田尚宏病院長および百村伸一さいたま医療センター長からの
現況報告の後，議案の審議が行われました．
　審議された議案は，次のとおりです．
　　議案第１号　評議員の推薦
　　議案第２号　平成30年度学校法人自治医科大学事業報告
　　議案第３号　平成30年度学校法人自治医科大学決算
　議案第１号では，法人職員の評議員として讃井將満氏（自治医科大学教授）が，学識経験者の評議
員として簑田清次氏（前自治医科大学副学長・日本経済新聞社総務局保健センター所長）が推薦され
ました．
　議案第２号および第３号については，原案どおり承認されました．
　また，報告事項として，
　　１　平成30年度監査報告
　　２　自治医科大学医学部修学資金返還債務の一部免除について
の報告がなされました．

　15時15分から開催された評議員会では，古尾谷光男評議員（全国知事会事務総長）が互選により議長
に選出され，理事長の挨拶ならびに学長，病院長およびさいたま医療センター長からの現況報告の後，
議案の審議が行われました．
　審議された議案は，次のとおりです．
　　議案第１号　理事の互選
　　議案第２号　理事の選出
　　議案第３号　平成30年度学校法人自治医科大学事業報告
　　議案第４号　平成30年度学校法人自治医科大学決算
　議案第１号では，評議員会互選の理事として古尾谷光男氏（全国知事会事務総長）が互選されました．
　また，議案第２号では学識経験者の理事として大槻マミ太郎氏（自治医科大学副学長）および尾仲達
史氏（自治医科大学大学院医学研究科副研究科長）が推薦されました．
　議案第３号および第４号については，原案どおり承認されました．
　また，報告事項として，平成30年度監査報告がなされました．

672（76）
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スチューデントドクター認定証授与式ならびにBSL学生最優秀賞（長坂賞）・BSL学
生優秀賞表彰式が挙行されました
　５月９日（木），医学部教育・研究棟講堂において，スチューデントドクター認定証授与式ならび
にBSL学生最優秀賞（長坂賞）・BSL学生優秀賞表彰式が厳かに挙行されました．
　スチューデントドクター制度は，臨床実習の中で，医学生が「スチューデントドクター」と称して，
医師を目指す医学生としての自覚，心構え，医療に携わる人間としての責任感や使命感を再認識さ
せることと併せて，社会および患者様に対し，スチューデントドクターであれば，一定レベルの知
識と技量を有していることを示すことで，その者の医療行為を大学が保証することを目的として実
施するものです．
　式典は，永井良三学長から共用試験に合格した４年生126名一人ひとりに対し，スチューデントド
クター認定証が授与され，授与者を代表して鯉江梨央さん（愛知県）から，これから実習に臨むにあ
たっての宣誓がありました．
　続いて，永井学長からの式辞，佐田尚宏病院長，百村伸一さいたま医療センター長，大柴幸子看
護部長からは，激励のお言葉をいただきました．
　今年度より，従来の「BSL学生優秀賞」に加え，卒業生の寄付金を基金とした「BSL学生最優秀賞（長
坂賞）」が設置され，「BSL学生最優秀賞（長坂賞）」には，６年生丹野利紗さん（宮城県），５年生大橋采
夏さん（栃木県）の２名，「BSL学生優秀賞」には，６年生池田憲生さん（埼玉県），大町玲雄さん（滋賀県，
表彰式は実習のため欠席），５年生奥村萌さん（群馬県）の３名が選ばれ，永井学長から賞状と副賞が
授与されました．
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『月刊地域医学』を年間定期購読しませんか！
『月刊地域医学』は，公益社団法人地域医療振興協会の会員の方に無
料で配布させていただいておりますが，会員以外の皆さんに販売で
きるようになりました．地域医療に興味をお持ちの皆さん，『月刊地域
医学』を年間定期購読しませんか？
年間定期購読をご希望の方は，地域医療振興協会ホームページ

（URL　https://www.jadecom.or.jp/library/magazine/）にア
クセスして申し込み用紙をダウンロードの上，FAXまたはメールにて
下記までお申込みください．

■

定価：（本体600円+税）×12ヵ月（送料は当協会が負担します）
申し込み先： 〒102-0093

　　　　東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館15階
　　　　公益社団法人地域医療振興協会　地域医療研究所事務部
　　　　TEL 03-5212-9152　　FAX 03-5211-0515
　　　　E-mail  chiiki-igaku@jadecom.or.jp
　　　　URL　https://www.jadecom.or.jp/library/magazine/
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報告　理事会・総会レポート

公益社団法人地域医療振興協会 事務局

令和元年度 公益社団法人地域医療振興協会総会を開催

公益社団法人地域医療振興協会	理事長　吉新通康

令和元年７月２日

令和元年度定時総会が，６月29日12時から東京平河町の日本海運会館３階で開催された．
議長は，出席会員の中から藤来靖士氏（埼玉14期）が選任された．
総会開催前に，全国支部長会議が開かれており，「自治医大と協会の協働」というテーマ

でワークショップがあった．その会に参加された方が，そのまま総会に出席した格好となっ
た．総会で決議すべき議案は，「理事１名の選任」．これは，自治医大副学長の簑田清次先
生が自治医大を退任され，皮膚科教授の大槻マミ太郎先生が後任の副学長に就任されたこ
とに伴うもので，賛成多数で承認された．簑田先生には，理事として長く協会の活動に参
加いただき，ご意見や助言を賜わった．ここに篤く感謝申し上げる．
総会ではまた，「平成30年度事業報告」「平成30年度決算報告」の報告が原山事務局長から

なされた．平成30年度決算報告では，経常収益は1,249億円，経常支出は1,243億円，当期
利益は６億19百万円で，正味財産期末残高は101億81百万円であった．主な平成30年度，
事業報告では，施設では，平成30年４月に恵那市介護老人保健施設ひまわり，平成30年６
月に介護老人保健施設富谷の郷の運営を開始した．これで運営施設は病院24施設，診療所

（附属診療所および出張診療所を含まない）42施設，介護老人保健施設18施設となった．ま
た，へき地等への医師等派遣事業では，へき地等の協会外施設への代診実績は，3,176日
となった．また，フライングドクターシステムとして，長崎の本土，島嶼間の医師搬送サー
ビスを行ってきたが，平成30年度は，383回運航し，826名の医師を搬送した．この後，髙
久史麿会長等からご挨拶を頂戴し閉会した．
さて，協会の会員の多くは，自治医大の卒業生である．第１期生が卒業して40年．今，

自治医大に先輩がいない県もあり，だれも残っていない学年もあるとのこと．時が過ぎ，
教職員も学生も代わり，一方，出身県には100名近い卒業生が戻っている．本来の形にな
りつつある．しかし，母校や学生と疎遠になり，全体がバラバラになるのでは，困る．こ
れまでの自治医大が創り上げたさまざまな仕組み，個性的な面々，伝統，組織文化……こ
れら一切合切をまとめ，維持する「仕組み」というか土台ができてもいい頃だ．この７月20
日，自治医大同窓会「医燈会」・白亜社と公益社団法人地域医療振興協会で，はじめて情報
交換会が予定されている．大学，同窓会，学友会，公益社団，公益財団，各種医療法人，
社会福祉法人など，足場を固めるパーツはそろってきた．みんなの知恵の出しどころだと
思う．
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　去る５月25日に本年度定例理事会，６月29日に総会が日本海運会館において開催されました．平成30
年度事業報告，決算報告が承認されました．
　なお，令和元年（平成31年）度予算案は，去る３月23日の定例理事会にて承認されています．

Ⅰ　令和元年度　第１回定例理事会

１ 開催日時　令和元年５月25日（土）		12：00～ 13：30
２ 会　　場　日本海運会館４階会議室（千代田区平河町）
３ 理事定数　20名
４ 出席者数　理事18名，顧問１名，監事２名
５ 議決事項　第１号議案　令和元年度総会招集の件
	 	 第２号議案　平成30年度事業報告（総会報告事項）
	 	 第３号議案　平成30年度決算報告（総会報告事項）
	 	 第４号議案　理事１名選任の件（総会決議事項）
	 	 第５号議案　協会が運営する施設の管理者の選考の件
６ 議事概要　原案のとおり承認されました．

Ⅱ　令和元年度　総会

１ 開催日時　令和元年６月29日（土）		12：00～ 13：00
２ 会 場　日本海運会館３階303号室（千代田区平河町）
３ 会 員 数　1,634名
４ 出席者数　938名（うち，書面表決者640名，表決委任者263名）
５ 報告事項　１）平成30年度事業報告について　　　　　　　　　　　　
　	 	 ２）平成30年度決算報告について　　　　　　　　　　　　
６ 議決事項　第１号議案　理事１名選任の件　　　　　　　　　　　　	　　		
７ 議事概要　原案のとおり承認されました．

Ⅲ　平成30年度　第４回定例理事会

１ 開催日時　平成31年３月23日（土）		12：00～ 14：00
２ 会 場　日本海運会館４階会議室（千代田区平河町）
３ 理事定数　20名
４ 出席者数　理事18名，顧問２名，監事２名
５ 議決事項　第１号議案　平成31年度事業計画及び予算について
	 	 第２号議案　平成31年度の金融機関からの借入れについて
	 	 第３号議案　副会長の選任について
	 	 第４号議案　協会が運営する施設の管理者の選考について
６ 議事概要　原案のとおり承認されました．
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公益社団法人地域医療振興協会役員名簿

	 	 令和元年７月１日現在

会長	 髙久　史麿	 自治医科大学名誉学長，一般社団法人日本医療安全調査機構理事長，
	 	 一般社団法人日本医学教育評価機構理事長

副会長	 川上　正舒	 公益社団法人地域医療振興協会，練馬光が丘病院名誉院長

理事長	 吉新　通康	 公益社団法人地域医療振興協会

副理事長	 山田　隆司	 公益社団法人地域医療振興協会地域医療研究所所長，
	 	 台東区立台東病院管理者兼病院長

副理事長	 沼田　裕一	 公益社団法人地域医療振興協会横須賀市立うわまち病院管理者

常務理事	 白崎　信二	 公益社団法人地域医療振興協会西日本事務局担当常務理事，
	 	 おおい町保健・医療・福祉総合施設管理者兼施設長

常務理事	 外山　千也	 公益社団法人地域医療振興協会

常務理事	 宮崎　国久	 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター管理者

常務理事	 木下　順二	 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター副管理者

常務理事	 藤来　靖士	 公益社団法人地域医療振興協会

理事	 細田　瑳一	 公益財団法人政策医療振興財団理事長

理事	 崎原　永作	 公益社団法人地域医療振興協会事務局沖縄地域医療支援センターセンター長

理事	 神山　潤	 公益社団法人地域医療振興協会東京ベイ・浦安市川医療センター管理者

理事	 塩津　英美	 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター副管理者兼センター長

理事	 大槻マミ太郎	 自治医科大学副学長

理事	 西尾　博至	 公益社団法人地域医療振興協会市立奈良病院管理者

理事	 井上　陽介	 公益社団法人地域医療振興協会湯沢町保健医療センター管理者

理事	 梅屋　崇	 公益社団法人地域医療振興協会あま市民病院管理者兼病院長

理事	 原田　昌範	 山口県立総合医療センターへき地医療支援部診療部長兼
	 	 へき地地域医療支援センターセンター長

理事	 原山　和巳	 公益社団法人地域医療振興協会事務局局長

監事	 茶川　治樹	 岩国市医療センター医師会病院病院長

監事	 永井　慎昌	 日本赤十字社鹿児島赤十字病院内科部長兼総合診療科部長兼
	 	 医療社会事業部長兼地域医療連携室長
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平成30年度事業報告書 

１　医学生及び卒業生のへき地医療研修活動の指導（公１－１）
　医学生，コメディカル学生及び医療従事者を対象に，地域医療実習等指導施設として受け入れを行っ
た．研修受け入れ実績は延べ日数43,811日であった．

２　へき地医療における診療活動基準の研究と確立（公１－２）
　地域医療セミナーを開催した．

３　総合医の確立についての研究と研修会の開催及び総合医の養成（公１－３）
　臨床研修医養成事業を行った．臨床研修医は94名，専攻医は131名であった．
　海外の大学との交流を進めた．
　また，ヘルスプロモーション研究センターの運営等を行った．

４　医療情報の提供　（公１－４）
　遠隔画像診断支援システムの運営，医師向け生涯学習コンテンツ等の提供，ホームページによる情報
提供を行った．

５　地域保健医療に関する研究会及び講習会の開催（公１－５）
　PTLS（外傷初期診療講習）等の講習会等を行った．

６　へき地等に勤務する医師等の職業紹介及び派遣（公１－６）　
　へき地等への医師等派遣事業等を行った．へき地等の協会外施設への代診実績は，3,176日となった．
　また，フライングドクターサービスとして337回運航し，826名の医師が搭乗した．

７　会報・会誌の発行（公１－７）
　「月刊地域医学」を編集し，発行した．

８　 へき地等に勤務する医師の確保等へき地等の医療（介護を含む）を支援する病院等の開設及び運営
管理の受託（公１－８）

　平成30年４月に恵那市介護老人保健施設ひまわり，平成30年６月に介護老人保健施設富谷の郷の運
営を開始した．
　運営施設は病院24施設，診療所（附属診療所及び出張診療所を含まない）42施設，介護老人保健施設18
施設となった．
　地域看護研究センター，JADECOM-NDC研修センター，地域医療安全推進センター及びシミュレー
ションセンターの運営を行った．

９　 へき地等の医療を支援する病院等に勤務する看護師等を養成するための学校の運営事業等の養成
事業（公１－９）

（１）さいたま看護専門学校　
　　　37名が入学し，31名が２年生に28名が３年生に進級した．
　　　卒業生（５回生）を27名輩出した．

（２）奈良市立看護専門学校
　　　42名が入学し，34名が２年生に43名が３年生に進級した．
　　　卒業生３期生１名，４期生32名輩出した．
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 へき地等の医療を支援する病院等の運営の状況

別表1　病院等の一覧

平成30年度 平成29年度 前年比 増減数

病
院

病院数 24施設 24施設 100.0% 0施設

病床数 4,935床 4,955床 99.6% −20床

入院患者数（日） 3,584人/日 3,700人/日 99.6% −116人/日

病床利用率 73% 75% 97.3% −2%

外来患者数 8,687人/日 8,736人/日 99.4% −49人/日

診
療
所

診療所数 42施設 42施設 100.0% 0施設

（うち有床診療所数） 6施設 6施設 100.0% 0施設

病床数 114床 114床 100.0% 0床

入院患者数 68人/日 73人/日 93.2% −5人/日

病床利用率 60% 64% 93.8% −4%

外来患者数 1,698人/日 1,746人/日 97.3% −48人/日

介
護
老
人

保
健
施
設

施設数 18施設 16施設 112.5% 2施設

入所定員数 1,477人 1,282人 115.2% 195人

入所者数 1,297人/日 1,182人/日 109.7% 115人/日

利用率 88% 92% 95.7% −4%

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

施設数 23施設 21施設 109.5% 2施設

通所定員数 690人 645人 107.0% 45人

通所者数 476人/日 471人/日 101.1% 5人/日

稼働率 69% 73% 94.5% −4%

通
所
介
護

施設数 3施設 3施設 100.0% 0施設

通所定員数 80人 80人 100.0% 0人

通所者数 50人/日 54人/日 92.6% −4人/日

稼働率 63% 68% 92.6% −5%

そ
の
他
の
指
標

居宅ケアプラン
作成（月平均）

947 942 100.5% 5件/月

訪問看護 157 146 107.5% 11人/日

訪問リハビリ 165 122 135.2% 43人/日

居宅療養管理指導 28 28 100.0% 0人/日

別表1　病院等の一覧

施　　設　　名　　 病院 診療所 老健 開設 運営形態

1 石岡第一病院 1 平成4年7月1日 直営

2 六合温泉医療センター 1 1 平成5年9月1日 中之条町から指定管理

3 西伊豆町安良里診療所 2 平成6年1月5日 直営から平成27年3月1日西伊豆町からの指定管理

4 揖斐郡北西部地域医療センター 3 2 平成10年4月1日 揖斐川町から指定管理

5 東通村保健福祉センター 平成11年2月1日 東通村から指定管理

6 白糠診療所 4 平成11年2月1日 一部事務組合下北医療センターから指定管理

7 西伊豆町田子診療所 5 平成11年5月1日 直営から平成27年3月1日西伊豆町からの指定管理

8 公立丹南病院 2 平成12年2月1日 公立丹南病院組合から指定管理

9 日光市民病院 3 平成12年4月1日 直営

10 磐梯町保健医療福祉センター 6 3 平成12年4月1日 磐梯町から指定管理

11 東通村診療所 7 平成12年4月1日 一部事務組合下北医療センターから指定管理

12 奥日光診療所 8 平成12年5月1日 日光市から指定管理

13 市立伊東市民病院 4 平成13年3月1日 伊東市から指定管理

14 揖斐川町春日診療所 9 平成13年7月1日 揖斐川町から指定管理

15 西吾妻福祉病院 5 平成14年2月1日 西吾妻福祉病院組合から指定管理

16 介護老人保健施設にっこう 4 平成14年4月1日 直営

17 横須賀市立うわまち病院 6 平成14年7月1日 横須賀市から指定管理

18 湯沢町保健医療センター 7 平成14年8月1日 湯沢町から指定管理

19 加賀地域医療支援センター 10 平成15年3月1日
加賀市から指定管理、平成27年9月30日
山中温泉医療センターの指定管理終了

20 東通村介護老人保健施設のはなしょうぶ 5 平成15年4月1日 東通村から指定管理

21 公設宮代福祉医療センター 11 6 平成15年10月1日 宮代町から指定管理

市立恵那病院 平成15年12月1日 恵那市から指定管理

東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜 7 平成16年1月1日
(独)年金健康保険福祉施設整理機構から経営委託、
平成26年3月10日から直営

24 東京北医療センター 9 平成16年4月1日
(独)年金健康保険福祉施設整理機構から経営委託、
平成26年3月10日から直営

25 市立奈良病院 10 平成16年12月1日 奈良市から指定管理

26 公立黒川病院 11 平成17年4月1日 黒川地域行政事務組合から指定管理

27 いなずさ診療所 12 平成17年6月1日 直営

介護老人保健施設みはらし 平成18年4月1日 伊東市から指定管理

29 村立東海病院 12 平成18年5月1日 東海村から指定管理

30 地域包括ケアセンターいぶき 13 9 平成19年4月1日 米原市から指定管理

31 おおい町保健・医療・福祉総合施設 14 10 平成19年4月1日 おおい町から指定管理

志摩地域医療福祉センター 15 11 平成20年4月1日 志摩市から指定管理

飯塚市立病院 13 平成20年4月1日 飯塚市から指定管理

34 市立大村市民病院 14 平成20年4月1日 大村市から指定管理

35 奈良市立柳生診療所 16 平成20年4月1日 奈良市から指定管理

36 奈良市立田原診療所 17 平成20年4月1日 奈良市から指定管理

37 上野原市立病院 15 平成20年10月1日 上野原市から指定管理

台東区立台東病院・台東区立老人保健施設千束 16 12 平成21年4月1日 台東区から指定管理

39 山北町立山北診療所 18 平成20年12月1日 山北町から指定管理

40 東京ベイ・浦安市川医療センター 17 平成21年4月1日 直営

41 横須賀市立市民病院 18 平成22年4月1日 横須賀市から指定管理

42 上河津診療所 19 平成22年1月12日 直営

43 シティ・タワ－診療所 20 平成22年3月1日 直営

44 奈良市立月ヶ瀬診療所 21 平成22年4月1日 奈良市から指定管理

45 奈良市立都祁診療所 平成22年4月1日 奈良市から指定管理

46 明日香村国民健康保険診療所 平成22年4月1日 明日香村から指定管理

47 伊豆今井浜病院 19 平成22年7月1日 直営

48 関市国民健康保険津保川診療所 24 平成23年4月1日 関市から指定管理

49 十勝・いけだ地域医療センター 20 13 平成23年10月1日 池田町から指定管理

50 女川町地域医療センター 25 14 平成23年10月1日 女川町から指定管理

51 与那国町診療所 26 平成23年10月1日 与那国町から指定管理

52 練馬光が丘病院 21 平成24年4月1日 直営

53 嬬恋村国民健康保険診療所 27 平成24年4月1日 嬬恋村から指定管理

54 三重県立志摩病院 平成24年4月1日 三重県から指定管理

55 越前町国民健康保険織田病院 平成24年4月1日 越前町から指定管理



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019

報告　理事会・総会レポート

681（85）

別表1　病院等の一覧

施　　設　　名　　 病院 診療所 老健 開設 運営形態

1 石岡第一病院 1 平成4年7月1日 直営

六合温泉医療センター 1 1 平成5年9月1日 中之条町から指定管理

西伊豆町安良里診療所 平成6年1月5日 直営から平成27年3月1日西伊豆町からの指定管理

揖斐郡北西部地域医療センター 平成10年4月1日 揖斐川町から指定管理

東通村保健福祉センター 平成11年2月1日 東通村から指定管理

白糠診療所 4 平成11年2月1日 一部事務組合下北医療センターから指定管理

西伊豆町田子診療所 5 平成11年5月1日 直営から平成27年3月1日西伊豆町からの指定管理

公立丹南病院 平成12年2月1日 公立丹南病院組合から指定管理

9 日光市民病院 平成12年4月1日 直営

10 磐梯町保健医療福祉センター 6 3 平成12年4月1日 磐梯町から指定管理

11 東通村診療所 7 平成12年4月1日 一部事務組合下北医療センターから指定管理

12 奥日光診療所 平成12年5月1日 日光市から指定管理

13 市立伊東市民病院 4 平成13年3月1日 伊東市から指定管理

14 揖斐川町春日診療所 9 平成13年7月1日 揖斐川町から指定管理

15 西吾妻福祉病院 5 平成14年2月1日 西吾妻福祉病院組合から指定管理

16 介護老人保健施設にっこう 4 平成14年4月1日 直営

17 横須賀市立うわまち病院 6 平成14年7月1日 横須賀市から指定管理

18 湯沢町保健医療センター 7 平成14年8月1日 湯沢町から指定管理

19 加賀地域医療支援センター 10 平成15年3月1日
加賀市から指定管理、平成27年9月30日
山中温泉医療センターの指定管理終了

20 東通村介護老人保健施設のはなしょうぶ 5 平成15年4月1日 東通村から指定管理

21 公設宮代福祉医療センター 11 6 平成15年10月1日 宮代町から指定管理

22 市立恵那病院 8 平成15年12月1日 恵那市から指定管理

23 東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜 7 平成16年1月1日
(独)年金健康保険福祉施設整理機構から経営委託、
平成26年3月10日から直営

24 東京北医療センター 9 平成16年4月1日
(独)年金健康保険福祉施設整理機構から経営委託、
平成26年3月10日から直営

25 市立奈良病院 10 平成16年12月1日 奈良市から指定管理

26 公立黒川病院 11 平成17年4月1日 黒川地域行政事務組合から指定管理

27 いなずさ診療所 12 平成17年6月1日 直営

28 介護老人保健施設みはらし 8 平成18年4月1日 伊東市から指定管理

29 村立東海病院 12 平成18年5月1日 東海村から指定管理

30 地域包括ケアセンターいぶき 13 9 平成19年4月1日 米原市から指定管理

31 おおい町保健・医療・福祉総合施設 14 10 平成19年4月1日 おおい町から指定管理

32 志摩地域医療福祉センター 15 11 平成20年4月1日 志摩市から指定管理

33 飯塚市立病院 13 平成20年4月1日 飯塚市から指定管理

34 市立大村市民病院 14 平成20年4月1日 大村市から指定管理

35 奈良市立柳生診療所 16 平成20年4月1日 奈良市から指定管理

36 奈良市立田原診療所 17 平成20年4月1日 奈良市から指定管理

37 上野原市立病院 15 平成20年10月1日 上野原市から指定管理

38 台東区立台東病院・台東区立老人保健施設千束 16 12 平成21年4月1日 台東区から指定管理

39 山北町立山北診療所 18 平成20年12月1日 山北町から指定管理

40 東京ベイ・浦安市川医療センター 17 平成21年4月1日 直営

41 横須賀市立市民病院 18 平成22年4月1日 横須賀市から指定管理

42 上河津診療所 19 平成22年1月12日 直営

43 シティ・タワ－診療所 20 平成22年3月1日 直営

44 奈良市立月ヶ瀬診療所 21 平成22年4月1日 奈良市から指定管理

45 奈良市立都祁診療所 22 平成22年4月1日 奈良市から指定管理

46 明日香村国民健康保険診療所 23 平成22年4月1日 明日香村から指定管理

47 伊豆今井浜病院 19 平成22年7月1日 直営

48 関市国民健康保険津保川診療所 24 平成23年4月1日 関市から指定管理

49 十勝・いけだ地域医療センター 20 13 平成23年10月1日 池田町から指定管理

50 女川町地域医療センター 25 14 平成23年10月1日 女川町から指定管理

51 与那国町診療所 26 平成23年10月1日 与那国町から指定管理

52 練馬光が丘病院 21 平成24年4月1日 直営

53 嬬恋村国民健康保険診療所 27 平成24年4月1日 嬬恋村から指定管理

54 三重県立志摩病院 22 平成24年4月1日 三重県から指定管理

55 越前町国民健康保険織田病院 23 平成24年4月1日 越前町から指定管理

56 公立久米島病院 24 平成24年4月1日 沖縄県離島医療組合から指定管理

57 伊豆下田診療所 28 平成24年5月1日 直営

58 真鶴町国民健康保険診療所 29 平成25年8月1日 真鶴町から指定管理

59 今泉記念館ゆきあかり診療所 30 平成25年10月1日 直営

60 六ヶ所村医療センター 31 15 平成26年4月1日 六ヶ所村から指定管理

61 戸田診療所 32 平成26年4月1日 沼津市から指定管理

62 西浅井地区診療所 33 平成27年4月1日 長浜市から指定管理

63 揖斐川町谷汲中央診療所 34 平成27年4月1日 揖斐川町から指定管理

64 米原市地域包括医療福祉センター 35 平成27年10月1日 米原市から指定管理

65 介護老人保健施設市川ゆうゆう 16 平成28年4月1日 市川市から経営移譲

66 鳥羽市立長岡診療所 36 平成28年4月1日 鳥羽市から指定管理

67 竹富町立黒島診療所 37 平成28年4月1日 竹富町から指定管理

68 奈良市立興東診療所 38 平成28年6月1日 奈良市から指定管理

69 日光市立小来川診療所 39 平成29年4月1日 日光市から指定管理

70 恵那市国民健康保険山岡診療所 40 平成29年4月1日 恵那市から指定管理

71 千早赤阪村国民健康保険診療所 41 平成29年4月1日 千早赤阪村から指定管理

72 国頭村立東部へき地診療所 42 平成29年4月1日 国頭村から指定管理

73 恵那市介護老人保健施設ひまわり 17 平成30年4月1日 恵那市から指定管理

74 介護老人保健施設富谷の郷 18 平成30年6月1日 直営

75 さいたま看護専門学校 平成24年4月1日 直営

　  　合　　　　　　　計 24 42 18
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第32回 地域保健医療に関する
研究助成賞・奨励賞決定

研究助成賞 ★賞金 52 万円※賞 
福山祐介 先生　藤田医科大学医療科学部　特別研究員

研究テーマ  「看護師が離島で働く理由に関する研究」

　地域保健医療に関する研究などの推進・奨励の一環として実施している地域保
健医療研究助成事業における，研究助成賞（研究テーマを公募）が公募総数９テー
マの中から，研究奨励賞が平成30年度「月刊地域医学」に発表された論文８編の中
から，選考委員会審査員による選考の結果，表記のとおり決定しました．研究助成
賞・奨励賞の選考理由および助言等は下記の通りです．なお，表彰式は去る６月30
日（日）に開催された第13回へき地・地域医療学会にて行われました．

　選考委員会：吉新通康，川上正舒，北村	聖，柳川	洋，山田隆司

※	選考委員会で審議の結果，他に受賞候補研究がなく，かつ受賞研究の研究経費積算が賞金予定額を下回ったため実費の授与とすることとしました．

研究助成賞の選考理由および助言 ………………………………………………………………………………………
へき地医療の重要な問題に焦点を当てている．全例を対象としたアンケート調査であり，評価できる．アンケー

トの回収率を上げる工夫が必要であろう．単なる調査にとどまらず，研究成果の活用を期待したい．

地域保健医療研究助成賞研究者　 福山祐介 先生

研究テーマ 　「看護師が離島で働く理由に関する研究」

研究の目的・意義および概要 　
　本研究の目的は，日本全国の離島（特に人口1,000人未満の小規模離島）の看護師を対象に，離島で働く理由を
明らかにすることである．大規模な統計によって，看護師が離島で働く理由が明らかになれば，求人告知で看護
師の受け入れ体制において限られた経営資源の選択と集中が可能になり，離島医療提供体制のさらなる安定化
につながると考える．
　2017年の日本医師会の調査によれば，過疎地域で看護師の充足状況に問題がないと回答したのは国内の２割
程度であり，８割以上の医療機関が看護師不足に悩んでいる．そのため，医療提供の地域偏在の現況報告やIT整
備に伴う遠隔診療など，看護師が不足している現場でより効率的に医療を行うためにどうすればよいかという
研究が進んでいる．
　しかし一方で，「離島に看護師がくるためには何が必要か」という問いに関する研究はほとんどされていな
い．上記調査でも，「過疎地域」で「採用する側の考えるアピールポイント」を調査しているが，「離島医療」とり
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研究奨励賞 ★賞金 10 万円賞 
國友耕太郎 先生　熊本県上天草市立湯島へき地診療所

受賞論文 「地域在住高齢者におけるサルコペニアと慢性便秘との関連性」
（Vol.32	No.6	2018掲載）

島﨑亮司 先生　シティ・タワー診療所

受賞論文 「小児在宅医療における緊急対応の実態調査」
（Vol.32	No.8	2018掲載）

上田貴威 先生　大分大学医学部総合外科・地域連携学講座

受賞論文 「�医療改革と医学教育改革に対する地域外科勤務医の認識：外科勤務医に対
するアンケート調査」

（Vol.32	No.4	2018掲載）

（研究助成賞では投稿時の所属施設）

わけ「実際に勤務している看護師」の調査には及んでいない．先行報告でも，離島医療を経験した一部の看護師の
インタビューレベルにとどまっている．
　今回の調査では，離島で，勤務する看護師の隠れたニーズを明らかにし，「個人給与の上乗せという方法以外
で，離島に看護師を呼び込むための施策」を検討したい．

研究計画・方法

　2016年離島統計年報に基づき，人口10人以上1,000人未満の離島で勤務している看護師を対象とする．
　まず，全対象者へアンケートを実施する．量的な研究を通して全体的な方向性を把握する．その後，回答の状

況に応じ，個別の事例について現地で対象者に直接インタビューを実施，質的記述的な研究面からもアプロー

チを行う．

　現地でのインタビューについてはアンケートの回収において回答の多かった項目について，さらに細かな

インタビューを実施する．

研究奨励賞の選考理由 ……………………………………………………………………………………………………

国�友耕太郎先生の論文　サルコペニアと慢性便秘はいずれも高齢者のQOLに影響を及ぼす状態である．本研究
は疫学的な手法により，両者の関連を明らかにした．この研究をさらに発展させて両者の因果関係を解明し，
高齢者のQOLの向上に役立てていただきたい．

島�﨑亮司先生の論文　小児入院医療を24時間体制で担当する施設の集約化により，地域における小児の医療水
準の向上を図るには，総合診療医と小児科医の密接な連携をとらなければならない．本研究は，在宅医療にお
ける成人と小児の相違点を明らかにして，小児医療に対する非小児科医の役割を検討したもので，地域医療の
向上に資する．

上�田貴威先生の論文　現場の外科医の医療の枠組みや制度についての認識の程度がよく出ている．アンケート
調査をしっかりと解析してあり評価できる．調査結果を医師の研究や指導の場で活かしていただきたい．



　2019年４月１日より，愛知県あま市より指定管理を受け，公益社団法人地域医療振興協会75番目の運
営施設として，あま市民病院が新たなスタートをきった．名古屋市に隣接するあま市は，2010年３月に
七宝町，美和町，甚目寺町の合併により誕生し，人口８万８千人を有している．市内唯一の一般病院と
して，本病院はプライマリ・ケア，急性期から慢性期の入院診療，在宅療養までのシームレスな地域包
括ケアを展開していく．病床数は180床，内科，外科，整形外科，脳神経外科，小児科，婦人科，眼科，
耳鼻咽喉科，リハビリテーション科，放射線科，麻酔科を標榜している．
　６月15日（土），「内覧会」と「あま市民病院	指定管理を祝う会」が開催された．内覧会の参加者は午後１
時より，病院講堂にて施設の概要説明を聞いた後，院内を見学．各要所では職員から部屋のつくりや設
備の紹介が行われた．
　そしてあま市内観光の後，場所を名古屋市内のホテルに移し，「指定管理を祝う会」が開催された．
　まず主催者として吉新通康理事長，髙久史麿会長が挨拶にたった．引き続き梅屋崇管理者が「地域の
つながりを大切にし，地域の方々の生活を支えるそんな病院にしていきたい」と抱負を述べた．来賓の
あま市	村上浩司市長，自治医大学	大石利雄理事長，海部医師会	下方辰幸会長からは，あたたかい祝辞
と激励の言葉があり，出席した職員一同，気を引き締める思いで拝聴した．
　あま市民病院が作成したプロモーションビデオの放映や，病院スタッフによる歌やダンスのパフォー
マンスが披露され，和気藹々とした雰囲気の中進行し，毛利紀章副病院長の三本締めでお開きとなった．

あま市民病院 指定管理を祝う会
報告

あま市民病院外観

あま市民病院 指定管理を祝う会

病院・建物概要説明会 内覧会の様子
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　	当財団では，自治医科大学との密接な連携のもと，各種研修会（「中央研修会」および「現地研修会」）を合わ
せて年間30回程度開催しています．ぜひご参加ください．	 公益財団法人	地域社会振興財団

中央研修会

　当研修会は，地域社会において保健・医療・福祉事業に携わる方々が最新の医学知識と医療技術を習得す
ることにより，地域住民が安心して生活することができることを目的に開催しています．
　講師には，自治医科大学の教職員およびそれぞれの分野において活躍されている方々を招き，最新の医療
情報の講義や技術の向上を図るための演習等を実施しています．
　平成31年度は，以下の研修会を開催します．日程，内容，申込方法等，詳細につきましては，当財団ホームペー
ジ（http://www.zcssz.or.jp/）をご覧ください．

８月　保健活動研修会
９月　口腔ケア研修会
10月　災害保健研修会，リハビリテーション研修会
11月　スタッフ育成・管理担当者研修会，がん化学療法看護研修会，看護師研修会

現地研修会

　当研修会は，地方公共団体等が推進する健やかな長寿社会づくりに寄与することを目的に，地域住民の
方々や地域社会において保健・医療・福祉事業に携わる方々を対象として，保健・医療・福祉事業に関する
テーマで，当該団体と当財団が共催の形をとり，全国各地で開催しています．
　応募要件等，詳細につきましては，当財団ホームページ（http://www.zcssz.or.jp/）をご覧ください．

問い合わせ先

　公益財団法人	地域社会振興財団	事務局研修課
　〒329-0498　栃木県下野市薬師寺3311-160
　TEL　0285-58-7436　　	FAX　0285-44-7839
　E-mail　fdc@jichi.ac.jp　　URL　http://www.zcssz.or.jp/

平成31年度 中央研修会および現地研修会のご案内
研修会

お知らせ

月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019690（94）



　埼玉県は人口比産婦人科医師数が日本一少ない県でありながら，人口密集地区の性質上，当センターでは多
数の症例を経験することができます．これから産婦人科専門医を取得したい方，後期研修したい方，研究したい
方，興味ある方，どなたでもお気軽にご連絡ください．腹腔鏡技術認定医，超音波専門医，周産期専門医，婦人科腫
瘍専門医等々サブスペシャルティ資格取得の指導や，学位の指導まで幅広く行います．
　まずは，お気軽にご連絡ください．

連絡先
　自治医科大学附属さいたま医療センター　産婦人科・周産期科
　　産婦人科科長　教授　桑田知之（宮城1996年卒）
　　　　　　　　　教授　今野	良（岩手1984年卒）
　TEL　048-647-2111　　E-mail　kuwata@jichi.ac.jp

自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科 研修·入局のご案内
研修･入局

原著論文（研究），症例，活動報告等の
投稿論文を募集しています．

「月刊地域学」では，投稿論文を募集しています．
送付方法は「投稿要領」のページをご参照ください．

〒102-0093　
東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館15階
公益社団法人地域医療振興協会　｢月刊地域医学｣編集委員会事務局
TEL　03-5212-9152　　FAX　03-5211-0515
chiiki-igaku@jadecom.or.jp

あて先
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　公益社団法人地域医療振興協会へ入会を希望される方は，協会ホームページより入会申込書をプリントアウト
していただくか，下記担当へお問い合わせください．　

問い合わせ先	 〒 102-0093	　東京都千代田区平河町 2-6-4　海運ビル４階
	 公益社団法人地域医療振興協会	事務局総務部
	 TEL　03-5210-2921　　FAX　03-5210-2924
	 E-mail　info@jadecom.or.jp　　URL　https://www.jadecom.or.jp/

地域医療振興協会 入会のご案内
事務局

　地域医療振興協会生涯教育センターでは，2017年度から協会会員向けの生涯教育e‐Learningを開始しました．
自治医科大学で行われている教育・研究・最新治療の内容を解りやすくお伝えし生涯教育の材料にしていただく
とともに，自治医科大学の現状をより深く知っていただくことも目的にしています．
　配信を開始してから半年が経過しましたが，自治医科大学の教職員や学生の方々から大変興味があるとの連絡
をいただいています．実は私の在職中も大学内の他の部署でどのような研究・診療が行われてるのか十分な情報
がなく，外の学会などで初めて先生方の素晴らしい活動を知るということがしばしばありました．
　共同研究の萌芽，相互交流の促進等を通じて自治医科大学全体の発展のために少しでも貢献できれば幸いであ
ると考え，今回自治医科大学の教員のみならず，職員，学生にも提供させていただくことにしました．自治医大
図書館のホームページのビデオオンデマンドサービスから視聴できますので，どうぞ，ご活用ください．

生涯教育センター長　富永眞一

生涯教育e-Learningの自治医科大学教職員向け配信のお知らせ生涯教育
センター

　このたび，地域医療振興協会生涯教育センター内に，なんでも相談できる「JADECOM
よろず相談窓口」を開設しました．
　地域医療の現場での診療に関すること，地域における研究課題や専門医・学位取得と
いったことから将来の進路，職場環境や生活環境の悩み事まで相談の種類は問いません．
　原則として地域医療振興協会会員を対象としていますが，地域医療に従事する医師の
皆さんの様々な問題に柔軟に対応します．内容によっては協会関連病院や大学関係者等
適切な方にお繋ぎさせていただきます．また学会や都道府県支部会などの際の個別相談
にも応じます．まずはお気軽に窓口までご連絡ください．　

連絡先　地域医療振興協会生涯教育センター「JADECOMよろず相談窓口」
　　　　富永眞一　shintomi@jadecom.jp

「JADECOMよろず相談窓口」開設のお知らせJADECOM
よろず相談

窓口
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　「月刊地域医学」は，公益社団法人地域医療振興協会の会員の方に無料で配布させていただいておりますが，会
員以外の皆さんに販売できるようになりました．地域医療に興味をお持ちの皆さん，「月刊地域医学」を年間定期
購読しませんか？
　年間定期購読をご希望の方は，地域医療振興協会ホームページ（URL　https://www.jadecom.or.jp/library/
magazine/pdf/apply_magazine.pdf）にアクセスして申し込み用紙をダウンロードの上，FAXまたはメールにて下
記までお申込みください．

定　価　（本体600円＋税）×12ヵ月（送料は当協会が負担します）

「月刊地域医学」年間定期購読のご案内地域医療
研究所

　公益社団法人地域医療振興協会では，「へき地を中心とした地域保健医療の確保とその質の向上」を目的として
活動しており，医学雑誌として「月刊地域医学」を発行しております．へき地・地域医療に興味関心のある医学生の
皆さんにご覧いただき，将来のへき地・地域医療の充実と質の向上の一助となりますようご案内申し上げます．「月
刊地域医学」は原則として公益社団法人地域医療振興協会会員に配布させていただいておりますが，この度，公益
活動として地域医学の啓発・普及のため将来のへき地・地域医療を担う医学生の皆さんに無料にて配布いたします．

対　　象　へき地・地域医療に興味関心のある医学生
登録方法　住所，氏名，大学名，学年，E-mail アドレスを下記連絡先までご通知ください．
費　　用　無料（無料送付登録は医学生の方に限り，年度ごとに登録更新していただくことになります．）

申し込み先　〒102-0093　東京都千代田区平河町2-6-3　都道府県会館15階
	 公益社団法人地域医療振興協会	「月刊地域医学」編集委員会事務局
	 TEL　03-5212-9152　　FAX　03-5211-0515
	 E-mail　chiiki-igaku@jadecom.or.jp　　
	 URL　https://www.jadecom.or.jp/pdf/gekkanchiikiigaku/chikiigaku.pdf

へき地・地域医療を志す医学生の皆さんへ
「月刊地域医学」無料送付登録のご案内
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会員の皆さまへ

会費のご案内

1. 年会費について
　正会員…10,000円（医師免許取得後２年以内の会員の方は年会費5,000円）
　準会員（変更無し）…………10,000円
　法人賛助会員（変更無し）…50,000円
　個人賛助会員（変更無し）…10,000円

2. 入会金について（変更無し）
　正会員…10,000円（医師免許取得後1年未満の方は入会金を免除）
　準会員，法人・個人賛助会員…なし

3. 年会費の納入方法について
　地域医療振興協会では，会員皆さまの利便性向上のため，自動振替（口座引落し）を導入しています．
　自動振替は，年に一度（６月27日）年会費が口座から引き落とされますので，振込手続きの必要はありません．引き落
としに係る手数料も協会で負担いたします．自動振替による納入をご希望の方は，協会事務局までお問い合わせください．
随時変更が可能です．

　なお，振込による納入を希望される場合は，以下の口座へお願いいたします．
　・郵便振替　口座：00150-3-148257　名義：公益社団法人地域医療振興協会
　・銀行振込　口座：りそな銀行虎ノ門支店　普通6104083　
　　　　　　  名義：公益社団法人地域医療振興協会

ご住所が変更になったときは

　ご転勤などによりご勤務先またはご自宅住所が変更となった場合は，「月刊地域医学」の送付先を変更させていただきま
すので，当協会に新しいご住所をご連絡ください．
　当協会ホームページ（https://www.jadecom.or.jp/members/henkou.html）の変更フォームから簡単にお手続きが可能
ですので，是非ご活用ください．
　また，所属支部の変更を希望される方は，当協会ホームページ（https://www.jadecom.or.jp/members/shibu_henkou.
html）に掲載されている『所属支部変更届』の様式をダウンロードしていただき，ご記入ご捺印のうえ，下記の書類送付先
へご郵送ください．

連絡先・書類送付先

〒102-0093　東京都千代田区平河町2-6-4　海運ビル4階
公益社団法人地域医療振興協会　事務局総務部
TEL　03-5210-2921　　FAX　03-5210-2924
E-mail		info@jadecom.or.jp			URL		https://www.jadecom.or.jp/

694（98）



月刊地域医学　Vol.33 No.8　2019 695（99）



公益社団法人地域医療振興協会　無料職業紹介事業求人病院紹介

北海道

市立三笠総合病院
●内科，外科，整形外科，小児科
　常勤医師　各1名

診療科目：内科，循環器科，外科，整形外科，小児科，皮膚科，泌尿器
科，耳鼻咽喉科，眼科，精神科，神経科，リハビリテー
ション科

病 床 数：199床
職 員 数：181名（うち常勤医師９名，非常勤医師０名）
所 在 地：〒068-2194　北海道三笠市宮本町489-1 
連 絡 先：事務局総務管理課総務管理係・係長　齋藤
　　　　　TEL　01267-2-3131　　FAX　01267-2-2493
　　　　　E-mail　byouin-kanri@city.mikasa.hokkaido.jp

 特記事項 ：   市立三笠総合病院は，北海道のほぼ中央部，三方を山に囲
まれ自然豊かな三笠市に位置しています．三笠市は化石や
石炭を利用した観光に取り組んでおり，市全域が日本ジオ
パークに認定され，太古のロマンを感じることができます．
三笠高校の生徒が運営する高校生レストランはにぎわいを
見せ，若者の活気があふれるまちです．当院は市の基幹病
院として，急性期から慢性期にわたる医療を提供していま
す．急性期に関しては，高度医療機器を積極的に導入し，
質の高い医療サービスを提供するとともに，救急医療は365
日，24時間体制で行っています．また，地域の医療ニーズ
に対応するため，回復期リハビリテーション病棟や24時間
体制の訪問看護ステーションを開設するなど，医療サービ
スの向上に努めています．地域に根ざし，地域住民に信頼
される病院づくりを目指している当院へのご連絡をお待ち
しています．

 www.city.hospital-mikasa.jp/
 受付　2019.3.11

佐賀県

伊万里有田共立病院

●一般内科，呼吸器内科，整形外科，麻酔
科，検診科　各数名

診療科目：内科，呼吸器内科，循環器内科，消化器内科，糖尿病・代謝
内科，神経内科，外科，心臓血管外科，消化器外科，整形外
科，脳神経外科，胸部外科，小児科，泌尿器科，婦人科，眼
科，耳鼻咽喉科，リハビリテーション科，放射線科，救急
科，麻酔科，リウマチ科

病 床 数：206床
職 員 数：343名（うち常勤医師18名，非常勤医師２名）
所 在 地：〒849-4193　佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲860 
連 絡 先：事務長 森田
　　　　　TEL　0955-46-2121　　FAX　0955-46-2123
　　　　　E-mail　kyouritsu@imari-arita-hp.or.jp

 特記事項 ：   地域に密着し急性期医療，地域との連携，医療人の育成を
行う病院です．

  患者さん一人ひとりに寄り添い，ていねいな診療で地域全
体の健康を守ること，社会に必要とされる病院に育てるた
め共に学び，共に創造していきましょう．

  http://imari-arita-hp.or.jp/
 受付　2019.2.25
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各種お知らせ・報告・求人 要領

① 各種お知らせ・報告・求人の締め切りは毎月10日で
す．受け付けた情報の掲載可否は，編集委員会にて決
定いたします．

② 継続して掲載を希望する場合も，原則として毎号締切
日までに掲載希望の旨をご連絡ください．

　 「求人病院紹介」も継続を希望する場合は１ヵ月ごと
に申し込みが必要です．掲載期間は原則として６ヵ月
までです．掲載を中止する場合は速やかにご連絡くだ
さい．

③ 各コーナーの執筆要領に従って原稿を作成してくだ
さい．

④ 組み上がりの原稿（ゲラ）校閲が必要な場合は，その旨
をお書き添えください．

⑤ 原稿はメールまたは郵送，ファックスにてお送りくだ
さい．郵送, ファックスの場合も, 文字データ，写真
データはできるかぎり記憶媒体（CD-ROM, DVDな
ど）でお送りください．

支部会だより
下記の項目に従って原稿を作成してください．
1. 会の名称（年度，第○回）
2. 日　時
3. 場　所
4. 出席者
5. 議事要旨：議題と議事要旨を簡単にまとめる．
6. 結論：議事要旨に含まれない決定事項など
7. その他：講演内容などで特記すべきことがあれば簡略

に，文末に必ず文責者（担当者）名を記載ください．
文字量目安：約950字で1/2ページ分，1,900字で１ページ分
となります．

開催案内等
下記の項目に従って原稿を作成してください．
1. 会の名称
2. 主催および共催団体名
3. 会の形態：研修会・研究会・講習会・講演会・シンポジ

ウム等
4. 趣　旨
5. 日時・場所
6. 内容：テーマおよび簡単な内容，ホームページ等があれ

ばご紹介ください．
7. 参加資格：定員がある場合も明記してください．

8. 受講料
9. 申し込み方法：申し込み手続きに必要な書類，申し込み

方法（通信手段）
10.  申し込み期間：申し込み締切日は必ず明記してください．
11.  連絡先：担当部署，担当者氏名（肩書き），住所，TEL，

FAX，E-mailを記載してください．
文字量目安：約900字で1/2ページ分，1,900字で１ページ分
となります．

スタッフ募集
下記の項目に従って原稿を作成してください．
1. 科名，教室名
2. 科・教室紹介：約200字を目安としてください．在籍卒

業生を記載する場合は，苗字だけとし卒年度（○年卒：
西暦）で統一願います．

3. 連絡先：氏名（所属・肩書き），TEL，FAX，E-mailを記載
してください．

求人病院紹介
地域医療にかかわる公的医療機関の求人紹介です．（都市
部は除く）
以下の項目に沿って原稿を作成の上，お送りください．
1. 病院名（正式名称）
2. 所在地
3. 診療科目
4. 病床数
5. 職員数（うち常勤医師数，非常勤医師数）
6. 募集科目・人数
7. 連絡先：氏名（所属・役職），TEL，FAX，E-mail
8. PR．特記事項（ホームページURLなど）
9. 写真データを１点掲載することができます．

原稿送付・問い合わせ先
〒 102-0093　
東京都千代田区平河町 2-6-3　都道府県会館 15 階
公益社団法人地域医療振興協会

「月刊地域医学」編集委員会事務局　
担当：堀江・田代
TEL	03-5212-9152　FAX	03-5211-0515　
E-mail	chiiki-igaku@jadecom.or.jp

2015年９月改訂
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１．投稿資格 
　 １）地域医療に携わる全ての者．
 　２） 国内外の他雑誌等に掲載されていない原稿，あるい

は現在投稿中でない原稿に限る．
２．採否について
 　  編集委員会で審査し，編集委員会が指名する専門家に

査読を依頼して採否を決定する．
３．投稿原稿の分類
  　投稿原稿のカテゴリーは下記のように規定する．
 　  原著：学術論文であり，著者のオリジナルである内容

を著したもの．
  　症例：症例についてその詳細を著した論文．
 　 �活動報告：自らが主催，または参加した活動で，その

報告が読者に有益と思われるもの．
  　 研究レポート：「原著」「症例」「活動報告」のカテゴリー

に含まれないが，今後の研究をサポートしていくに値
し，また多職種多地域のコホート研究などに利用でき
るような論文．

��　自由投稿：意見，提案など，ジャンルを問わない原稿．
４．原稿規定
　 １）原則として，パソコンで執筆する．
 　２） 原稿は要旨，図表・図表の説明，引用文献を含めて

14,500字（掲載時８ページ）以内とする．１ページは
約1,800字に相当．図表は８cm×８cm（掲載時のサ
イズ）のもので約380字に相当．

　 ３） 原稿の体裁：文字サイズは10.5〜11ポイント．A４
判白紙に（１行35字，１ページ30行程度）で印刷す
る．半角ひらがな，半角カタカナ，機種依存文字は使
用しない．表紙を第１ページとしたページ番号を明
記する（引用文献を除く）．「表紙」「要旨・キーワー
ド」「本文」「参考文献」ごとに改ページする．

 　４） 原稿の表記：原則として日本語とする．句読点とし
て全角の「，カンマ」「．ピリオド」を用いる．薬品は原
則として商品名ではなく一般名とする．日本語化し
ていない外国語，人名，地名，薬品名は原語のまま用
いる．略語を用いる場合はその初出の箇所で内容を
明記する．年号は西暦とする．○○大学○期卒や○○
県○期卒等の表記は避け○○大学○○○○年（西暦）
卒業（○○県出身＊）とする．（＊必要な場合のみ）

 　５） 必要記載事項
　�　��表紙：原著・症例・活動報告等の別とタイトル，本

文原稿枚数（文献含む）と図表点数，著者名と所属

（著者が複数の場合，それぞれの所属が分かるよう
に記載する），連絡先（住所，電話番号，FAX番号，E
メールアドレス）を記載する．全共著者が投稿に同
意し内容に責任を持つことを明記し，全共著者の署
名を添える．

 　　  抄録・キーワード：原著には抄録とキーワードを
添える．原著の抄録は構造化抄録とし，目的，方法，
結果，結論に分けて記載する（400字以内）．キーワー
ドはタイトルに使用した語句は検索時に認識され
るので，それ以外の語句を選択して記す（原則とし
て日本語で５語以内）．

 　　  タイトル・抄録の英文表記（希望者のみ）：タイトル
と抄録は，和文表記に英文表記を併記することがで
きる．英文の著者名はM.D.などの称号を付け，名を
先，姓 を 後 ろ に 記 載．英 文 抄 録 はIntroduction， 
Methods， Results，Conclusionに分けて，記載する

（250語以内）．Key words（５語以内）を添える．抄録
は和文と英文で同じ内容にする．

 　　  英文抄録はnative speakerのチェックを受け，証明
書（書式自由）を添付すること．

　 ６）図表
　 ① 図表は厳選し，本文中の記載よりも図表を用いた方

が明らかに理解しやすくなる場合に限り使用する．
　 ②図表は原則としてモノクロで掲載する．
　 ③ 図表は通し番号とタイトルをつけて，本文とは別に

番号順にまとめる．
　 ④ 他の論文等から引用する場合は，当該論文の著者と

出版社の掲載許可を得ておくとともに出典を明記す
る．

　 ７） 引用文献：必要最小限にとどめること．本文中に引
用順に肩付き番号をつけ，本文の最後に引用順に記
載する．

　  　 雑誌の場合

2017年６月改訂

文献表記例
【雑誌】

 　１） 柴田肇，黒瀬亮太，都竹晃文，他：栃木県の周産期死亡
率の観察．月刊地域医学 1996；10：25-32．

 　２） Feldman R, Bacher M, Campbell N, et al : Adherence 
topharmacologic management of hypertension. Can J 
Public Health 1998 ; 89 : 16-18.

【書籍】
 　３） 藤本健一，吉田充男：大脳基底核と運動の異常．星猛，

投 稿 要 領
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　  　  著者名（３名までとし，ほかは“他”，“et al”と記す）：
タイトル．雑誌名 年；巻：始頁−終頁．

　  　 書籍の場合
　  　  著者名（３名までとし，ほかは“他”，“et al”と記す）：

章名，編集者名．書名．地名，出版社名，年，始頁−
終頁．

　��　�ウェブサイトの場合
　  　  著者名．当該ページのタイトル（引用符付き），サイ

ト名称（任意） 発行日（任意）　URL　アクセス日付
（丸かっこ）．

５．原稿の保存形式と必要書類について
　 １） 本文の保存形式：作成アプリケーションで保存し

たファイルとそのPDFファイルの両方を送付する．
　　   画像の保存形式：JPEGかBMP形式を原則とする．

これらの画像等を組み込んで作成した図は，各ア
プリケーションソフトで保存したファイルとその
PDFファイルもつける．

 　２） 必要書類：掲載希望コーナー，著者名と所属，連絡
先（住所，電話番号，FAX番号，Eメールアドレス）
を明記した投稿連絡箋，および全共著者が投稿に
同意し内容に責任を持つことを明記した著作権委
譲承諾書．

６．原稿の送付方法について
　 １）原稿はEメールまたは郵送・宅配便で受け付ける．
 　２）メールで送付する場合の注意
　 　 ① メールの件名は「投稿・○○○○（著者名）」と表

記する．
　 　 ② 原稿と必要書類（５．原稿の保存形式と必要書類

について　２）必要書類）は添付ファイルで送る
か，容量が大きい場合には大容量データサーバ
を使う． 

 　３）郵送で送付する場合の注意
　  　 原稿を，CD-ROMまたはDVDなどの１枚の記憶媒

体に保存し，必要書類と原稿のプリントアウト３
部をつけて送付する．

　 ４） 記憶媒体にアプリケーション名とバージョン，著
者名，提出日時を明記する．

 　５） 原稿および記憶媒体は返却しない．また，万一に備
えてコピーを手元に保存すること．

７. 掲載原稿の著作権と利用許諾基準
　��【著作権】
　 １） 論文等の著作権（著作権法27条 翻訳権，翻案権等，

28条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権
利を含む）は，公益社団法人地域医療振興協会に帰
属する．

 　２） 当該協会は，当該論文等の全部または一部を，当協
会ホームページ，当協会が認めたネットワーク媒体，そ
の他の媒体において任意の言語で掲載，出版（電子
出版を含む）できるものとする．この場合，必要により
当該論文の抄録等を作成して付すことがある．

　��【転載・二次的利用について】
　���当該論文の転載・二次的利用については，「月刊地域

医学」編集委員会事務局あてに申請し，編集委員会に
より諾否を決定する．

８．掲載料金，および別刷，本誌進呈
 　１）掲載料金は無料とする．
　 ２） 原著論文については本誌と別刷30部を進呈．それ

以上は別途実費が発生する．
 　３） 原著以外の投稿論文については本誌２部進呈，別

刷は実費が発生する．
９．投稿先，問い合わせ先
　   初回投稿先および投稿規定等に関する問い合わせ先：

「月刊地域医学」編集委員会事務局
 　１）E-mail　chiiki-igaku@jadecom.or.jp
　 ２）郵送，宅配便
 　　  〒102-0093 
 　　  東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館15階
 　　  公益社団法人 地域医療振興協会
 　　  「月刊地域医学」編集委員会事務局
 　　  TEL 03‐5212‐9152　FAX 03‐5211‐0515
10．月刊地域医学編集室
　   論文受理後の制作実務を担当．投稿受理後は下記編

集室より著者に，受理日，受理番号を連絡．投稿後２
週間経過後，受理番号の連絡がない場合，審査状況や
原稿規定等の問い合わせは，下記編集室あて．

　   〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷
　  ２丁目21-15 松濤第一ビル３階
　   TEL 03‐5790‐9832　
　  FAX 03‐5790‐9645　　
　   E-mail　chiiki-igaku@medcs.jp

石井威望，他編．新医科学体７巻．刺激の受容と生体運
動．東京，中山書店，1995，p.285-314．

　 ４） Schuckit MA : Alcohol and alcoholism. In : Wilson 
JD,Braunwald E, et al, editors. Harrison’s principles of 
internal medicine. 12th ed. New York，McGraw-Hill，
1991，p.373-379.
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　 ５） Evanston Public Library Board of Trustees. 

“EvanstonPublic Library Strategic Plan, 2000–2010: A 
Decade of Outreach.” http://www.epl.org/library/
strategic-plan-00.html（accessed 2005 Jun 1）
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　　編 集 後 記

今年は日本とオーストリアの国交樹立150周年にあたります．これを記念して東京
と愛知で大規模なクリムト展が開催されています．グスタフ・クリムトは19世紀末
ウィーンを代表する画家です．一生独身であったにもかかわらず，子どもは少なくと
も14人，孫には著名な疫学者もいます．私は海外出張の際，すきま時間を使って美術
館に足を運んできました．見たい絵のテーマを決めると１時間程度でも結構楽しめま
す．私のテーマはルネッサンス期，とりわけ受胎告知です．その理由を話すと長くな
るので別の機会に譲りますが，同じテーマの絵を画家の間で比較すると，画家の個性
や技術が見えてきます．画家は自分のパートナーを聖母マリアのモデルにして描くこ
とが多く，これも絵を観る楽しみの一つです．

さて，今月の特集は「学校とともに地域の子どもたちを支える」です．特集を読んで
一番感じたのは，地域医療に従事している医師は，子どもたちを医療機関の医師や学
校医の立場からだけでなく，地域住民の一人として，またボランティアとして，その
成長を見守り支えていることです．医師が診療現場を越えて，生活の中で子どもたち
と関わることにより，子どもたち一人ひとりへの理解を深め，心身両面から質の高い
支援につながっていることが実感できます．その関りに気持ちがほっこりとして，心
が和みました．

私にとって学びもありました．学校保健委員会の構成メンバーとして保護者だけで
なく児童生徒が参加できること，中学校区などの地域を想定して「地域学校保健委員
会」を開催できること，その中に自治会や商工会，老人会，医師会，保健所などの代
表者を構成メンバーに加えることができることです．この学校保健委員会の「拡大版」
は，学校と地域の関係団体が協働して，地域ぐるみで子どもたちの健康問題に取り組
む際に有用な組織だと思います．

核家族化が進む中で，地域での子育ての重要性が高まっていま
す．地域医療に従事する医師としてどのような関わりができるの
か，そのヒントがこの特集から得られるのではないでしょうか．

中村正和


